
【令和元年１０月1日現在】

中小企業融資制度便覧

秋田県中小企業応援キャラクター

「がんばっけさん」

令和元年度版

（令和元年１０月１日以降版）



秋田県産業労働部産業政策課

目 次

１ 県の間接融資制度 ······························································１

（１） 経営基盤の充実を図るための資金 ································· １

中小企業振興資金

（一般資金、流動資産担保資金、小規模事業振興資金、中小企業災害復旧資金）

中小企業組織融資資金

（２） 経営の安定を図るための資金 ······································ ３

経営安定資金

（３） 戦略的意欲的な経営を図るための資金 ······························ ４

新事業展開資金（事業革新資金、再生可能エネルギー導入支援資金、

再生可能エネルギー設備資金、創業支援資金、事業承継資金）

再建企業特別融資資金（事業再生資金、再起支援資金）

（４） 工業立地の促進 ·················································· ６

企業立地促進資金

２ 県の直接貸付制度（中小企業高度化資金） ·········································· ７

３ 秋田県単独機械類貸与事業 ······················································８
（(公財)あきた企業活性化センター所管貸与制度）

４ 秋田県地域総合整備資金貸付（ふるさと融資） ······································ 10

５ 政府系金融機関の融資制度 ····················································· 11

（１） ㈱日本政策金融公庫（中小企業事業）······························· 11

（２） ㈱日本政策金融公庫（国民生活事業）······························· 24

（３） ㈱日本政策金融公庫（農林水産事業）······························· 31

（４） ㈱商工組合中央金庫 ·············································· 36

６ 市町村の中小企業金融対策 ·····················································38

（１） 秋田市の中小企業向け融資制度 ···································· 38

（２） 市町村中小企業振興資金 ·········································· 40

（３） 市町村独自融資制度 ·············································· 41

（４） 市町村が行う県・国の制度資金に対する利子軽減及び保証料軽減措置··· 41

７ 秋田県信用保証協会保証制度 ··················································· 42

８ 県内中小企業金融相談の問い合わせ先 ············································45

９ 経営相談窓口···································································45



1．県の間接融資制度

＜中小企業者（中小企業信用保険法第２条に規定する中小企業者）とは＞

　以下のⅠの特定事業を営むものであって、Ⅱの規模等の条件を満たすもの。 Ⅱ　規模等の条件
(1)　中小企業者

Ⅰ　特定事業 　製造業等  資本金３億円以下又は従業員300人以下、卸売業  資本金１億円以下又は従業員100人以下
　次に掲げる以外の業種。   小売業　資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下、サービス業  資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
　農業、林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く）、漁業、金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サ   ゴム製造業  資本金３億円以下又は従業員900人以下、旅館業  資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
ービス業を除く） 　ｿﾌﾄｳｪｱ業又は情報処理ｻｰﾋﾞｽ業　資本金３億円以下又は従業員300人以下
※このほか、社会保険及び社会福祉、非営利団体、一部の風俗営業等、公序良俗に反するもの、投機的なもの等 　医業を主たる事業とする法人　従業員300人以下
も融資の対象外。 　特定非営利活動法人　製造業は従業員300人以下、卸売業及びサービス業は従業員100人以下、小売業は50人以下
＜問い合わせ先＞ (2)　(1)の中小企業者の他、中小企業等協同組合等も対象。
　秋田県信用保証協会：電話０１８－８６３－９０１１
　産業政策課：　　　　　　電話０１８－８６０－２２１５

（１）経営基盤の充実を図るための資金

限度額 保証料率 取扱金融機関 備　　考

(万円) (％)

中小企業振興資金 一般資金 県内で１年以上事業を営んでいる方 設備資金
運転資金

10,000   1.55以下 固定・変動
　設備２年
　運転１年

固定
1.75
変動
1.50
固定
1.95
変動
1.70

  1.55以下

固定
1.55
変動
1.30
固定
1.75
変動
1.50

県内で１年以上事業を営んでいる方で、売掛債権や棚
卸資産を保有する方

設備資金
運転資金

10,000（保
証割合
80%の部
分保証方
式）

0.68 1年
 割賦又は
 一括償還

－ 保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　流動資産（売
掛債権、棚卸
資産）

融資条件 融　　資　　条　　件

年利率

(％)

固定    1.95
変動    1.70

※セーフティネット保証

固定    1.75
変動    1.50

※セーフティネット保証

流動資産担保資金 1.60 

制　度　名 融　　資　　対　　象
申込受付
場所又は
経由機関資金用途 貸付期間 据置期間 担保・保証人

1～4、6号 0.88 

5、7、8号 0.76 

働き方改革
支援枠

一般資金の融資対象要件を満たし、次のいずれかの認
定を受けている方
経済産業省認定：健康経営優良法人
厚生労働省認定：ユースエール、えるぼし、くるみん、プ
ラチナくるみん

1～4、6号 0.88 

5、7、8号 0.76 

固定
　設備10年
　運転７年
変動
　設備15年
　運転10年

割賦又は
　一括償還

保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　必要に応じ
　徴求

県内に本支店を有する
　普通銀行
　信用金庫
　秋田県信用組合
　商工中金

金融機関所定の
借入申込書を直
接金融機関に提
出する。
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限度額 保証料率 取扱金融機関 備　　考

(万円) (％)

中小企業振興資金 小規模事業振興資金 設備資金 2,000 0.45 　設備10年 　設備２年 保証人 商工会議所

運転資金 　運転７年 　運転１年 商工会

1～4、6号 1.75 0.50 

5、7、8号 1.95 0.45 割賦又は

0.45 一括償還

担保

1～4、6号 1.35 0.50 

5、7、8号 1.55 0.45 

2,000 0.50 

0.0 

1～4、6号 1.15 0.0 

5、7、8号 1.35 0.0 

中小企業組織融資資金 設備資金 組合 － 設備10年 商工中金

運転資金 50,000 運転７年

組合員

2,000 割賦償還

融資条件 融　　資　　条　　件

年利率

(％)

1.95 

※セーフティネット保証

1.55 
※セーフティネット保証

1.75 

1.35 

※セーフティネット保証

制　度　名 融　　資　　対　　象
申込受付
場所又は
経由機関資金使途 貸付期間 据置期間 担保・保証人

小規模事業を営むもので、県内で１年以上事業を営ん
でいる方 県内に本支店を有

する※従業員２０人以下［商業・
サービス業は５人以下］の事
業者が対象

（ＩＣＴ導入
支援枠、
小口支援
枠と併せ
て2,000万
円）

　原則として法
人は代表者、
個人は不要 　普通銀行

　信用金庫
　秋田県信用組合

ICT導入支援枠 小規模事業振興資金の融資対象要件を満たし、認定経
営革新等支援機関の指導を受け、ＩＣＴの導入や利活用
を図ろうとする方

　必要に応じ
　徴求

小口支援枠 小規模事業振興資金の融資対象要件を満たし、かつ、
既存の保証協会の保証付き融資残高（根保証・当座貸
越等は限度額）との合計で、2,000万円以内となるもの）

保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　原則不要

中小企業災害復旧
資金

県内で１年以上事業を営んでる方で、災害によって事務
所又は事業所が罹災した方
※取扱は災害発生日から６か月間

設備資金
運転資金

1,000 　　　10年
 割賦又は
 一括償還

１年 保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　原則不要

県内に本支店を有
する
　普通銀行
　信用金庫
　秋田県信用組合
　商工中金

市町村長の罹災
証明書を添付し、
金融機関又は保
証協会に申込
む。

中小企業団体中央会に加入している中小企業等協同
組合法、中小企業団体の組織に関する法律および商店
街振興組合法に基づき組織された中小企業団体及び
その組合員に対する経営の改善及び貿易の振興のた
めの資金
①事業協同組合②事業協同小組合③火災共済協同組
合④信用協同組合⑤協同組合連合会⑥企業組合⑦協
業組合⑧商工組合⑨商工組合連合会⑩商店街振興組
合⑪商店街振興組合連合会                       

商工中金
所定利率の0.5％減

商工中金の
定めによる

商工中金の定
めによる

中小企業団
体中央会

中央会の推薦を
得て商工中金に
申込む。

借入申込書を商
工会等へ提出す
る。商工会等で適
当と認めた場合、
金融機関へ申込
書が送付される。
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（２）経営の安定を図るための資金

限度額 保証料率 取扱金融機関 備　　考

(万円) (％)

経営安定資金 設備資金 8,000 1.55以下 10年 ２年 保証人 商工会議所

運転資金 ④は別枠 商工会

5,000 　普通銀行
　信用金庫

0.88 　秋田県信用組合

③は0.50 担保   商工中金

0.76 　必要に応じ

③は0.45 　徴求

経営力強化枠 設備資金 20,000 1.40以下 　設備７年 　設備１年 保証人 商工会議所

運転資金 　運転５年 　運転１年 商工会

　普通銀行

割賦又は   信用金庫

一括償還 　秋田県信用組合

担保    商工中金

　必要に応じ

　徴求

借換枠 設備資金 28,000 1.55以下 10年 １年 保証人 商工会議所

運転資金 商工会

　普通銀行

  信用金庫

　秋田県信用組合

担保 　商工中金

　必要に応じ

　徴求

特別改善枠 設備資金 ① 5,000 1.55以下  12年 ３年 保証人 商工会議所

運転資金 ② 8,000 商工会

　普通銀行

  信用金庫

　秋田県信用組合

担保    商工中金

　必要に応じ

　徴求

危機関連枠 設備資金 28,000  10年 2年 保証人 商工会議所

運転資金 商工会

　普通銀行

  信用金庫

担保 　秋田県信用組合

　必要に応じ    商工中金

　徴求

融資条件 融　　資　　条　　件

年利率

(％)

※セーフティネット保証

1.40 

※セーフティネット保証

1.95 

※セーフティネット保証

制　度　名 融　　資　　対　　象
申込受付
場所又は
経由機関資金使途 貸付期間 据置期間 担保・保証人

1.55 県内に本支店を有
する　原則として法

人は代表者、
個人は不要割賦又は

 一括償還

1～4、6号 1.35 

5、7、8号 1.55 

県内で１年以上事業を営んでいる方で、認定経営革新
等支援機関の支援を受けつつ、事業革新計画や経営
改善計画を策定し、実行する方

県内に本支店を有
する

商工会等の認定
書を金融機関所
定の借入申込書
に添付し、金融機
関へ申込む。  

　原則として法
人は代表者、
個人は不要

県内に本支店を有
する

商工会等の認定
書を金融機関所
定の借入申込書
に添付し、金融機
関へ申込む。  

　原則として法
人は代表者、
個人は不要

割賦又は
 一括償還

1～4、6号 1.40 0.88 

県内に本支店を有
する　原則として法

人は代表者、
個人は不要

割賦又は
 一括償還

あきた企業
活性化セン
ター1～4、6号 1.75 0.88 

5、7、8号 1.95 0.76 

経済危機、災害等
の規模、影響を考
慮し、個別に決定

経済危機、
災害等の規
模、影響を考
慮し、個別に
決定

県内に本支店を有
する　原則として法

人は代表者、
個人は不要

割賦又は
 一括償還

あきた企業
活性化セン
ター

県内において１年以上事業を営み、かつ、次のいずれ
かに該当するものとして商工会議所、商工会連合会又
は商工会の認定を受けた方
①直近３カ月又は直近６カ月の売上高又は今後３カ月
間の売上高見込みが前年同期比で５％以上減少してい
る方
②直前決算において赤字を計上している方
③倒産企業に対して５０万円以上の売掛債権又は前渡
金返還請求権を有している方
④中小企業信用保険法第２条第５項第６号の規定によ
る破綻金融機関と取引のあるものとして、特定中小企
業者の認定を受けた方
⑤令和元年１０月１日の消費税増税後における直近３
か月間の受注高又は売上高が、前年同期に比べて減
少している方

商工会等の認定
書を金融機関所
定の借入申込書
に添付し、金融機
関へ申込む。  

1.55 

県内で１年以上事業を営んでいる方で、既存の中小企
業振興資金（中小企業災害復旧資金特別枠）、経営安
定資金（緊急経済対策枠又は借換枠）を利用した金融
債務の残高があり、次のいずれかに該当する方
①適切な事業計画を有していること
②認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業
革新計画や経営改善計画を策定し、実行する方

県内で１年以上事業を営んでいて、再生計画等に取り
組み、次のいずれかに該当する方
①経営の安定に支障を生じ、再生計画について商工調
停士の指導を受け、商工会議所、商工会連合会又はあ
きた企業活性化センターから推薦を受けた方
②秋田県中小企業再生支援協議会の支援を受けて再
生を行う方で、同協議会の推薦を受けた方                                                              

商工会議所、商
工会連合会（商
工会経由）又はあ
きた企業活性化
センターに再生計
画を添えて推薦
申請し、推薦を得
た後に、金融機
関所定の借入申
込書で申込む。

経済産業大臣が認定する大規模な経済危機、災害等
に際し、経営の安定に支障を生じていることについて市
町村長の認定を受けた方

詳細は経済危
機、災害等の規
模、影響を考慮
し、個別に決定す
る。
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（３）戦略的意欲的な経営を図るための資金

限度額 保証料率 取扱金融機関 備　　考

(万円) (％)

新事業展開資金 事業革新資金 設備資金 10,000 0.6以下 10年 ３年 保証人 商工会議所

運転資金 商工会

割賦又は 　普通銀行

一括償還 　信用金庫

担保 　秋田県信用組合

　必要に応じ    商工中金

　徴求

設備資金
運転資金

28,000 1.55以下 ３年

5、7、8号 1.30 0.76 

設備資金 20,000 1.07 15年 ３年 保証人

担保

　必要に応じ

　徴求

融資条件 融　　資　　条　　件

年利率

(％)

※セーフティネット保証

1.30 

※セーフティネット保証

制　度　名 融　　資　　対　　象
申込受付
場所又は
経由機関資金使途 貸付期間 据置期間 担保・保証人

1.30 県内に本支店を有
する対象⑨は

20,000
対象⑩は

5,000

　原則として法
人は代表者、
個人は不要

1～4、6号 1.10 0.70 

5、7、8号 1.30 0.60 

２千万円以下 
の場合、原則と
して本資金に
よって取得した
資産を除き、徴
求しない

再生可能エネルギー
導入支援資金

太陽光・風力・水力・地熱発電及びバイオマスエネル
ギー利用設備を設置し、発電事業を行う中小企業者

15年

割賦又は
 一括償還　

保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　必要に応じ
　徴求

所定の借入申込
書に認定通知書
等を添付し、金融
機関に申込む。  

再生可能エネルギー
設備資金

太陽光・風力・水力・地熱発電及びバイオマスエネル
ギー利用設備を設置し、発電事業を行う中小企業者

1.30 

　原則として法
人は代表者、
個人は不要

割賦又は
 一括償還　

県内において１年以上事業を営み(⑥～⑩を除く)､かつ､
次のいずれかに該当し､ 商工会議所又は商工会の認
定又は確認を受けた方
①「事業転換･多角化」「新市場進出」「海外進出」を行う
方
②中小企業等経営強化法に基づく計画等の承認を受
け、実施する方
③あきた企業活性化センターが行う所定の事業の認
定・採択を受けた方
④商店街振興組合等の整備の基本方針に沿って、空き
店舗の取得･改造・改装等を行う方
⑤地域観光振興計画に基づく事業を行う方
⑥特許法に基づく特許技術（出願中を含む）を有し、そ
の実用化のための事業を行う方
⑦所定の研究機関で共同開発した技術･製品の実用
化、生産化のための事業を行う方
⑧中小企業地域資源活用促進法、農商工等連携促進
法に基づく計画等の認定を受け、実施する方
⑨「環境調和型産業集積支援事業」の認定を受け、当
該事業を行う方
⑩異なる二者以上の企業者で連携して事業を行う方

商工会等の認定
または確認書を
付し、金融機関に
申込む。

県内に本支店を有する
　普通銀行
　信用金庫
　秋田県信用組合
　商工中金
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限度額 保証料率 取扱金融機関 備　　考

(万円) (％)

新事業展開資金 創業支援資金 次のいずれかの要件に該当する創業者又は中小企業
者      
①県内で新たに事業を開始しようとする方                                
②個人は事業開始後、法人は設立後５年を経過してい
ない方 
③新たに会社を設立する計画を有する会社及び当該計
画により設立された会社で設立の日以後５年を経過し
ていない会社
④秋田県に移住後３年以内で、①～③のいずれかに該
当する方

3,500
（自己資
金・事業
費等の制
限あり）

0.60 県内に本支店を有
する
　普通銀行
　信用金庫
　秋田県信用組合
　商工中金

商工会等に推薦
依頼し、推薦を得
た後に、金融機
関所定の借入申
込書で申込む。

女性・若者
支援枠

創業支援資金の融資対象に該当する女性及び35歳未
満の方

2,500
（自己資
金・事業
費等の制
限あり）

－

事業承継資金 設備資金 10,000 0.60以下 10年 ３年 保証人

運転資金

担保

　必要に応じ

　徴求

再建企業特別
融資資金

事業再生資金 次のいずれかの状態にある方      
①民事再生法に基づき計画の認可を受け、再生計画の
途上にある方                               
②会社更生法に基づき計画の認可を受け、更生計画の
途上にある方     

運転資金 10,000 1.20以下 １年

　一括償還

－ 保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　必要に応じ徴
求

金融機関所定の
借入申込書を直
接金融機関に提
出する。

再起支援資金 県内で新たに事業を開始しようとする法人等で、次のい
ずれにも該当する方（開業後１年未満のものも含む。）
①代表権者に事業の廃止、解散経験がある者を含むこ
と
②代表権者に対し信用保証協会が求償権を持たないこ
と

設備資金
運転資金

2,000
（創業支
援資金と
合わせた

額）

0.70 10年

　割賦償還

２年 保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　不要

金融機関所定の
借入申込書等を
直接金融機関等
に提出する。

融資条件 融　　資　　条　　件

年利率

(％)

1.30
(創業塾等修了者及
び県外から移住後3
年以内の者は1.10)

1.10 

1.30 

※セーフティネット保証

金融機関
所定金利

県内に本支店を有する
　普通銀行
　信用金庫
　秋田県信用組合
　商工中金

金融機関
所定金利

県内に本支店を有する
　普通銀行
　信用金庫
　秋田県信用組合
　商工中金

制　度　名 融　　資　　対　　象
申込受付
場所又は
経由機関資金使途 貸付期間 据置期間 担保・保証人

設備資金
運転資金

10年

割賦又は
 一括償還　

３年 保証人
　原則として法
人は代表者、
個人は不要

担保
　不要

商工会議所
商工会

(④は
20,000）

（事業引継ぎ支援セ
ンター支援案件等
は1.10）

　原則として法
人は代表者、
個人は不要

割賦又は
 一括償還　

1～4、6号 1.10 0.70 

5、7、8号 1.30 0.60 

次のいずれかに該当する方（①～③は商工会議所また
は商工会の推薦を要する）
①破産等が発生した企業から、事業の全部又は一部の
譲渡を受けて当該事業を行う方
②事業の全部又は一部を取りやめる企業から、事業の
譲渡を受けて当該事業を行う方
③親族以外の従業員等が代表として承継した法人
④経営承継円滑化法第12条第１項各号の規定による
秋田県知事の認定を受けた会社である中小企業者、個
人である中小企業者、中小企業者の代表者、事業を営
んでいない個人

商工会議所
商工会

県内に本支店を有
する
　普通銀行
　信用金庫
　秋田県信用組合
　商工中金

商工会等に推薦
依頼し、推薦を得
た後に、金融機
関所定の借入申
込書で申込む。
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（
４
）
工
業
立
地
の
促
進

資
金
使
途

限
度
額

貸
付
期
間

据
置
期
間

年
利
率
％

保
証
料
％

担
保
・
保
証
人

企
業
立
地
促
進
資
金

　
工
場
等
の
用

地
、
建
物
及
び
附

属
設
備
、
機
械
及

び
装
置
、
備
品
、

電
力
施
設
、
用
排

水
施
設
そ
の
他
の

施
設

　
空
き
工
場
等
の

建
物
、
設
備
等
の

活
用

一 般

(1
)通

常
投
下
固
定
資
産
額
の
５
０
％
又
は
１

０
億
円
（
空
き
工
場
等
の
活
用
の
場

合
は
５
億
円
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額

(2
)上

乗
せ
後

投
下
固
定
資
産
額
の
６
０
％
又
は
１

０
億
円
（
空
き
工
場
等
の
活
用
の
場

合
は
５
億
円
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額

※
上
乗
せ
要
件
は
次
の
①
～
③
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

①
県
工
業
団
地
を
取
得
す
る
企
業

②
従
業
員
を
１
年
以
内
に
４
０
人
以

上
、
将
来
１
０
０
人
以
上
の
雇
用
計

画
の
あ
る
企
業

③
操
業
時
ま
で
の
投
下
固
定
資
産
額

が
３
０
億
円
以
上
の
企
業

１
５
年

元
金
均
等
年

賦
償
還

２
年

1.
60

（
た
だ
し
、

輸
送
機
関
連

及
び
ア
グ
リ

関
連
、
電
気

業
は

1.
50
%）

－
金
融
機
関
の
定

め
に
よ
る

産
業
政
策
課

団
体
・
金
融
班

秋
田
銀
行

北
都
銀
行

秋
田
信
用
金
庫

羽
後
信
用
金
庫

秋
田
県
信
用
組
合

関
係
書
類
を
あ
っ
せ
ん

申
請
書
に
添
付
し
て
提

出
。
あ
っ
せ
ん
決
定
後

に
金
融
機
関
所
定
の
手

続
き
に
よ
り
金
融
機
関

へ
申
込
む
）

先 端 ・ 輸 送 機 ・ ア グ リ ・ 電 気 業

(1
)通

常
投
下
固
定
資
産
額
の
６
０
％
又
は
１

０
億
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額

(2
)上

乗
せ
後

投
下
固
定
資
産
額
の
７
０
％
又
は
１

０
億
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額

※
上
乗
せ
要
件
は
一
般
の
①
～
③
及

び
次
の
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合

④
高
度
技
術
産
業
集
積
地
域
内
（
秋

田
市
）
に
新
増
設
ま
た
は
空
き
工
場

等
を
活
用
し
て
事
業
を
行
う
先
端
技

術
型
企
業

　
次
の
（
1)
又
は
(2
)に

該
当
す
る
企
業
で
、
資
本
の

額
又
は
出
資
の
総
額
が
１
千
万
円
以
上
の
企
業

(1
)日

本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
25
年
10
月
30
日
総
務

省
告
示
）
に
掲
げ
る
以
下
の
表
に
定
め
る
業
種
に
属

す
る
企
業

(2
)県

工
業
団
地
を
取
得
す
る
（
し
た
）
企
業

（
貸
付
要
件
）

(1
)操

業
時
ま
で
の
投
下
固
定
資
産
額
が
１
億
円
（
空

き
工
業
活
用
の
場
合
は
２
千
万
円
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

業
に
あ
っ
て
は
１
千
万
円
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(2
)地

場
企
業
に
あ
っ
て
は
、
工
場
等
の
新
増
設
に
よ

り
雇
用
者
数
が
増
加
す
る
こ
と

(3
)県

外
企
業
に
あ
っ
て
は
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と

①
県
の
誘
致
企
業
で
あ
る
こ
と

②
県
工
業
団
地
を
取
得
す
る
又
は
取
得
し
た
企
業
に

あ
っ
て
は
、
操
業
開
始
後
１
年
以
内
に
従
業
員
１
０

人
以
上
で
あ
る
こ
と

(4
)誘

致
企
業
に
あ
っ
て
は
、
誘
致
決
定
後
、
原
則
と

し
て
３
年
以
内
に
工
場
等
を
建
設
す
る
こ
と

備
考

申
込
受
付
場
所
又

は
経
由
機
関

制
度

名
融

資
対

象
融

資
条

件
取
扱
金
融
機
関

業
種

産
業
分
類
番
号

製
造
業

大
分
類
Ｅ

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

3
9
1

倉
庫
業

4
7

デ
ザ
イ
ン
業

7
2
6
1

機
械
設
計
業

7
4
3
1

梱
包
業

4
8
4

商
品
検
査
業

7
4
4
1

機
械
等
修
理
業

9
0
1
,
9
0
2

産
業
用
設
備
洗
浄
業

9
2
9
2

産
業
用
機
械
器
具
賃
貸
業

7
0
2
1

電
気
業

3
3
1

ガ
ス
製
造
工
場

3
4
1
1

熱
供
給
業

3
5
1

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
た
業
種

- 
6 

-



２
．
県
の
直
接
貸
付
制
度
（
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
事
業
）

融
資
対
象
者

融
資
対
象
施
設

限
度
額

貸
付
期
間

据
置
期
間

年
利
率
％

担
保
・

連
帯
保
証
人

経
営
革
新
計
画
承
認
グ

ル
ー
プ
事
業

経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
が
、
新
商
品
・
新
技
術
開
発
や
情
報
の
収

集
・
処
理
・
提
供
を
行
う
た
め
の
設
備
等
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営

の
合
理
化
を
図
る

経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
（
共
同
で
事
業
を
行
う
４
人

以
上
の
も
の
）
の
参
加
者
で
あ
る
中
小
企
業
者
で
あ
っ
て
、

経
営
革
新
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
を
実
施
す
る
①
一
の
代
表
者

②
す
べ
て
の
者
の
連
名
に
よ
る
も
の
③
そ
れ
ぞ
れ
の
者

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

異
分
野
連
携
新
事
業
分
野

開
拓
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ

事
業

異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
が
共
同
で
新
商
品
・
新

技
術
開
発
や
情
報
の
収
集
・
処
理
・
提
供
を
行
う
た
め
の
設
備
等
を
導
入
す

る
こ
と
に
よ
り
、
新
事
業
分
野
の
開
拓
を
図
る

異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
（
共
同

で
事
業
を
行
う
４
人
以
上
の
も
の
）
の
参
加
者
で
あ
る
中
小

企
業
者
等
で
あ
っ
て
、
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計
画

認
定
グ
ル
ー
プ
事
業
を
実
施
す
る
①
一
の
代
表
者
②
す
べ
て

の
者
の
連
名
に
よ
る
も
の
③
そ
れ
ぞ
れ
の
者

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

下
請
振
興
事
業
計
画
承
認

グ
ル
ー
プ
事
業

特
定
下
請
組
合
等
が
、
新
製
品
・
技
術
開
発
等
の
事
業
を
行
う
た
め
の
施
設

を
設
置
し
、
経
営
の
合
理
化
を
図
る

特
定
下
請
組
合
等
で
あ
っ
て
、
下
請
振
興
事
業
計
画
承
認
グ

ル
ー
プ
事
業
を
実
施
す
る
①
一
の
代
表
者
②
す
べ
て
の
者
の

連
名
に
よ
る
も
の
③
そ
れ
ぞ
れ
の
者

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

総
合
効
率
化
計
画
認
定
グ

ル
ー
プ
事
業

総
合
効
率
化
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
が
競
争
力
の
強
化
や
消
費
者
需
要
の
多
様

化
に
対
応
す
る
た
め
、
共
同
で
輸
送
、
保
管
、
荷
さ
ば
き
、
加
工
な
ど
の
設

備
等
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
流
通
業
務
の
効
率
化
を
図
る

総
合
効
率
化
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
（
共
同
で
事
業
を
行
う
４

人
以
上
の
も
の
）
の
参
加
者
で
あ
る
中
小
企
業
者
等
で
あ
っ

て
、
総
合
効
率
化
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
事
業
を
実
施
す
る
①

一
の
代
表
者
②
す
べ
て
の
者
の
連
名
に
よ
る
も
の
③
そ
れ
ぞ

れ
の
者

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設
備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

施
設
集
約
化
事
業

中
小
企
業
者
が
、
共
同
工
場
、
共
同
店
舗
、
共
同
事
業
場
な
ど
を
設
置
し
て

施
設
を
集
約
化
し
経
営
の
合
理
化
を
図
る

①
事
業
協
同
組
合
、
②
事
業
協
同
小
組
合
、
③
協
同
組
合
連

合
会
、
④
以
上
の
組
合
員
又
は
所
属
員
（
以
下
「
組
合
員

等
」
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組

合
、
⑤
協
業
組
合
、
⑥
合
併
会
社
、
⑦
出
資
会
社

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

共
同
施
設
事
業

生
産
、
加
工
、
販
売
、
保
管
、
運
送
、
労
働
環
境
の
改
善
、
商
店
街
環
境
整

備
等
の
た
め
の
共
同
施
設
を
設
置
す
る

①
特
定
中
小
企
業
団
体
、
②
特
定
中
小
企
業
団
体
の
組
合
員

等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合
、

③
企
業
組
合
、
④
協
業
組
合

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

設
備
リ
ー
ス
事
業

生
産
の
効
率
化
、
経
営
の
合
理
化
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
組
合
が

一
括
購
入
し
、
組
合
員
に
リ
ー
ス
（
買
取
り
予
約
付
き
賃
貸
借
）
す
る

特
定
中
小
企
業
団
体

設
備

原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

１
年
以
内

0
.
4
5

企
業
合
同
事
業

特
別
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
等
を
受
け
た
中
小
企
業
者
が
相
互
に
合

併
し
た
り
出
資
会
社
を
設
立
し
て
、
事
業
の
集
約
化
、
事
業
転
換
、
研
究
開

発
の
利
用
を
図
る

①
合
併
会
社
、
②
出
資
会
社

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

集
団
化
事
業

市
街
地
に
散
在
す
る
工
場
・
店
舗
・
倉
庫
等
を
立
地
条
件
の
良
い
区
域
に
移

転
し
、
生
産
工
程
の
協
同
化
、
協
業
化
に
よ
り
生
産
性
の
向
上
を
図
る
と
と

も
に
異
業
種
が
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
新
商
品
開
発
、
製
販
連
携
、
新
分
野

へ
の
発
展
を
図
る

①
事
業
協
同
組
合
、
②
協
同
組
合
連
合
会
、
③
以
上
の
組
合

員
等
た
る
特
定
中
小
企
業
者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

集
積
区
域
整
備
事
業

商
店
や
工
場
等
が
集
積
す
る
区
域
の
一
体
的
な
近
代
化
、
環
境
整
備
を
図
る

と
と
も
に
、
異
業
種
が
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
新
商
品
開
発
、
製
販
連
携
新

分
野
へ
の
発
展
を
図
る

①
事
業
協
同
組
合
、
②
協
同
組
合
連
合
会
、
③
商
店
街
振
興

組
合
、
④
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
、
⑤
以
上
の
組
合
員
等

た
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

地
域
産
業
創
造
基
盤
整
備

事
業

新
商
品
若
し
く
は
新
技
術
の
開
発
、
需
要
の
開
拓
、
情
報
の
収
集
・
処
理
・

提
供
そ
の
他
の
事
業
を
行
う
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る
。

①
市
町
村
、
②
商
工
会
等
、
③
一
般
社
団
法
人
等
、
④
特
定

会
社

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

地
域
産
業
創
造
基
盤
活
性

化
事
業

過
去
に
地
域
産
業
創
造
基
盤
整
備
事
業
を
行
っ
た
者
が
、
中
小
企
業
者
の
経

営
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
又
は
既
存
施
設
の
陳
腐
化
、
老
朽
化
等
を

解
消
す
る
た
め
の
施
設
の
再
整
備
。

①
市
町
村
、
②
商
工
会
等
、
③
一
般
社
団
法
人
等
、
④
特
定

会
社

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

商
店
街
整
備
等
支
援
事
業

一
の
商
店
街
区
域
或
い
は
一
の
建
物
の
内
部
に
集
合
し
て
小
売
商
業
の
事
業

を
行
う
特
定
中
小
事
業
者
等
の
経
営
の
合
理
化
を
支
援
す
る
た
め
の
施
設
を

整
備
す
る
。

①
商
工
会
等
、
②
一
般
社
団
法
人
等
、
③
特
定
会
社

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

商
店
街
整
備
等
活
性
化
支

援
事
業

過
去
に
商
店
街
整
備
等
支
援
事
業
を
行
っ
た
者
が
、
中
小
企
業
者
の
経
営
環

境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
又
は
既
存
施
設
の
陳
腐
化
、
老
朽
化
等
を
解
消

す
る
た
め
の
施
設
の
再
整
備
。

①
商
工
会
等
、
②
一
般
社
団
法
人
等
、
③
特
定
会
社

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
設

備
原
則
と
し

て
貸
付
対

象
額
の

8
0
％

2
0
年
以
内

３
年
以
内

0
.
4
5

制
度
名

目
的

融
資

条
件

備
考

担
保
は
原
則
と

し
て
貸
付
対
象

物
件

連
帯
保
証
人
は

原
則
と
し
て
組

合
の
役
員
等

返
済
方
法
は
、

　
元
金
均
等
年
賦

　
金
利
は
固
定
金
利

年
利
率
は
、
特
定
の
要
件

に
該
当
す
る
場
合
は
、
無

利
子

融
資
実
行
ま
で
に
は
、
各

種
手
続
き
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
相
当
の
期
間
を
要
す

る 申
込
先
は
、
産
業
政
策
課
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３
．

秋
田

県
単

独
機

械
類

貸
与

事
業

　
（

公
益

財
団

法
人

 
あ

き
た

企
業

活
性

化
セ

ン
タ

ー
所

管
貸

与
制

度
）

（
公

益
財

団
法

人
 
あ

き
た

企
業

活
性

化
セ

ン
タ

ー
：

電
話

０
１

８
－

８
６

０
－

５
７

０
２

）

0
.
5
年

年
2
.
2
0

連
帯

保
証

人

半
年

賦
１

人
以

上

均
等

償
還

な
し

月
1
.
3
7
3

月
賦

～
2
.
9
7
0

均
等

償
還

0
.
5
年

年
1
.
8
0

半
年

賦

均
等

償
還

な
し

月
1
.
3
5
4

月
賦

～
2
.
9
5
0

均
等

償
還

申
込

先
は

(
公

財
)
あ

き
た

企
業

活
性

化
セ

ン
タ

ー

リ
ー

ス

①
県

内
に

貸
付

対
象

設
備

を
設

置
す

る
事

業
所

を
有

す
る

こ
と

又
は

事
業

所
開

設
 
 
を

予
定

し
て

い
る

こ
と

②
事

業
税

（
県

税
）

を
滞

納
し

て
い

な
い

こ
と

③
中

小
企

業
者

以
外

か
ら

単
独

に
3
分

の
1
を

超
え

て
出

資
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

割
　

賦

3
～

7
年

7
年

以
内

（
設

備
金

額
が

6
,
0
0
0
万

円
超

の
場

合
は

1
0
年

以
内

）

7
年

以
内

（
設

備
金

額
が

6
,
0
0
0
万

円
超

の
場

合
は

1
0
年

以
内

）

経
営

革
新

へ
の

取
り

組
み

や
成

長
が

見
込

ま
れ

る
分

野
に

お
け

る
設

備
投

資
を

行
う

小
規

模
企

業
者

等
に

対
し

て
、

通
常

よ
り

低
利

で
貸

与
（

割
賦

販
売

ま
た

は
リ

ー
ス

）
を

行
い

ま
す

①
県

内
に

貸
付

対
象

設
備

を
設

置
す

る
事

業
所

を
有

す
る

こ
と

又
は

事
業

所
開

設
  
 を

予
定

し
て

い
る

こ
と

②
事

業
税

（
県

税
）
を

滞
納

し
て

い
な

い
こ

と
③

中
小

企
業

者
以

外
か

ら
単

独
に

3
分

の
1
を

超
え

て
出

資
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

（
上

記
以

外
に

以
下

の
要

件
に

あ
て

は
ま

る
者

）
①

中
小

企
業

等
経

営
強

化
法

に
基

づ
く
経

営
革

新
計

画
の

承
認

又
は

経
営

力
向

上
計

　
 画

の
認

定
を

受
け

、
当

該
計

画
に

従
っ

て
設

備
を

導
入

す
る

企
業

②
中

小
企

業
者

と
農

林
漁

業
者

と
の

連
携

に
よ

る
事

業
活

動
の

促
進

に
関

す
る

法
律

  
 に

基
づ

く
農

商
工

等
連

携
事

業
計

画
の

認
定

を
受

け
、

当
該

計
画

に
従

っ
て

設
備

を
　

 導
入

す
る

企
業

③
企

業
立

地
の

促
進

等
に

よ
る

地
域

に
お

け
る

産
業

集
積

の
形

成
及

び
活

性
化

に
関

  
 す

る
法

律
に

基
づ

く
企

業
立

地
計

画
又

は
事

業
高

度
化

計
画

の
承

認
を

受
け

、
当

該
　

 計
画

に
従

っ
て

設
備

を
導

入
す

る
企

業
④

商
店

街
の

活
性

化
の

た
め

の
地

域
住

民
の

需
要

に
応

じ
た

事
業

活
動

の
促

進
に

関
  
 す

る
法

律
に

基
づ

く
商

店
街

活
性

化
事

業
計

画
の

認
定

を
受

け
、

当
該

計
画

に
従

っ
　

 て
設

備
を

導
入

す
る

企
業

⑤
あ

き
た

企
業

応
援

フ
ァ

ン
ド

事
業

又
は

あ
き

た
農

商
工

応
援

フ
ァ

ン
ド

事
業

助
成

金
の

　
 交

付
決

定
を

受
け

た
計

画
に

基
づ

く
設

備
を

導
入

す
る

企
業

⑥
県

内
に

お
い

て
成

長
が

見
込

ま
れ

る
分

野
で

、
次

の
製

品
を

製
造

す
る

た
め

の
設

備
　

 を
導

入
す

る
企

業
（
※

申
請

時
点

に
お

い
て

、
受

注
が

あ
る

又
は

受
注

が
確

定
し

て
い

　
 る

も
の

に
限

る
）

　
ア

　
自

動
車

関
連

部
品

　
イ

　
航

空
機

関
連

部
品

　
ウ

　
医

療
機

器
関

連
部

品
　

エ
　

太
陽

光
発

電
、

風
力

発
電

等
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
関

連
部

品
⑦

も
の

づ
く
り

中
核

企
業

創
出

促
進

事
業

に
お

い
て

、
中

核
企

業
候

補
の

認
定

を
受

け
た

　
 企

業

割
　

賦

リ
ー

ス

小
規

模
企

業
者

常
時

使
用

す
る

従
業

員
数

が
2
0
人

以
下

（
商

業
・

サ
ー

ビ
ス

業
は

5
人

以
下

）
の

者

創
業

者
次

に
掲

げ
る

者

ア
．

事
業

を
営

ん
で

い
な

い
個

人
で

あ
っ

て
、

1
月

以
内

に
新

た
に

事
業

を
開

始
す

る
具

体
的

な
計

画
を

有
す

る
も

の
（

イ
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）

イ
．

事
業

を
営

ん
で

い
な

い
個

人
で

あ
っ

て
、

2
月

以
内

に
、

新
た

に
会

社
を

設
立

し
、

か
つ

、
当

該
新

た
に

設
立

さ
れ

た
会

社
が

事
業

を
開

始
す

る
具

体
的

な
計

画
を

有
す

る
も

の
ウ

．
新

た
に

事
業

を
開

始
し

た
個

人
（

当
該

事
業

を
開

始
し

た
日

に
他

の
事

業
を

営
ん

で
い

な
か

っ
た

も
の

に
限

る
。

）
で

あ
っ

て
、

事
業

を
開

始
し

た
日

以
後

５
年

を
経

過
し

て
い

な
い

も
の

エ
．

新
た

に
設

立
さ

れ
た

会
社

（
当

該
設

立
の

日
に

他
の

事
業

を
営

ん
で

い
な

か
っ

た
個

人
に

よ
り

設
立

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
そ

の
設

立
の

日
以

後
５

年
を

経
過

し
て

い
な

い
も

の

小
規

模
企

業
者

等
の

設
備

取
得

を
容

易
に

す
る

た
め

の
貸

与
（

割
賦

販
売

又
は

リ
ー

ス
)
を

行
い

ま
す

１
企

業
当

た
り 1
0
0
～

1
0
,
0
0
0

3
～

7
年

割
賦

価
額

の
1
0
％

（
2
,
5
0
0

万
円

を
超

え
る

設
備

の
場

合
は

、
2
,
5
0
0
万

円
ま

で
の

1
0
％

に
、

2
,
5
0
0
万

円
を

超
え

る
部

分
の

5
％

を
加

え
た

額
）

リ
ー

ス
は

保
証

金
な

し

貸
　

　
　

与
　

　
　

条
　

　
　

件
備

　
　

考
貸

　
与

　
要

　
件

限
度

額
(
万

円
)

種
　

別
貸

付
期

間
据

置
期

間
利

率
(
%
)

保
証

金
担

保
・

保
証

人
内

　
　

　
容

区
　

　
　

分

-
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１
企

業
当

た
り

年
2
.
5
0

保
証

人

1
0
0
～

1
0
,
0
0
0

１
人

以
上

な
し

月
1
.
3
9
0

月
賦

～
2
.
9
9
0

均
等

償
還

年
2
.
1
0

な
し

月
1
.
3
7
1

月
賦

～
2
.
9
6
9

均
等

償
還

保
証

金
担

保
・

保
証

人

小
規

模
企

業
者

以
外

の
中

小
企

業
者

及
び

中
小

企
業

団
体

内
　

　
　

容
区

　
　

　
分

貸
　

　
　

与
　

　
　

条
　

　
　

件
備

　
　

考
貸

　
与

　
要

　
件

限
度

額
(
万

円
)

種
　

別
貸

付
期

間
据

置
期

間
利

率
(
%
)

小
規

模
企

業
者

以
外

の
中

小
企

業
者

等
へ

の
貸

与
（

割
賦

販
売

ま
た

は
リ

ー
ス

）
を

行
い

ま
す

①
県

内
に

貸
付

対
象

設
備

を
設

置
す

る
事

業
所

を
有

す
る

こ
と

又
は

事
業

所
開

設
 
 
を

予
定

し
て

い
る

こ
と

②
事

業
税

（
県

税
）

を
滞

納
し

て
い

な
い

こ
と

③
中

小
企

業
者

以
外

か
ら

単
独

に
3
分

の
1
を

超
え

て
出

資
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

割
　

賦
７

年
以

内
（

設
備

金
額

が
6
,
0
0
0
万

円
超

の
場

合
は

1
0
年

以
内

）

0
.
5
年

（
設

備
金

額
が

6
,
0
0
0

万
円

超
の

場
合

1
年

も
選

択
可

）
半

年
賦

割
賦

価
額

の
1
0
％

（
2
,
5
0
0

万
円

を
超

え
る

設
備

の
場

合
は

、
2
,
5
0
0
万

円
ま

で
の

1
0
％

に
、

2
,
5
0
0
万

円
を

超
え

る
部

分
の

5
％

を
加

え
た

額
）

リ
ー

ス
は

保
証

金
な

し

リ
ー

ス
3
～

7
年

申
込

先
は

(
公

財
)
あ

き
た

企
業

活
性

化
セ

ン
タ

ー

リ
ー

ス
3
～

7
年

経
営

革
新

へ
の

取
り

組
み

や
成

長
が

見
込

ま
れ

る
分

野
に

お
け

る
設

備
投

資
を

行
う

中
小

企
業

者
等

に
対

し
て

通
常

の
貸

与
（

割
賦

販
売

ま
た

は
リ

ー
ス

）
よ

り
低

利
で

行
い

ま
す

。

①
県

内
に

貸
付

対
象

設
備

を
設

置
す

る
事

業
所

を
有

す
る

こ
と

又
は

事
業

所
開

設
 
 
を

予
定

し
て

い
る

こ
と

②
事

業
税

（
県

税
）

を
滞

納
し

て
い

な
い

こ
と

③
中

小
企

業
者

以
外

か
ら

単
独

に
3
分

の
1
を

超
え

て
出

資
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

（
上

記
以

外
に

以
下

の
要

件
に

あ
て

は
ま

る
者

）
①

中
小

企
業

等
経

営
強

化
法

に
基

づ
く

経
営

革
新

計
画

の
承

認
又

は
経

営
力

向
上

計
　

画
の

認
定

を
受

け
、

当
該

計
画

に
従

っ
て

設
備

を
導

入
す

る
企

業
②

中
小

企
業

者
と

農
林

漁
業

者
と

の
連

携
に

よ
る

事
業

活
動

の
促

進
に

関
す

る
法

律
 
 
に

基
づ

く
農

商
工

等
連

携
事

業
計

画
の

認
定

を
受

け
、

当
該

計
画

に
従

っ
て

設
備

　
を

導
入

す
る

企
業

③
企

業
立

地
の

促
進

等
に

よ
る

地
域

に
お

け
る

産
業

集
積

の
形

成
及

び
活

性
化

に
関

 
 
す

る
法

律
に

基
づ

く
企

業
立

地
計

画
又

は
事

業
高

度
化

計
画

の
承

認
を

受
け

、
当

　
該

計
画

に
従

っ
て

設
備

を
導

入
す

る
企

業
④

商
店

街
の

活
性

化
の

た
め

の
地

域
住

民
の

需
要

に
応

じ
た

事
業

活
動

の
促

進
に

関
 
 
す

る
法

律
に

基
づ

く
商

店
街

活
性

化
事

業
計

画
の

認
定

を
受

け
、

当
該

計
画

に
従

　
っ

て
設

備
を

導
入

す
る

企
業

⑤
あ

き
た

企
業

応
援

フ
ァ

ン
ド

事
業

又
は

あ
き

た
農

商
工

応
援

フ
ァ

ン
ド

事
業

助
成

　
金

の
交

付
決

定
を

受
け

た
計

画
に

基
づ

く
設

備
を

導
入

す
る

企
業

⑥
県

内
に

お
い

て
成

長
が

見
込

ま
れ

る
分

野
で

、
次

の
製

品
を

製
造

す
る

た
め

の
設

　
備

を
導

入
す

る
企

業
（

※
申

請
時

点
に

お
い

て
、

受
注

が
あ

る
又

は
受

注
が

確
定

　
し

て
い

る
も

の
に

限
る

）
　

ア
　

自
動

車
関

連
部

品
　

イ
　

航
空

機
関

連
部

品
　

ウ
　

医
療

機
器

関
連

部
品

　
エ

　
太

陽
光

発
電

、
風

力
発

電
等

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

関
連

部
品

⑦
も

の
づ

く
り

中
核

企
業

創
出

促
進

事
業

に
お

い
て

、
中

核
企

業
候

補
の

認
定

を
受

　
け

た
企

業

割
　

賦
７

年
以

内
（

設
備

金
額

が
6
,
0
0
0
万

円
超

の
場

合
は

1
0
年

以
内

）

0
.
5
年

（
設

備
金

額
が

6
,
0
0
0

万
円

超
の

場
合

1
年

も
選

択
可

）
半

年
賦

-
 
9
 
-



４
．

秋
田

県
地

域
総

合
整

備
資

金
貸

付
（
ふ

る
さ

と
融

資
）

融
　

　
　

資
　

　
　

条
　

　
　

件

要
　

　
件

（主
な

も
の

）
融

資
対

象
者

資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

(％
)

担
保

・保
証

人

ふ
る

さ
と

融
資

制
度

15
年

以
内

5年
以

内
無

利
子

返
済

方
法

は
、

（
地

域
総

合
整

備
資

金
）

元
金

均
等

半
年

賦
償

還

①
事

業
地

域
内

に
お

い
て

次
の

新
規

雇
用

が
確

保
さ

れ
る

こ
と

　
a．

県
か

ら
融

資
を

受
け

る
場

合
・・

・・
・１

０
人

以
上

　
b．

市
町

村
か

ら
融

資
を

受
け

る
場

合
・・

・・
１

人
以

上
【申

込
先

】

 （
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

電
気

事
業

者
は

、
ａ
・ｂ

と
も

に
１

人
以

上
）

　
県

産
業

政
策

課

　
市

町
村

企
画

担
当

課

③
用

地
取

得
等

の
契

約
後

５
年

以
内

に
営

業
が

開
始

さ
れ

る
こ

と

④
公

益
性

や
適

度
の

事
業

収
益

性
等

の
観

点
か

ら
実

施
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と

融
　

　
　

資
　

　
　

条
　

　
　

件

法
人

形
態

を
と

る
民

間
事

業
者

（第
３

セ
ク

タ
ー

を
含

む
）

※
個

人
や

任
意

組
合

等
の

法
人

格
の

な
い

団
体

は
対

象
に

な
り

ま
せ

ん
。

建
物

構
築

物
設

備
土

地
な

ど

※
付

随
費

用
の

み
や

運
転

資
金

は
対

象
に

な
り

ま
せ

ん
。

貸
付

対
象

費
用

か
ら

補
助

金
を

控
除

し
た

額
の

３
５

％
以

内

 ※
過

疎
地

域
や

特
別

豪
雪

地
帯

等
で

は
４

５
％

以
内

※
ふ

る
さ

と
融

資
以

外
の

資
金

調
達

に
お

い
て

民
間

金
融

機
関

等
か

ら
の

借
入

金
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

民
間

金
融

機
関

の
連

帯
保

証

※
ふ

る
さ

と
融

資
借

入
予

定
金

額
が

、
原

則
１

０
．

５
億

円
超

の
場

合
は

県
、

１
０

．
５

億
円

以
下

の
場

合
は

市
町

村
へ

の
相

談
・申

請
と

な
り

ま
す

。

制
　

度
　

名
目

　
　

的

地
域

の
振

興
・活

性
化

に
資

す
る

民
間

事
業

活
動

が
積

極
的

に
展

開
さ

れ
る

よ
う

、
新

た
に

設
備

投
資

等
を

行
う

事
業

者
に

対
し

、
県

又
は

市
町

村
が

無
利

子
資

金
の

貸
付

け
を

行
う

制
度

民
間

事
業

者
等

が
行

う
事

業
で

あ
る

こ
と

に
加

え
、

以
下

の
要

件
を

満
た

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。

②
貸

付
対

象
費

用
（設

備
の

取
得

等
に

係
る

費
用

及
び

そ
の

付
随

費
用

）の
総

額
（用

地
取

得
費

を
除

く
）が

１
千

万
円

以
上

で
あ

る
こ

と

備
　

　
考

-
 1

0
 -



５
　

政
府

系
金

融
機

関
の

融
資

制
度

（
１

）
株

式
会

社
　

日
本

政
策

金
融

公
庫

　
中

小
企

業
事

業
（株

式
会

社
日

本
政

策
金

融
公

庫
　

秋
田

支
店

　
中

小
企

業
事

業
：電

話
０

１
８

－
８

３
２

－
５

５
１

１
）

資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
新

企
業

育
成

貸
付

［新
事

業
育

成
資

金
］

高
い

成
長

性
が

見
込

ま
れ

る
新

た
な

事
業

を
行

う
方

で
あ

っ
て

、
次

の
1～

3の
す

べ
て

に
当

て
は

ま
る

方
1
.新

た
な

事
業

を
事

業
化

さ
せ

て
お

お
む

ね
5年

以
内

（※
）の

方
2
.次

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
方

イ
　

公
庫

の
成

長
新

事
業

育
成

審
査

会
か

ら
事

業
の

新
規

性
・成

長
性

の
認

　
定

を
受

け
た

方
ロ

　
独

立
行

政
法

人
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
が

出
資

す
る

投
資

事
業

有
　

限
責

任
組

合
か

ら
出

資
を

受
け

た
方

ハ
　

他
企

業
に

利
用

さ
れ

て
い

な
い

知
的

財
産

権
や

中
小

企
業

技
術

革
新

制
　

度
に

係
る

特
定

補
助

金
な

ど
の

交
付

を
受

け
て

開
発

し
た

技
術

を
利

用
し

　
し

て
新

事
業

を
行

う
方

3
.当

公
庫

 中
小

企
業

事
業

が
継

続
的

に
経

営
課

題
に

対
す

る
経

営
指

導
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

円
滑

な
事

業
の

遂
行

が
可

能
と

認
め

ら
れ

る
方

（
※

）一
定

の
要

件
を

満
た

す
方

で
、

公
庫

が
特

に
必

要
と

認
め

る
場

合
は

お
お

む
ね

7
年

以
内

新
た

な
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

及
び

長
期

運
転

資
金

直
接

貸
付

　
6億

円
設

備
資

金
　

20
年

以
内

運
転

資
金

　
7年

以
内

（5
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」2

の
イ

の
方

特
別

利
率

②
（上

限
3％

）。
た

だ
し

、
次

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
方

は
特

別
利

率
③

（上
限

3％
）

 ・
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」2
の

ハ
に

当
て

は
ま

る
方

・「
新

事
業

活
動

促
進

資
金

」の
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」1
～

6の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
方

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」2

の
ロ

、
ハ

の
方

特
別

利
率

②
（上

限
3％

）

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

、
特

許
権

等
の

知
的

財
産

に
つ

い
て

も
担

保
と

し
て

ご
活

用
い

た
だ

け
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

お
申

込
み

企
業

が
新

た
に

発
行

す
る

新
株

予
約

権
を

当
公

庫
が

取
得

し
、

必
要

な
資

金
を

無
担

保
で

供
給

す
る

仕
組

み
（新

た
に

発
行

さ
れ

る
普

通
社

債
の

取
得

又
は

融
資

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

ま
す

）も
あ

り
ま

す
。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

が
選

択
で

き
ま

す
。

新
企

業
育

成
貸

付
［女

性
、

若
者

／
シ

ニ
ア

起
業

家
支

援
資

金
］

女
性

、
ま

た
は

35
歳

未
満

か
55

歳
以

上
の

方
で

あ
っ

て
、

新
た

に
事

業
を

始
め

る
方

ま
た

は
事

業
開

始
後

お
お

む
ね

7年
以

内
の

方
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」が
必

要
と

す
る

設
備

資
金

（開
発

費
等

資
産

計
上

さ
れ

る
資

金
を

含
む

）お
よ

び
長

期
運

転
資

金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5千
万

円
）

代
理

貸
付

　
1億

2千
万

円

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

(2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

2億
7千

万
円

ま
で

（土
地

に
係

る
資

金
を

除
く
）特

別
利

率
①

た
だ

し
、

技
術

・ノ
ウ

ハ
ウ

等
に

新
規

性
が

み
ら

れ
る

事
業

で
あ

っ
て

、
一

定
の

製
品

化
及

び
売

上
が

見
込

め
る

も
の

に
係

る
資

金
（土

地
に

か
か

る
資

金
は

除
く
）特

別
利

率
②

 地
方

創
生

推
進

交
付

金
を

活
用

し
た

起
業

支
援

金
お

よ
び

移
住

支
援

金
の

交
付

決
定

を
受

け
て

新
規

開
業

し
よ

う
と

す
る

方
ま

た
は

新
規

開
業

し
た

方
が

必
要

と
す

る
資

金
（土

地
に

係
る

資
金

は
除

く
）に

つ
い

て
は

特
別

利
率

③

 起
業

支
援

金
の

交
付

決
定

を
受

け
て

新
規

開
業

し
よ

う
と

す
る

方
ま

た
は

新
規

開
業

し
た

方
が

必
要

と
す

る
資

金
（土

地
に

係
る

資
金

は
除

く
）に

つ
い

て
は

特
別

利
率

②

2億
7千

万
円

超
　

 基
準

利
率

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

制
度

名
融

資
対

象
融

資
条

件
備

考

-
 1

1
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

新
企

業
育

成
貸

付
［再

挑
戦

支
援

資
金

（再
チ

ャ
レ

ン
ジ

支
援

融
資

）
］

新
た

に
開

業
す

る
方

ま
た

は
開

業
後

お
お

む
ね

7年
以

内
の

方
で

、
次

の
す

べ
て

に
該

当
す

る
方

1
.廃

業
歴

等
を

有
す

る
個

人
ま

た
は

廃
業

歴
な

ど
を

有
す

る
経

営
者

が
営

む
法

人
で

あ
る

こ
と

2
.廃

業
時

の
負

債
が

新
た

な
事

業
に

影
響

を
与

え
な

い
程

度
に

整
理

さ
れ

る
見

込
み

な
ど

で
あ

る
こ

と
3
.廃

業
の

理
由

・事
情

が
や

む
を

得
な

い
も

の
な

ど
で

あ
る

こ
と

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」が

必
要

と
す

る
設

備
資

金
及

び
長

期
運

転
資

金

直
接

貸
付

 
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5
千

万
円

）

設
備

資
金

 2
0年

以
内

運
転

資
金

　
 7

年
以

内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

基
準

利
率

た
だ

し
、

技
術

・ノ
ウ

ハ
ウ

等
に

新
規

性
が

み
ら

れ
る

資
金

（土
地

に
係

る
資

金
は

除
く
。

）で
あ

っ
て

、
一

定
の

製
品

化
及

び
売

上
が

見
込

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

2億
7千

万
円

ま
で

特
別

利
率

②

 女
性

、
若

年
者

（3
5歳

未
満

）ま
た

は
高

齢
者

（5
5歳

以
上

）
が

必
要

と
す

る
資

金
(土

地
に

か
か

る
資

金
を

除
く
。

)に
つ

い
て

は
、

2億
7千

万
円

ま
で

特
別

利
率

①

2億
7千

万
円

超
 基

準
利

率
 ※

な
お

、
信

用
リ

ス
ク

・融
資

期
間

な
ど

に
応

じ
て

所
定

の
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

新
企

業
育

成
貸

付
［新

事
業

活
動

促
進

資
金

］

1
.＜

経
営

革
新

関
連

＞
 中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
に

基
づ

き
、

都
道

府
県

知
事

な
ど

よ
り

経
営

革
新

計
画

の
承

認
（変

更
承

認
を

含
む

）を
受

け
た

方
2
.＜

経
営

向
上

計
画

関
連

＞
 中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
に

基
づ

く
中

小
企

業
等

の
経

営
強

化
に

関
す

る
基

本
方

針
に

定
め

る
新

た
な

取
り

組
み

を
行

い
、

2年
間

で
4％

以
上

の
付

加
価

値
額

の
伸

び
率

が
見

込
ま

れ
る

方
3
.＜

新
連

携
関

連
＞

 中
小

企
業

等
経

営
強

化
法

に
基

づ
く
異

分
野

連
携

新
事

業
分

野
開

拓
計

画
の

認
定

(変
更

認
定

を
含

む
)を

受
け

た
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

係
る

契
約

関
係

に
よ

る
責

任
主

体
が

確
立

さ
れ

た
連

携
体

を
構

成
す

る
方

4
.＜

農
商

工
連

携
関

連
＞

 中
小

企
業

者
と

農
林

漁
業

者
と

の
連

携
に

よ
る

事
業

活
動

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
農

商
工

等
連

携
事

業
計

画
の

認
定

(変
更

認
定

を
含

む
)を

受
け

た
方

5
.＜

経
営

強
化

関
連

＞
 中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
に

基
づ

き
、

経
営

力
向

上
計

画
の

認
定

（変
更

認
定

を
含

む
）を

受
け

た
方

6
.＜

地
域

資
源

関
連

＞
 中

小
企

業
地

域
資

源
活

用
促

進
法

に
基

づ
く
地

域
産

業
資

源
活

用
事

業
計

画
の

認
定

（変
更

認
定

を
含

む
）を

受
け

た
方

7
.＜

第
二

創
業

関
連

＞
1
～

6に
該

当
し

な
い

方
で

新
た

に
第

二
創

業
（経

営
多

角
化

、
事

業
転

換
）を

図
る

方
ま

た
は

第
二

創
業

後
お

お
む

ね
5年

以
内

の
方

当
該

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

と
す

る
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

 「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
7

に
該

当
す

る
方

に
つ

い
て

は
、

既
存

事
業

の
全

部
ま

た
は

一
部

を
廃

止
す

る
た

め
の

資
金

、
お

よ
び

こ
れ

に
伴

う
債

務
の

返
済

資
金

を
含

み
ま

す
。

直
接

貸
付

 
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5
千

万
円

）
 代

理
貸

付
 

1億
2千

万
円

設
備

資
金

 2
0年

以
内

 運
転

資
金

 7
年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」1

、
3、

4、
6の

方
　

　
 2

億
7千

万
円

ま
で

（土
地

に
係

る
資

金
を

除
く
）特

別
利

率
②

2億
7千

万
円

超
 

基
準

利
率

 「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」2

の
方

基
準

利
率

　
た

だ
し

、
事

業
計

画
を

策
定

し
た

こ
と

が
な

い
方

が
認

定
経

営
革

新
等

支
援

機
関

ま
た

は
公

庫
の

経
営

指
導

を
受

け
て

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

事
業

計
画

書
を

策
定

し
経

営
向

上
を

図
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

2億
7千

万
円

ま
で

（土
地

に
係

る
資

金
を

除
く
）基

準
利

率
−

0.
2%

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」5

の
方

　
　

　
　

　
　

　
　

 基
準

利
率

た
だ

し
、

設
備

資
金

（土
地

お
よ

び
建

物
に

係
る

資
金

を
除

く
）

に
つ

い
て

は
、

2億
7千

万
円

ま
で

特
別

利
率

③

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」7

の
方

　
　

　
　

 2
億

7千
万

円
ま

で
（新

た
に

第
二

創
業

を
図

る
方

。
た

だ
し

、
土

地
に

係
る

資
金

及
び

債
務

の
返

済
資

金
を

除
く
）特

別
利

率
①

2億
7千

万
円

超
 

基
準

利
率

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

新
企

業
育

成
貸

付
〔中

小
企

業
経

営
力

強
化

資
金

〕

次
の

1ま
た

は
2に

当
て

は
ま

る
方

1
.次

の
す

べ
て

に
当

て
は

ま
る

方
(1

) 
経

営
革

新
ま

た
は

異
分

野
の

中
小

企
業

と
連

携
し

た
新

事
業

分
野

の
開

　
拓

等
に

よ
り

市
場

の
創

出
・開

拓
（新

規
開

業
を

行
う

場
合

を
含

む
。

）を
行

　
お

う
と

す
る

方
(2

) 
事

業
計

画
書

を
策

定
し

、
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
に

定
め

る
認

定
経

　
営

革
新

等
支

援
機

関
に

よ
る

指
導

お
よ

び
助

言
を

受
け

て
い

る
方

2
.次

の
す

べ
て

に
当

て
は

ま
る

方
(1

) 
「中

小
企

業
の

会
計

に
関

す
る

基
本

要
領

」ま
た

は
「中

小
企

業
の

会
　

計
に

関
す

る
指

針
」を

完
全

に
適

用
し

て
い

る
方

ま
た

は
適

用
す

る
予

定
　

で
あ

る
方

(2
) 

事
業

計
画

書
を

策
定

す
る

方

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」に

該
当

す
る

方
が

、
事

業
計

画
の

実
施

の
た

め
に

必
要

と
す

る
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

直
接

貸
付

 7
億

2千
万

円
(う

ち
運

転
資

金
2億

5千
万

円
)

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

(2
年

以
内

)

(2
年

以
内

)

基
準

利
率

た
だ

し
、

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1に
該

当
す

る
方

で
あ

っ
て

、
次

の
す

べ
て

に
当

て
は

ま
る

方
は

、
2億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
①

(1
) 

「中
小

企
業

の
会

計
に

関
す

る
基

本
要

領
」ま

た
は

「中
小

企
業

の
会

計
に

関
す

る
指

針
」を

完
全

に
適

用
し

て
い

る
方

ま
た

は
適

用
す

る
予

定
で

あ
る

方
(2

) 
「当

面
6ヵ

月
程

度
の

資
金

繰
り

予
定

表
」及

び
「部

門
別

収
支

状
況

表
」を

含
ん

だ
事

業
計

画
書

を
策

定
し

て
い

る
方

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
 1

2
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

企
業

活
力

強
化

貸
付

［Ｉ
Ｔ

活
用

促
進

資
金

］
直

接
貸

付
　

7億
2千

万
円

（う
ち

運
転

資
金

2億
5千

万
円

）
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」A

～
E

の
方

 次
の

設
備

を
取

得
す

る
た

め
の

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金
 1

.電
子

計
算

機
（ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

含
み

ま
す

。
）（

※
）

2.
周

辺
装

置
（電

子
計

算
機

本
体

と
組

み
合

わ
せ

て
使

用
す

る
モ

デ
ム

な
ど

の
通

信
装

置
な

ど
）

3.
端

末
装

置
（多

機
能

情
報

端
末

な
ど

）
4.

被
制

御
設

備
：高

度
数

値
制

御
加

工
装

置
（C

N
C

）、
多

軸
産

業
用

ロ
ボ

ッ
ト

装
置

な
ど

5.
関

連
設

備
：L

A
N

ケ
ー

ブ
ル

や
ゲ

ー
ト

ウ
ェ

イ
装

置
な

ど
6.

関
連

建
物

・構
築

物
（上

記
装

置
、

設
備

の
導

入
と

併
せ

て
そ

の
取

得
に

必
要

不
可

欠
な

も
の

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」F

の
方  上

記
1～

3ま
た

は
5の

設
備

を
取

得
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」G

の
方 Io

T
を

活
用

し
た

生
産

性
向

上
を

図
る

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

（土
地

に
か

か
る

資
金

を
除

く
。

）お
よ

び
長

期
運

転
資

金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」A

～
E
、

G
の

方
の

長
期

運
転

資
金

に
は

以
下

の
も

の
を

含
み

ま
す

。
・設

備
な

ど
を

賃
借

す
る

た
め

に
必

要
な

資
金

・ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
取

得
、

制
作

お
よ

び
運

用
に

必
要

な
資

金
・情

報
技

術
(I
T
)の

活
用

の
た

め
の

人
材

教
育

に
必

要
な

資
金 ・情

報
技

術
(I
T
)の

導
入

に
関

す
る

診
断

・助
言

に
必

要
な

資
金 （※

）「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」
A

～
F
の

方
の

場
合

、
「電

子
計

算
機

」に
つ

い
て

は
、

単
体

で
導

入
す

る
場

合
は

ご
融

資
の

対
象

と
な

り
ま

せ
ん

。
（1

～
6の

設
備

と
の

連
携

を
図

る
た

め
に

導
入

す
る

場
合

な
ど

に
ご

融
資

の
対

象
と

な
り

ま
す

。
）

情
報

技
術

（I
T
）の

普
及

に
伴

う
事

業
環

境
の

変
化

に
対

応
す

る
た

め
の

情
報

化
投

資
を

行
う

方
で

、
次

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
方

A
. 
情

報
技

術
（I

T
）を

活
用

し
た

効
果

的
な

企
業

内
業

務
改

善
お

よ
び

企
業

内
　

の
情

報
交

換
な

ど
業

務
の

高
度

化
を

行
う

方
B

. 
他

企
業

、
消

費
者

な
ど

と
の

間
で

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

上
の

取
引

お
よ

び
情

報
の

　
受

発
信

を
行

う
方

C
. 
企

業
内

業
務

の
情

報
技

術
（I

T
）の

水
準

を
取

引
先

な
ど

企
業

外
の

情
報

　
技

術
（I

T
）の

水
準

に
合

わ
せ

よ
う

と
す

る
方

D
. 
情

報
技

術
（I

T
）の

活
用

に
よ

り
、

業
務

方
法

、
業

務
内

容
な

ど
の

経
営

革
　

新
を

図
ろ

う
と

す
る

方
E
. 
A

～
D

を
組

み
合

わ
せ

る
な

ど
、

情
報

技
術

（I
T
）な

ど
を

高
度

に
活

用
す

る
　

方
F
. 
軽

減
税

率
対

応
の

た
め

の
設

備
を

取
得

す
る

方
G

. 
Io

T
を

活
用

し
た

生
産

性
向

上
を

図
る

設
備

を
取

得
す

る
方

（設
備

の
取

得
　

に
際

し
て

専
門

家
の

方
の

助
言

・指
導

を
受

け
て

い
る

方
に

限
る

）

設
備

資
金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」A

～
E
の

方
基

準
利

率
。

た
だ

し
、

中
小

企
業

等
経

営
強

化
法

の
規

定
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
情

報
処

理
支

援
機

関
に

つ
い

て
は

、
2億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
②

生
産

性
向

上
特

別
措

置
法

の
規

定
に

基
づ

き
革

新
的

デ
ー

タ
産

業
活

用
計

画
の

認
定

を
受

け
た

方
が

、
認

定
計

画
に

基
づ

く
投

資
を

行
う

場
合

に
つ

い
て

は
、

2億
7千

万
円

ま
で

特
別

利
率

②
（生

産
性

向
上

特
別

措
置

法
第

29
条

の
規

定
に

基
づ

く
生

産
性

の
向

上
に

特
に

資
す

る
も

の
と

し
て

主
務

大
臣

が
定

め
る

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
に

つ
い

て
主

務
大

臣
の

確
認

を
受

け
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

2億
7千

万
円

ま
で

特
別

利
率

③
）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」F

の
方

基
準

利
率

－
0.

9％

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」G

の
方

基
準

利
率

。
 付

加
価

値
額

の
向

上
が

見
込

ま
れ

る
な

ど
一

定
の

要
件

を
満

た
す

方
に

つ
い

て
は

、
2億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
②

  ※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
 1

3
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

直
接

貸
付

 7
億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5千
万

円
）

代
理

貸
付

 1
億

2千
万

円

設
備

資
金

 2
0年

以
内

運
転

資
金

 7
年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

企
業

活
力

強
化

貸
付

[海
外

展
開

・事
業

再
編

資
金

]

次
の

1、
2ま

た
は

3の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
1
.経

済
の

構
造

的
変

化
な

ど
に

適
応

す
る

た
め

に
海

外
展

開
す

る
こ

と
が

経
営

上
必

要
で

あ
り

、
次

の
（1

）～
（3

）の
全

て
に

該
当

す
る

方
（
1）

開
始

ま
た

は
拡

大
し

よ
う

と
す

る
海

外
展

開
事

業
が

、
当

該
中

小
企

業
の

　
本

邦
内

に
お

け
る

事
業

の
延

長
と

認
め

ら
れ

る
程

度
の

規
模

を
有

す
る

も
　

の
で

あ
る

こ
と

（
2）

本
邦

内
に

お
い

て
、

事
業

活
動

拠
点

（本
社

）が
存

続
す

る
こ

と
（
3）

経
営

革
新

の
一

環
と

し
て

、
海

外
市

場
で

の
取

引
を

進
め

よ
う

と
す

る
も

　
の

で
、

次
の

（ア
）～

（エ
）の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
（
ア

）取
引

先
の

海
外

進
出

に
伴

い
、

海
外

展
開

を
す

る
こ

と
（
イ

）原
材

料
の

供
給

事
情

に
よ

り
、

海
外

進
出

を
す

る
こ

と
（
ウ

）労
働

力
不

足
に

よ
り

、
海

外
進

出
を

す
る

こ
と

（
エ

）国
内

市
場

の
縮

小
に

よ
り

、
海

外
市

場
の

開
拓

・確
保

に
依

ら
な

い
と

成
　

長
が

見
込

め
な

い
た

め
海

外
展

開
す

る
こ

と
2
.海

外
に

お
け

る
経

済
の

構
造

的
変

化
な

ど
に

適
応

す
る

た
め

に
次

の
（1

）お
よ

び
（2

）を
満

た
す

方
（
1）

海
外

直
接

投
資

に
係

る
海

外
展

開
事

業
を

再
編

（全
部

又
は

一
部

を
廃

　
止

す
る

こ
と

を
含

む
。

）す
る

こ
と

が
、

経
営

上
必

要
で

あ
る

こ
と

（
2）

本
邦

内
に

お
け

る
事

業
活

動
は

継
続

し
、

中
長

期
的

に
み

て
発

展
す

る
こ

　
と

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

3
.海

外
直

接
投

資
に

係
る

海
外

展
開

事
業

の
業

況
悪

化
な

ど
に

よ
り

、
本

邦
内

に
お

け
る

事
業

活
動

が
影

響
を

受
け

て
い

る
方

当
該

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
及

び
長

期
運

転
資

金
（海

外
企

業
に

対
す

る
転

貸
資

金
を

含
む

（※
1）

）
  

な
お

、
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

2に
掲

げ
る

方
が

必
要

と
す

る
長

期
運

転
資

金
に

は
海

外
展

開
事

業
の

再
編

（全
部

又
は

一
部

を
廃

止
す

る
こ

と
を

含
む

。
）

の
た

め
の

資
金

お
よ

び
こ

れ
に

伴
う

債
務

の
返

済
資

金
を

含
み

ま
す

。

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
4億

8千
万

円
）

代
理

貸
付

　
1億

2千
万

円

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

た
だ

し
、

海
外

企
業

へ
の

転
貸

資
金

で
あ

っ
て

、
進

出
国

の
資

本
規

制
に

よ
り

事
業

者
が

転
貸

資
金

を
長

期
間

に
わ

た
り

回
収

で
き

な
い

場
合

そ
の

他
真

に
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

以
下

の
ご

返
済

期
間

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

 設
備

資
金

　
20

年
以

内
 運

転
資

金
　

10
年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

(5
年

以
内

)
(5

年
以

内
)

基
準

利
率

（上
限

3.
0％

）
た

だ
し

、
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

1に
掲

げ
る

方
が

必
要

と
す

る
資

金
で

あ
っ

て
、

海
外

展
開

事
業

の
利

益
率

や
本

邦
内

の
雇

用
維

持
等

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
、

4億
円

を
限

度
と

し
て

、
特

別
利

率
②

（上
限

3.
0％

）

ク
ー

ル
ジ

ャ
パ

ン
の

推
進

に
資

す
る

事
業

を
行

う
方

で
あ

っ
て

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
、

4億
円

を
限

度
と

し
て

、
特

別
利

率
①

（上
限

3.
0％

）

 海
外

展
開

事
業

（海
外

直
接

投
資

（追
加

投
資

を
含

む
）を

除
く
。

）を
新

た
に

行
う

方
（開

始
し

て
か

ら
5年

以
内

の
方

を
含

む
。

）に
つ

い
て

、
4億

円
を

限
度

と
し

て
特

別
利

率
①

（上
限

3.
0％

）

 海
外

知
的

財
産

権
を

活
用

し
た

海
外

展
開

事
業

（海
外

知
的

財
産

権
の

取
得

費
用

を
除

く
。

）を
行

う
方

に
つ

い
て

は
、

4億
円

を
限

度
と

し
て

特
別

利
率

①
（上

限
3％

）
※

な
お

、
信

用
リ

ス
ク

・融
資

期
間

な
ど

に
応

じ
て

所
定

の
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

企
業

活
力

強
化

貸
付

[企
業

活
力

強
化

資
金

]
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
1
.卸

売
業

、
小

売
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

、
サ

ー
ビ

ス
業

を
営

む
方

、
ま

た
は

こ
れ

ら
の

方
で

構
成

さ
れ

た
事

業
協

同
組

合
な

ど
2
.中

心
市

街
地

関
連

地
域

（大
規

模
店

関
連

地
域

の
一

部
及

び
中

心
市

街
地

等
）に

お
い

て
卸

売
業

、
小

売
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

及
び

サ
ー

ビ
ス

業
並

び
に

不
動

産
賃

貸
業

（中
心

市
街

地
活

性
化

法
第

15
条

第
1項

各
号

に
規

定
す

る
者

な
ど

に
限

る
。

）を
営

む
方

3
.中

心
市

街
地

活
性

化
法

に
規

定
す

る
特

定
民

間
中

心
市

街
地

経
済

活
力

向
上

事
業

計
画

の
認

定
に

基
づ

き
、

中
小

小
売

商
業

高
度

化
事

業
、

特
定

商
業

施
設

等
整

備
事

業
お

よ
び

同
法

第
7条

第
11

項
第

1号
に

掲
げ

る
事

業
の

い
ず

れ
か

の
事

業
を

実
施

す
る

方
4
.中

心
市

街
地

活
性

化
法

に
規

定
す

る
特

定
民

間
中

心
市

街
地

経
済

活
力

向
上

事
業

計
画

の
認

定
に

基
づ

き
整

備
さ

れ
た

施
設

に
お

い
て

卸
売

業
、

小
売

業
、

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
及

び
サ

ー
ビ

ス
業

の
い

ず
れ

か
の

事
業

を
営

む
方

ま
た

は
こ

れ
ら

の
方

で
構

成
さ

れ
た

事
業

協
同

組
合

な
ど

5
.中

小
企

業
の

も
の

づ
く
り

基
盤

技
術

の
高

度
化

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

、
経

済
産

業
大

臣
か

ら
特

定
研

究
開

発
等

計
画

の
認

定
を

受
け

た
方

で
、

経
営

状
況

に
つ

い
て

一
定

の
要

件
を

満
た

す
方

6
.下

請
中

小
企

業
振

興
法

の
規

定
に

基
づ

き
特

定
下

請
連

携
事

業
計

画
の

認
定

を
受

け
た

連
携

体
を

構
成

す
る

方
7
.取

引
先

に
対

す
る

支
払

条
件

の
改

善
に

取
り

組
む

方
8
.空

家
等

対
策

の
推

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

に
規

定
す

る
空

家
等

対
策

計
画

を
策

定
し

て
い

る
市

町
村

（空
家

等
対

策
計

画
に

お
い

て
対

策
と

し
て

除
去

の
み

を
定

め
て

い
る

市
町

村
は

除
く
。

）の
区

域
内

に
お

い
て

、
一

定
の

空
室

が
生

じ
て

い
る

老
朽

化
し

た
賃

貸
用

不
動

産
の

改
修

を
行

う
不

動
産

賃
貸

業
を

営
む

方 9
.地

域
再

生
法

に
規

定
す

る
商

店
街

活
性

化
促

進
区

域
に

お
い

て
商

店
街

活
性

化
促

進
事

業
計

画
に

基
づ

き
卸

売
業

、
小

売
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
業

の
い

ず
れ

か
の

事
業

を
営

む
方

ま
た

は
こ

れ
ら

の
方

で
構

成
さ

れ
る

事
業

協
同

組
合

な
ど

で
あ

っ
て

空
き

店
舗

を
利

用
し

て
事

業
を

実
施

す
る

方

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1
に

該
当

す
る

方
が

、
次

の
a～

d
の

い
ず

れ
か

の
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金
な

ら
び

に
eの

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
長

期
運

転
資

金
 「

ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

2、
4ま

た
は

9に
該

当
す

る
方

が
、

次
の

a～
dお

よ
び

ｆの
い

ず
れ

か
の

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

対
象

事
業

 a
. 
合

理
化

、
共

同
化

を
図

る
た

め
の

設
備

の
取

得
 b

. 
セ

ル
フ

サ
ー

ビ
ス

店
の

取
得  c

. 
集

配
セ

ン
タ

ー
の

取
得

（卸
売

業
者

に
限

る
）

d.
 シ

ョ
ッ

ピ
ン

グ
セ

ン
タ

ー
へ

の
入

居
（卸

売
業

者
を

除
く
）

e.
 販

売
促

進
・人

材
確

保
f.
 新

分
野

へ
の

進
出

 「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
7

に
該

当
す

る
方

が
、

支
払

条
件

の
改

善
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
長

期
運

転
資

金

 「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
8

に
該

当
す

る
方

が
、

賃
貸

用
不

動
産

を
改

修
す

る
た

め
に

必
要

と
す

る
設

備
資

金

 「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
3、

5ま
た

は
6
に

該
当

す
る

方
が

、
認

定
計

画
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」1

の
方

 設
備

資
金

 2
億

7千
万

円
ま

で
（土

地
に

係
る

資
金

は
除

く
）特

別
利

率
①

 （
一

定
の

要
件

を
満

た
す

商
店

街
の

空
き

店
舗

へ
出

店
す

る
た

め
に

必
要

な
資

金
お

よ
び

地
域

商
店

街
活

性
化

法
に

規
定

す
る

認
定

商
店

街
活

性
化

事
業

計
画

を
作

成
し

た
商

店
街

振
興

組
合

な
ど

の
地

区
に

お
い

て
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
金

に
つ

い
て

は
、

2億
7千

万
円

を
限

度
と

し
て

、
特

別
利

率
②

）
2億

7千
万

円
超

　
基

準
利

率
運

転
資

金
 基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」2

の
方

 2
億

7千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

②
、

特
別

利
率

1
2億

7千
万

円
超

　
基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」3

の
方

 特
別

利
率

③

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」4

の
方

 2
億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
③

2億
7千

万
円

超
　

基
準

利
率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」5

の
方

 2
億

7千
万

円
ま

で
（土

地
に

係
る

資
金

は
除

く
）

特
別

利
率

②
2億

7千
万

円
超

　
基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」6

の
方

 2
億

7千
万

円
ま

で
（土

地
に

係
る

資
金

を
除

く
）

特
別

利
率

②
2億

7千
万

円
超

　
基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」7

、
8の

方
 基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」9

の
方

 2
億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
②

2億
7千

万
円

超
　

基
準

利
率

※
な

お
、

融
資

利
率

は
信

用
リ

ス
ク

・融
資

期
間

な
ど

に
応

じ
て

所
定

の
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

-
 1

4
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」1

の
方

 設
備

資
金

 2
億

7千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

③
2億

7千
万

円
超

5億
4千

万
円

ま
で

　
特

別
利

率
①

5億
4千

万
円

超
　

基
準

利
率

長
期

運
転

資
金

 基
準

利
率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」2

お
よ

び
3の

方
 設

備
資

金
 2

億
7

千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

②
2億

7千
万

円
超

5億
4千

万
円

ま
で

　
特

別
利

率
①

5億
4千

万
円

超
　

基
準

利
率

長
期

運
転

資
金

 基
準

利
率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」4

の
方

 設
備

資
金

 2
億

7千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

①
2億

7千
万

円
超

　
基

準
利

率
長

期
運

転
資

金
 基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」5

の
方

 特
別

利
率

①
た

だ
し

、
特

定
被

災
区

域
の

う
ち

岩
手

県
、

宮
城

県
も

し
く
は

福
島

県
に

お
い

て
雇

用
調

整
助

成
金

に
か

か
る

実
施

計
画

の
届

出
が

受
理

さ
れ

た
方

に
つ

い
て

は
、

特
別

利
率

②

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」6

の
方

 設
備

資
金

 2
億

7千
万

円
ま

で
 

特
別

利
率

②
2億

7千
万

円
超

 
基

準
利

率
長

期
運

転
資

金
 基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」7

の
方

 設
備

資
金

 2
億

7千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

③
2億

7千
万

円
超

　
基

準
利

率
長

期
運

転
資

金
 基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」8

の
方

 設
備

資
金

 2
億

7千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

①
（た

だ
し

、
新

規
開

業
し

て
7年

以
内

の
方

な
ど

一
定

の
要

件
を

満
た

す
場

合
は

特
別

利
率

③
）

2億
7千

万
円

超
　

基
準

利
率

長
期

運
転

資
金

 基
準

利
率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」9

お
よ

び
10

の
方

 2
億

7千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

①
2億

7千
万

円
超

　
基

準
利

率

[ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」1

に
該

当
す

る
方

に
つ

い
て

は
、

設
備

投
資

額
が

、
事

業
用

固
定

資
産

の
30

％
以

上
を

占
め

る
場

合
は

、
4億

円
ま

で
特

別
利

率
③

、
4億

円
超

6億
7千

万
円

ま
で

特
別

利
率

①
、

2、
3の

方
に

つ
い

て
同

様
の

場
合

は
、

4億
円

ま
で

特
別

利
率

②
、

4億
円

超
6億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
①

、
4の

方
に

つ
い

て
同

様
の

場
合

は
、

4億
円

ま
で

特
別

利
率

①
2の

方
が

2億
7千

万
円

（上
記

に
該

当
す

る
場

合
は

4億
円

）を
超

え
て

特
別

利
率

の
適

用
を

受
け

る
場

合
は

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

企
業

活
力

強
化

貸
付

［地
域

活
性

化
・雇

用
促

進
資

金
］

1
.過

疎
地

域
、

半
島

地
域

、
離

島
地

域
、

振
興

山
村

、
特

別
豪

雪
地

帯
な

ど
に

お
い

て
3名

以
上

の
雇

用
創

出
効

果
が

見
込

ま
れ

る
設

備
投

資
を

行
う

方
2
.過

疎
地

域
を

含
む

広
域

市
町

村
圏

内
の

非
過

疎
市

町
村

ま
た

は
過

疎
地

域
に

隣
接

す
る

非
過

疎
市

町
村

に
お

い
て

3
名

以
上

の
雇

用
創

出
効

果
が

見
込

ま
れ

る
設

備
投

資
を

行
う

方
3
.農

村
地

域
へ

の
産

業
の

導
入

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く
産

業
導

入
地

区
に

お
い

て
3名

以
上

の
雇

用
創

出
効

果
が

見
込

ま
れ

る
設

備
投

資
を

行
う

方 4
.上

記
以

外
の

地
域

（雇
用

創
出

効
果

が
2名

以
下

の
場

合
は

上
記

地
域

を
含

む
）に

お
い

て
2名

以
上

（特
定

業
種

（※
1）

、
従

業
員

20
名

以
下

の
企

業
、

女
性

、
若

年
者

（3
5歳

未
満

）も
し

く
は

高
齢

者
（6

0歳
以

上
）を

雇
用

す
る

場
合

、
ま

た
は

特
定

被
災

区
域

の
う

ち
岩

手
県

、
宮

城
県

も
し

く
は

福
島

県
で

雇
用

す
る

場
合

は
1名

以
上

）の
雇

用
創

出
効

果
が

見
込

ま
れ

る
設

備
投

資
を

行
う

方
（※

2）
5
.特

定
被

災
区

域
の

う
ち

岩
手

県
、

宮
城

県
も

し
く
は

福
島

県
で

雇
用

を
行

う
場

合
は

1名
以

上
の

雇
用

を
行

う
方

、
ま

た
は

特
定

被
災

区
域

の
う

ち
岩

手
県

、
宮

城
県

も
し

く
は

福
島

県
に

お
い

て
雇

用
調

整
助

成
金

に
係

る
実

施
計

画
の

届
出

が
受

理
さ

れ
た

方
6
.企

業
立

地
促

進
法

に
基

づ
く
基

本
計

画
で

定
め

ら
れ

た
集

積
区

域
に

お
い

て
、

承
認

を
受

け
た

「企
業

立
地

計
画

ま
た

は
「事

業
高

度
化

計
画

」に
従

っ
て

企
業

立
地

ま
た

は
事

業
高

度
化

へ
の

取
り

組
み

を
行

う
方

お
よ

び
行

お
う

と
す

る
方 7
.地

域
再

生
法

に
基

づ
く
認

定
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
方

8
.地

域
経

済
牽

引
事

業
の

促
進

に
よ

る
地

域
の

成
長

発
展

の
基

盤
強

化
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
の

承
認

を
受

け
た

承
認

地
域

経
済

牽
引

事
業

計
画

に
従

っ
て

事
業

を
行

う
方

9
.本

社
を

地
方

自
治

法
に

規
定

す
る

特
別

区
か

ら
地

方
に

移
転

す
る

方
ま

た
は

店
舗

・事
務

所
等

を
地

方
に

新
設

も
し

く
は

増
設

す
る

方
（た

だ
し

、
従

業
員

10
名

以
下

の
方

は
地

方
で

新
た

に
1名

以
上

、
従

業
員

11
名

以
上

20
名

以
下

の
方

は
地

方
で

新
た

に
２

名
以

上
、

従
業

員
21

名
以

上
の

方
は

、
地

方
で

新
た

に
3名

以
上

の
若

年
者

（3
5歳

未
満

）を
雇

用
す

る
方

に
限

る
。

）
1
0.

ま
ち

・ひ
と

・し
ご

と
創

生
法

に
基

づ
き

策
定

さ
れ

た
都

道
府

県
ま

ち
・ひ

と
・し

ご
と

創
生

総
合

戦
略

ま
た

は
市

町
村

ま
ち

・ひ
と

・し
ご

と
創

生
総

合
戦

略
に

よ
り

、
地

方
創

生
に

資
す

る
事

業
と

し
て

地
方

公
共

団
体

が
認

め
た

事
業

を
行

う
方

※
1特

定
業

種
：中

小
企

業
信

用
保

険
法

に
定

め
る

特
定

業
種

※
2社

会
保

険
お

よ
び

労
働

保
険

へ
の

加
入

義
務

が
あ

る
法

人
の

方
は

、
加

入
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」1

～
4

の
方

 雇
用

創
出

効
果

が
見

込
ま

れ
る

設
備

を
取

得
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」5

の
方

 事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
長

期
運

転
資

金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」6

の
方

 承
認

企
業

立
地

計
画

等
に

従
っ

て
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」7

の
方

 認
定

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」8

の
方

 承
認

地
域

経
済

牽
引

事
業

計
画

に
従

っ
て

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」9

お
よ

び
10

の
方

 事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5千
万

円
）

 代
理

貸
付

　
1億

2千
万

円

設
備

資
金

　
20

年
以

内
 運

転
資

金
　

7年
以

内

-
 1

5
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

企
業

活
力

強
化

貸
付

〔事
業

承
継

・集
約

・活
性

化
支

援
資

金
〕

次
の

１
～

5の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
方

1
.中

期
的

な
事

業
承

継
を

計
画

し
、

現
経

営
者

が
後

継
者

（候
補

者
を

含
む

。
）と

共
に

事
業

承
継

計
画

を
策

定
し

て
い

る
方

2
.安

定
的

な
経

営
権

の
確

保
等

に
よ

り
、

事
業

の
承

継
・集

約
を

行
う

方
3
.事

業
の

承
継

・集
約

を
契

機
に

、
新

た
に

第
二

創
業

（経
営

多
角

化
、

事
業

転
換

）ま
た

は
新

た
な

取
り

組
み

を
図

る
方

（第
二

創
業

ま
た

は
新

た
な

取
り

組
み

後
、

お
お

む
ね

5年
以

内
の

方
を

含
む

）
4
.中

小
企

業
経

営
承

継
円

滑
化

法
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
中

小
企

業
者

の
代

表
者

ま
た

は
認

定
を

受
け

た
事

業
を

営
ん

で
い

な
い

個
人

5
.事

業
承

継
に

際
し

て
経

営
者

個
人

保
証

の
免

除
等

を
取

引
金

融
機

関
に

申
し

入
れ

た
こ

と
を

契
機

に
取

引
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

が
困

難
と

な
っ

て
い

る
方

で
あ

っ
て

、
公

庫
が

貸
付

け
に

際
し

て
経

営
者

個
人

保
証

を
免

除
す

る
方

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
設

備
資

金
　

20
年

以
内

 運
転

資
金

　
7年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

企
業

活
力

強
化

貸
付

〔観
光

産
業

等
生

産
性

向
上

資
金

〕

1
.小

売
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

ま
た

は
サ

ー
ビ

ス
業

の
事

業
を

営
む

方
で

あ
っ

て
、

お
も

て
な

し
規

格
認

証
を

取
得

し
た

方
（紫

、
紺

ま
た

は
金

認
証

を
取

得
し

た
方

に
限

る
）

2
.訪

日
外

国
人

旅
行

者
の

消
費

需
要

の
取

り
込

み
を

図
る

方
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

（
1）

消
費

税
法

に
基

づ
き

税
務

署
長

の
許

可
を

受
け

た
輸

出
物

品
販

売
場

を
経

　
営

す
る

方
（許

可
を

受
け

る
見

込
み

の
方

を
含

む
）

（
2）

消
費

税
法

施
行

令
に

基
づ

き
税

務
署

長
の

承
認

を
受

け
た

承
認

免
税

手
　

続
事

業
者

の
方

（承
認

を
受

け
る

見
込

み
の

方
を

含
む

）
（
3）

地
域

・ま
ち

な
か

商
業

活
性

化
支

援
事

業
費

補
助

金
な

ど
特

定
の

補
助

金
　

の
交

付
を

受
け

た
商

店
街

振
興

組
合

の
方

な
ど

（交
付

を
受

け
た

商
店

街
振

　
興

組
合

な
ど

の
地

区
に

お
い

て
事

業
を

営
む

方
を

含
む

）
（
4）

消
費

税
法

施
行

令
に

規
定

す
る

免
税

手
続

カ
ウ

ン
タ

ー
が

設
置

さ
れ

た
特

　
定

商
業

施
設

内
に

お
い

て
事

業
を

営
む

方

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1
に

該
当

す
る

方
が

、
合

理
化

、
生

産
お

よ
び

販
売

能
力

の
拡

大
の

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金

 「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
2

に
該

当
す

る
方

が
、

訪
日

外
国

人
旅

行
者

対
応

の
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

直
接

貸
付

 
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5
千

万
円

）

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1に
該

当
す

る
方

基
準

利
率

。
た

だ
し

、
次

の
要

件
を

満
た

す
場

合
は

、
以

下
の

と
お

り
。

（1
）お

も
て

な
し

規
格

認
証

に
係

る
金

認
証

を
取

得
し

た
方

に
　

つ
い

て
は

、
2億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
①

（2
）お

も
て

な
し

規
格

認
証

に
係

る
紫

ま
た

は
紺

認
証

を
取

得
　

し
た

方
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

に
つ

い
　

て
は

、
2億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
②

①
 

財
務

に
係

る
自

己
評

価
を

実
施

し
て

い
る

方
②

 
「中

小
企

業
の

会
計

に
関

す
る

基
本

要
領

」ま
た

は
「中

小
企

業
の

会
計

に
関

す
る

指
針

」を
適

用
し

て
い

る
方

も
し

く
は

適
用

す
る

予
定

の
方

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

2に
該

当
す

る
方

2億
7千

万
円

ま
で

 
特

別
利

率
②

2億
7千

万
円

超
 

 
基

準
利

率

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 直

接
貸

付
に

お
い

て
、

一
定

の
要

件
に

該
当

す
る

場
合

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1
に

当
て

は
ま

る
方

が
、

事
業

承
継

計
画

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

 「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

2
ま

た
は

4に
当

て
は

ま
る

方
が

、
事

業
承

継
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金

 「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
3

に
当

て
は

ま
る

方
が

、
当

該
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金

 「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
5

に
当

て
は

ま
る

方
が

、
金

融
機

関
と

の
取

引
状

況
の

変
化

に
伴

い
必

要
な

長
期

運
転

資
金

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1に
当

て
は

ま
る

方
4億

円
ま

で
 

特
別

利
率

①
（上

限
3％

）
た

だ
し

、
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
に

定
め

る
認

定
支

援
機

関
な

ど
の

支
援

を
受

け
て

事
業

承
継

計
画

を
実

施
す

る
場

合
（現

経
営

者
の

年
齢

が
65

歳
以

上
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）に
つ

い
て

は
 

特
別

利
率

②
（上

限
3％

）
4億

円
超

 
 

基
準

利
率

（上
限

3％
）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

2に
当

て
は

ま
る

方
基

準
利

率
た

だ
し

、
以

下
の

①
～

⑤
の

い
ず

れ
か

の
要

件
を

満
た

す
場

合
、

4億
円

ま
で

 特
別

利
率

①
（注

）（
上

限
3％

）
4億

円
超

 
 

基
準

利
率

（上
限

3％
）

①
付

加
価

値
向

上
計

画
を

作
成

し
、

同
計

画
に

お
い

て
新

た
な

雇
用

が
見

込
ま

れ
る

方
②

後
継

者
不

在
な

ど
に

よ
り

事
業

継
続

が
困

難
と

な
っ

て
い

る
企

業
か

ら
事

業
を

承
継

す
る

方
③

株
主

な
ど

か
ら

自
己

株
式

ま
た

は
事

業
用

資
産

の
取

得
な

ど
を

行
う

法
人

の
方

④
事

業
用

資
産

の
取

得
な

ど
を

行
う

後
継

者
（個

人
事

業
主

）
の

方
で

、
前

個
人

事
業

主
の

退
任

な
ど

の
事

由
が

発
生

し
て

か
ら

5年
以

内
の

方
⑤

事
業

会
社

の
株

式
ま

た
は

事
業

用
資

産
を

取
得

す
る

持
株

会
社

の
方

（注
）②

に
該

当
し

、
小

規
模

事
業

者
か

ら
事

業
を

承
継

す
る

方
に

つ
い

て
は

、
特

別
利

率
②

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

3に
当

て
は

ま
る

方
4億

円
ま

で
 

特
別

利
率

②
（上

限
3％

）
4億

円
超

 
 

基
準

利
率

（上
限

3％
）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

4に
当

て
は

ま
る

方
4億

円
ま

で
 

特
別

利
率

①
（上

限
3％

）
た

だ
し

、
付

加
価

値
向

上
計

画
を

作
成

し
、

同
計

画
に

お
い

て
新

た
な

雇
用

が
見

込
ま

れ
る

方
は

、
特

別
利

率
②

 4
億

円
超

 
 

基
準

利
率

（上
限

3％
）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

5に
当

て
は

ま
る

方
基

準
利

率
※

な
お

、
信

用
リ

ス
ク

・融
資

期
間

な
ど

に
応

じ
て

所
定

の
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

-
 1

6
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

企
業

活
力

強
化

貸
付

[働
き

方
改

革
推

進
支

援
資

金
]

1
.非

正
規

雇
用

の
処

遇
改

善
に

取
り

組
む

方
2
.従

業
員

の
長

時
間

労
働

の
是

正
に

取
り

組
む

方
3
.次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
ま

た
は

女
性

活
躍

推
進

法
に

基
づ

く
一

般
事

業
主

行
動

計
画

を
策

定
し

、
そ

の
旨

を
都

道
府

県
労

働
局

長
へ

届
け

出
て

い
る

方
（各

法
に

基
づ

き
、

一
般

事
業

主
行

動
計

画
を

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
方

を
除

く
。

）
4
.青

少
年

の
雇

用
の

促
進

な
ど

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く
認

定
を

受
け

た
方

5
.地

方
公

共
団

体
が

推
進

す
る

施
策

に
基

づ
き

女
性

従
業

員
の

活
用

促
進

に
取

り
組

む
方

6
.障

害
者

の
雇

用
ま

た
は

障
害

者
に

対
す

る
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

取
り

組
む

方 7
.事

業
所

内
に

保
育

施
設

を
整

備
す

る
方

※
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」1
～

3、
5～

7の
方

に
つ

い
て

は
、

社
会

保
険

お
よ

び
労

働
保

険
へ

の
加

入
義

務
が

あ
る

法
人

の
方

は
、

加
入

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
（次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く
認

定
ま

た
は

女
性

活
躍

推
進

法
に

基
づ

く
認

定
を

受
け

た
方

を
除

き
ま

す
。

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1
～

6に
該

当
す

る
方

が
、

働
き

方
改

革
実

現
計

画
を

実
現

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金
 「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
7

に
該

当
す

る
方

が
、

事
業

所
内

に
保

育
施

設
を

取
得

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

直
接

貸
付

 
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5
千

万
円

）

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」
の

1
に

該
当

す
る

方
2億

7千
万

円
ま

で
 

特
別

利
率

①
た

だ
し

、
非

正
規

雇
用

労
働

者
の

平
均

基
本

給
を

３
％

以
上

増
額

す
る

場
合

は
、

2億
7千

万
円

ま
で

 
特

別
利

率
②

 2
億

7千
万

円
超

 
 

基
準

利
率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」
の

2
に

該
当

す
る

方
2億

7千
万

円
ま

で
 

特
別

利
率

①
た

だ
し

、
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

制
度

を
新

た
に

導
入

す
る

場
合

は
、

2
億

7千
万

円
ま

で
特

別
利

率
②

 2
億

7千
万

円
超

 
 

基
準

利
率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」
の

3
に

該
当

す
る

方
2億

7千
万

円
ま

で
 

特
別

利
率

①
た

だ
し

、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く
認

定
ま

た
は

女
性

活
躍

推
進

法
に

基
づ

く
認

定
を

受
け

た
方

は
特

別
利

率
②

 2
億

7千
万

円
超

 
 

基
準

利
率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」
の

4
ま

た
は

7
に

該
当

す
る

方
2億

7千
万

円
ま

で
 

特
別

利
率

②
 2

億
7千

万
円

超
 

 
基

準
利

率

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」
の

5
ま

た
は

6
に

該
当

す
る

方
2億

7千
万

円
ま

で
 

特
別

利
率

①
 2

億
7千

万
円

超
 

 
基

準
利

率
※

な
お

、
信

用
リ

ス
ク

・
融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 直

接
貸

付
に

お
い

て
、

一
定

の
要

件
に

該
当

す
る

場
合

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［社

会
環

境
対

応
施

設
整

備
資

金
］

自
ら

策
定

し
た

B
C

P
※

に
基

づ
き

、
防

災
に

資
す

る
施

設
等

の
整

備
を

行
う

方
※

 B
C

P
（緊

急
時

企
業

存
続

計
画

ま
た

は
事

業
継

続
計

画
）に

つ
い

て
は

、
平

成
18

年
2月

に
中

小
企

業
庁

が
公

表
し

た
「中

小
企

業
B

C
P

策
定

運
用

指
針

」に
則

り
、

作
成

し
た

も
の

に
限

り
ま

す
。

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」に

該
当

す
る

方
は

B
C

P
に

基
づ

き
、

防
災

に
資

す
る

施
設

な
ど

の
整

備
（改

善
お

よ
び

改
修

を
含

む
）

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

（耐
震

診
断

費
用

を
含

む
）

直
接

貸
付

 　
7億

2千
万

円
（う

ち
、

運
転

資
金

2億
5

千
万

円
）

代
理

貸
付

　
1億

2千
万

円

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

設
備

資
金

 2
億

7千
万

円
ま

で
　

特
別

利
率

②
（土

地
に

係
る

資
金

を
除

く
（注

））
 （

建
築

物
の

耐
震

改
修

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
耐

震
改

修
な

ど
に

か
か

る
資

金
に

つ
い

て
は

特
別

利
率

③
（土

地
に

係
る

資
金

を
除

く
（注

））
）

2億
7千

万
円

超
　

基
準

利
率

運
転

資
金

 基
準

利
率

。
た

だ
し

、
耐

震
診

断
及

び
複

数
企

業
連

携
に

係
る

運
転

資
金

に
つ

い
て

は
、

特
別

利
率

①
（注

）地
方

公
共

団
体

の
防

災
業

務
計

画
に

則
り

、
地

域
と

連
携

し
た

B
C

P
に

基
づ

く
場

合
ま

た
は

一
定

の
要

件
を

満
た

す
地

域
か

ら
移

転
す

る
場

合
は

、
土

地
に

係
る

資
金

に
つ

い
て

、
特

別
利

率
①

～
③

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
ー

関
連

］

非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
導

入
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
置

す
る

方
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」に
該

当
す

る
方

が
、

非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
導

入
す

る
施

設
を

取
得

（改
造

、
更

新
を

含
む

。
）す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

20
年

以
内

（2
年

以
内

）
基

準
利

率
た

だ
し

、
4億

円
を

限
度

と
し

て
下

記
1の

設
備

を
取

得
す

る
場

合
、

特
別

利
率

②
4億

円
を

限
度

と
し

て
下

記
2の

設
備

を
取

得
す

る
場

合
、

特
別

利
率

①
※

な
お

、
信

用
リ

ス
ク

・融
資

期
間

な
ど

に
応

じ
て

所
定

の
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

特
利

対
象

設
備

1.
非

化
石

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

場
合

 発
電

設
備

（風
力

、
地

熱
・水

力
お

よ
び

バ
イ

オ
マ

ス
エ

ネ
ル

ギ
ー

に
限

る
）

熱
利

用
設

備
（温

度
差

エ
ネ

ル
ギ

ー
、

バ
イ

オ
マ

ス
エ

ネ
ル

ギ
ー

お
よ

び
雪

氷
に

限
る

）
燃

料
製

造
設

備
（バ

イ
オ

マ
ス

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

限
る

）

2.
非

化
石

エ
ネ

ル
ギ

ー
 発

電
設

備
（太

陽
光

（発
電

出
力

10
kW

以
上

の
自

家
消

費
型

発
電

設
備

）に
限

る
）

熱
利

用
設

備
（地

中
熱

お
よ

び
太

陽
熱

に
限

る
）

  

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
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7
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：大
気

汚
染

関
連

、
ア

ス
ベ

ス
ト

関
連

］

1
.ば

い
煙

、
揮

発
性

有
機

化
合

物
等

大
気

汚
染

の
原

因
と

な
る

特
定

物
質

を
排

出
す

る
方

2
. 
大

気
汚

染
防

止
法

に
規

定
す

る
特

定
粉

じ
ん

（以
下

「ア
ス

ベ
ス

ト
」と

い
う

。
）

を
発

生
ま

た
は

飛
散

さ
せ

る
方

（既
存

建
築

物
に

お
け

る
吹

付
け

ア
ス

ベ
ス

ト
な

ど
の

除
去

、
封

じ
込

め
ま

た
は

囲
い

込
み

を
行

う
方

お
よ

び
ア

ス
ベ

ス
ト

廃
棄

物
の

処
理

を
行

う
方

を
含

む
。

）

設
備

資
金

 1
.「

ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1に
該

当
す

る
方

が
、

特
定

の
公

害
防

止
施

設
等

を
取

得
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
貸

付
対

象
設

備
集

じ
ん

・除
じ

ん
装

置
、

洗
浄

・
中

和
・吸

着
・還

元
装

置
、

燃
焼

改
善

施
設

、
測

定
分

析
装

置
吸

着
、

分
解

ま
た

は
分

離
装

置
、

密
閉

ま
た

は
被

覆
施

設
、

蒸
気

変
換

装
置

2.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
2

に
該

当
す

る
方

が
、

ア
ス

ベ
ス

ト
の

発
生

ま
た

は
飛

散
の

防
止

の
た

め
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金
（ア

ス
ベ

ス
ト

を
処

理
す

る
場

合
に

限
り

ま
す

。
）（

「資
金

の
お

使
い

み
ち

」3
に

該
当

す
る

方
を

除
き

ま
す

。
）

3.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
2

に
該

当
す

る
方

が
、

既
存

建
築

物
に

お
け

る
吹

付
け

ア
ス

ベ
ス

ト
等

の
除

去
、

封
じ

込
め

ま
た

は
囲

い
込

み
を

行
う

た
め

に
必

要
と

す
る

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金
（ア

ス
ベ

ス
ト

を
処

理
す

る
場

合
に

限
り

ま
す

。
）

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5千
万

円
）

代
理

貸
付

　
1億

2千
万

円

設
備

資
金

　
20

年
以

内

運
転

資
金

　
7年

以
内

（2
年

以
内

）

（2
年

以
内

）

1.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
1に

該
当

す
る

方
設

備
資

金
4億

円
ま

で
 特

別
利

率
③

4億
円

超
 基

準
利

率

2.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
2に

該
当

す
る

方
設

備
資

金
4億

円
ま

で
 特

別
利

率
②

4億
円

超
 基

準
利

率
長

期
運

転
資

金
特

別
利

率
②

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：水
質

汚
濁

関
連

］

1
.汚

水
、

廃
液

な
ど

水
質

汚
濁

の
原

因
と

な
る

特
定

物
質

を
排

出
す

る
方

2
.有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
や

有
害

物
質

貯
蔵

指
定

施
設

を
設

置
す

る
方

、
ま

た
は

水
質

汚
濁

防
止

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

の
際

に
、

す
で

に
こ

れ
ら

の
施

設
を

設
置

し
て

い
る

方

設
備

資
金

 特
定

の
水

質
汚

濁
防

止
設

備
を

取
得

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

貸
付

対
象

設
備

沈
で

ん
・浮

上
装

置
油

水
分

離
装

置
汚

泥
処

理
装

置
ろ

過
装

置
洗

浄
・冷

却
装

置
中

和
装

置
貯

留
装

置
吸

着
処

理
装

置
濃

縮
・燃

焼
装

置
 な

ど

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

設
備

資
金

　
20

年
以

内
（2

年
以

内
）

設
備

資
金

4億
円

ま
で

 特
別

利
率

②
4億

円
超

 基
準

利
率

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
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8
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：産
業

廃
棄

物
処

理
、

抑
制

、
利

用
関

連
］

1
.産

業
廃

棄
物

を
生

じ
る

方
、

ま
た

は
産

業
廃

棄
物

の
処

理
を

行
う

方
2
.廃

棄
物

の
排

出
を

抑
制

す
る

た
め

に
必

要
な

施
設

を
整

備
す

る
方

、
ま

た
は

廃
棄

物
、

使
用

済
み

物
品

な
ど

ま
た

は
副

産
物

を
原

材
料

と
し

て
利

用
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
置

す
る

方

1.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
1

に
該

当
す

る
方

が
、

産
業

廃
棄

物
を

焼
却

、
脱

水
、

乾
燥

、
粉

砕
な

ど
に

よ
り

処
理

を
行

う
設

備
を

整
備

す
る

た
め

の
設

備
資

金 2.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
2

に
該

当
す

る
方

が
、

産
業

廃
棄

物
の

排
出

抑
制

ま
た

は
処

理
の

た
め

に
必

要
な

設
備

を
取

得
す

る
た

め
の

設
備

資
金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

設
備

資
金

　
20

年
以

内
（2

年
以

内
）

4億
円

ま
で

 特
別

利
率

②
、

特
別

利
率

③
4億

円
超

 基
準

利
率

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：建
設

機
械

、
特

定
特

殊
自

動
車

関
連

］

1
.国

土
交

通
省

が
策

定
し

た
「排

出
ガ

ス
対

策
型

建
設

機
械

の
普

及
促

進
に

関
す

る
規

程
」ま

た
は

「第
3次

排
出

ガ
ス

対
策

型
建

設
機

械
指

定
要

領
」に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

建
設

機
械

を
取

得
す

る
方

2
.国

土
交

通
省

が
策

定
し

た
「低

炭
素

型
建

設
機

械
の

認
定

に
関

す
る

規
程

」に
基

づ
き

認
定

さ
れ

た
建

設
機

械
ま

た
は

「燃
費

基
準

達
成

建
設

機
械

の
認

定
に

関
す

る
規

程
」に

基
づ

き
認

定
さ

れ
た

建
設

機
械

を
取

得
す

る
方

3
.「

特
定

特
殊

自
動

車
排

ガ
ス

の
規

制
等

に
関

す
る

法
律

」に
お

け
る

基
準

適
合

表
示

の
付

さ
れ

た
特

定
特

殊
自

動
車

（※
）を

取
得

す
る

方
（た

だ
し

、
20

06
年

ま
た

は
2
01

1
年

基
準

適
合

表
示

が
付

さ
れ

た
も

の
を

除
く
）

 （
※

）環
境

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

「型
式

届
出

特
定

特
殊

自
動

車
一

覧
」に

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
り

ま
す

。

特
定

の
建

設
機

械
を

取
得

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

設
備

資
金

 2
0年

以
内

（2
年

以
内

）
4億

円
ま

で
 特

別
利

率
①

、
基

準
利

率
4億

円
超

 基
準

利
率

ま
た

、
特

別
利

率
の

適
用

は
、

本
資

金
合

計
で

4億
円

ま
で

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：低
公

害
車

関
連

］

 1
.天

然
ガ

ス
自

動
車

、
電

気
自

動
車

、
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
自

動
車

（※
）、

プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
自

動
車

ま
た

は
こ

れ
ら

の
燃

料
供

給
設

備
(電

気
充

電
設

備
ま

た
は

天
然

ガ
ス

充
填

設
備

に
限

る
)の

い
ず

れ
か

を
取

得
す

る
方

(リ
ー

ス
ま

た
は

レ
ン

タ
ル

す
る

方
を

含
む

)
2
.ポ

ス
ト

新
長

期
規

制
等

適
合

車
（デ

ィ
ー

ゼ
ル

車
に

限
る

）の
い

ず
れ

か
を

取
得

す
る

方
（リ

ー
ス

ま
た

は
レ

ン
タ

ル
す

る
方

を
含

む
）

※
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

平
成

17
年

排
気

ガ
ス

規
制

値
75

％
低

減
ま

た
は

平
成

30
年

排
出

ガ
ス

規
制

値
50

％
低

減
達

成
車

を
取

得
す

る
旅

客
運

送
業

者
な

ど
に

限
り

ま
す

。

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド

自
動

車
、

電
気

自
動

車
、

天
然

ガ
ス

自
動

車
、

電
気

充
電

設
備

ま
た

は
ポ

ス
ト

新
長

期
規

制
適

合
車

（デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

に
限

り
ま

す
。

）な
ど

を
取

得
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

設
備

資
金

　
20

年
以

内
（2

年
以

内
）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1に
当

て
は

ま
る

方
基

準
利

率
 「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」の
2に

当
て

は
ま

る
方

4億
円

ま
で

 特
別

利
率

②
（一

定
の

要
件

を
満

た
す

ト
ラ

ッ
ク

、
バ

ス
ま

た
は

ト
ラ

ク
タ

ー
を

取
得

す
る

方
に

限
り

ま
す

）
4億

円
超

 基
準

利
率

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：省
エ

ネ
設

備
関

連
］

法
定

耐
用

年
数

を
超

過
し

た
既

存
設

備
を

更
新

・増
強

す
る

た
め

の
同

種
の

新
た

な
設

備
で

あ
っ

て
、

一
定

の
要

件
を

満
た

し
た

設
備

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

に
資

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

設
備

を
取

得
（更

新
・増

強
を

含
む

。
）す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

20
年

以
内

（2
年

以
内

）
基

準
利

率
－

0.
65

％
※

な
お

、
信

用
リ

ス
ク

・融
資

期
間

な
ど

に
応

じ
て

所
定

の
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：Ｐ
Ｃ

Ｂ
廃

棄
物

処
分

関
連

］

P
C

B
廃

棄
物

を
自

ら
処

分
す

る
方

ま
た

は
処

分
を

委
託

す
る

方
P

C
B

廃
棄

物
を

自
ら

処
分

ま
た

は
処

分
を

委
託

す
る

た
め

に
必

要
な

長
期

運
転

資
金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5千
円

）（
注

）
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

（注
）「

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
資

金
」全

体
の

融
資

限
度

額
、

特
別

利
率

限
度

額
に

な
り

ま
す

。
「P

C
B

廃
棄

処
分

関
連

」は
、

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

資
金

」が
運

転
資

金
の

み
で

あ
る

た
め

、
当

該
関

連
単

独
の

融
資

限
度

額
お

よ
び

特
別

利
率

限
度

額
は

そ
れ

ぞ
れ

2
億

5千
万

円
に

な
り

ま
す

。

7年
以

内
（2

年
以

内
）

基
準

利
率

た
だ

し
、

P
C

B
特

別
措

置
法

に
規

定
す

る
高

濃
度

廃
棄

物
を

自
ら

処
分

ま
た

は
処

分
を

委
託

す
る

た
め

に
必

要
な

資
金

に
つ

い
て

は
、

特
別

利
率

③
（電

気
事

業
法

に
基

づ
く
技

術
基

準
適

合
命

令
を

受
け

た
方

お
よ

び
P

C
B

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
改

善
命

令
を

受
け

た
方

を
除

き
ま

す
）

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
は

、
経

営
責

任
者

の
方

の
個

人
保

証
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

5年
経

過
ご

と
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
貸

付
［環

境
・エ

ネ
ル

ギ
ー

対
策

資
金

：土
壌

汚
染

対
策

関
連

］

土
壌

汚
染

対
策

法
に

規
定

す
る

特
定

有
害

物
質

に
よ

る
土

壌
汚

染
の

調
査

、
除

去
、

当
該

汚
染

の
拡

散
の

防
止

、
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
行

う
方

（た
だ

し
、

業
と

し
て

当
該

措
置

を
行

う
方

を
除

く
）

土
壌

汚
染

対
策

法
に

規
定

す
る

特
定

有
害

物
質

に
よ

る
土

壌
汚

染
の

調
査

、
除

去
、

当
該

汚
染

の
拡

散
の

防
止

、
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

を
行

う
た

め
に

必
要

な
長

期
運

転
資

金

直
接

貸
付

　
7億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5千
円

）（
注

）
代

理
貸

付
　

1億
2千

万
円

（注
）「

環
境

・エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
資

金
」全

体
の

融
資

限
度

額
、

特
別

利
率

限
度

額
に

な
り

ま
す

。
「土

壌
汚

染
対

策
関

連
」は

、
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
資

金
」が

運
転

資
金

の
み

で
あ

る
た

め
、

当
該

関
連

単
独

の
融

資
限

度
額

お
よ

び
特

別
利

率
限

度
額

は
そ

れ
ぞ

れ
2

億
5千

万
円

に
な

り
ま

す
。

7年
以

内
（2

年
以

内
）

基
準

利
率

た
だ

し
、

土
壌

汚
染

対
策

法
に

基
づ

く
義

務
、

指
示

ま
た

は
命

令
に

よ
り

行
う

方
が

必
要

な
資

金
に

つ
い

て
は

特
別

利
率

③
（土

壌
汚

染
対

策
法

に
準

じ
て

定
め

ら
れ

た
地

方
公

共
団

体
の

条
例

に
基

づ
く
義

務
、

指
示

ま
た

は
命

令
に

よ
り

行
う

方
は

除
き

ま
す

。
）

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
は

、
経

営
責

任
者

の
方

の
個

人
保

証
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

5年
経

過
ご

と
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

貸
付

［経
営

環
境

変
化

対
応

資
金

］

社
会

的
、

経
済

的
環

境
の

変
化

な
ど

外
的

要
因

に
よ

り
、

一
時

的
に

売
上

の
減

少
等

業
況

悪
化

を
来

し
て

い
る

が
、

中
長

期
的

に
は

そ
の

業
況

が
回

復
し

発
展

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

方
で

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
1
.最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
売

上
高

が
前

期
ま

た
は

前
々

期
に

比
し

5％
以

上
減

少
し

て
い

る
方

2
.最

近
3ヵ

月
の

売
上

高
が

前
年

同
期

ま
た

は
前

々
年

同
期

に
比

し
5％

以
上

減
少

し
て

お
り

、
か

つ
、

今
後

も
売

上
減

少
が

見
込

ま
れ

る
方

3
.最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
純

利
益

額
ま

た
は

売
上

高
経

常
利

益
率

が
前

期
ま

た
は

前
々

期
に

比
し

悪
化

し
て

い
る

方
4
.最

近
の

取
引

条
件

が
回

収
条

件
の

長
期

化
ま

た
は

支
払

条
件

の
短

縮
化

な
ど

に
よ

り
0.

1ヵ
月

以
上

悪
化

し
て

い
る

方
5
.社

会
的

な
要

因
に

よ
る

一
時

的
な

業
況

悪
化

に
よ

り
資

金
繰

り
に

著
し

い
支

障
を

来
し

て
い

る
方

ま
た

は
来

す
お

そ
れ

の
あ

る
方

6
.最

近
の

決
算

期
に

お
い

て
、

赤
字

幅
が

縮
小

し
た

も
の

の
税

引
前

損
益

ま
た

は
経

常
損

益
で

損
失

を
生

じ
て

い
る

方
7
.前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
利

益
準

備
金

お
よ

び
任

意
積

立
金

等
の

合
計

額
を

上
回

る
繰

越
欠

損
金

を
有

し
て

い
る

方
8
.前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
債

務
償

還
年

数
が

15
年

以
上

で
あ

る
方

社
会

的
な

要
因

な
ど

に
よ

り
企

業
維

持
上

緊
急

に
必

要
な

設
備

資
金

及
び

経
営

基
盤

の
強

化
を

図
る

た
め

に
必

要
な

長
期

運
転

資
金

直
接

貸
付

 7
億

2千
万

円
設

備
資

金
 1

5年
以

内
 運

転
資

金
 8

年
以

内

（3
年

以
内

）

（3
年

以
内

）

基
準

利
率

（長
期

運
転

資
金

に
限

り
、

上
限

3％
）

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
 2

0
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

貸
付

［金
融

環
境

変
化

対
応

資
金

］

金
融

機
関

と
の

取
引

状
況

の
変

化
に

よ
り

、
一

時
的

に
資

金
繰

り
に

困
難

を
来

し
、

中
長

期
的

に
は

資
金

繰
り

が
改

善
し

経
営

が
安

定
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
方

で
あ

っ
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
。

1
.取

引
金

融
機

関
が

行
政

庁
か

ら
業

務
停

止
命

令
（一

部
業

務
停

止
命

令
を

含
む

。
）を

受
け

た
方

2
.取

引
金

融
機

関
が

実
質

的
に

経
営

破
綻

の
状

態
等

に
あ

る
方

3
.預

金
保

険
法

等
の

規
定

に
基

づ
き

、
取

引
金

融
機

関
か

ら
の

借
入

等
が

株
式

会
社

整
理

回
収

機
構

に
譲

渡
さ

れ
た

方
な

ど
で

、
経

常
利

益
を

計
上

し
て

い
る

な
ど

、
業

況
が

順
調

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
方

4
.経

営
状

況
が

悪
化

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
金

融
機

関
か

ら
の

借
入

金
利

が
長

期
プ

ラ
イ

ム
レ

ー
ト

の
変

動
に

比
べ

相
対

的
に

上
昇

す
る

な
ど

の
状

況
に

あ
る

方
5
.国

際
的

な
金

融
不

安
や

経
済

環
境

の
変

化
を

背
景

に
、

取
引

金
融

機
関

か
ら

次
の

（1
）か

ら
（5

）ま
で

の
い

ず
れ

か
の

要
請

ま
た

は
取

扱
い

を
受

け
て

い
る

方
 （

1）
借

入
残

高
の

減
少

 （
2）

約
定

し
た

返
済

条
件

を
超

え
る

弁
済

 （
3）

当
座

預
金

の
解

約
 （

4）
担

保
・保

証
人

の
追

加
 （

5）
借

入
金

利
の

引
上

げ

設
備

資
金

お
よ

び
金

融
機

関
と

の
取

引
状

況
の

変
化

に
伴

い
必

要
と

な
る

長
期

運
転

資
金

 （
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

3」
に

該
当

す
る

方
が

株
式

会
社

整
理

回
収

機
構

に
対

し
て

繰
上

返
済

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

金
を

含
む

）

直
接

貸
付

 別
枠

 3
億

円
設

備
資

金
　

15
年

以
内

運
転

資
金

　
8年

以
内

（3
年

以
内

）

（3
年

以
内

）

基
準

利
率

（長
期

運
転

資
金

に
限

り
、

上
限

3％
）

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

貸
付

［取
引

企
業

倒
産

対
応

資
金

］

取
引

企
業

な
ど

関
連

企
業

の
倒

産
に

よ
り

経
営

に
困

難
を

来
し

て
い

る
方

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

1
.倒

産
し

た
企

業
（注

）に
対

し
て

50
万

円
以

上
の

売
掛

金
債

権
な

ど
を

有
す

る
方 2
.倒

産
し

た
企

業
に

対
す

る
取

引
依

存
度

が
20

％
以

上
で

あ
る

方
3
.倒

産
し

た
企

業
に

対
し

て
貸

付
金

や
差

入
保

証
金

な
ど

の
債

権
を

有
す

る
方

4
.倒

産
し

た
企

業
の

債
務

を
保

証
し

て
い

る
方

5
.倒

産
し

た
企

業
の

設
置

す
る

商
業

施
設

に
入

居
し

、
倒

産
企

業
の

業
況

悪
化

の
影

響
を

受
け

る
お

そ
れ

の
あ

る
方

6
.倒

産
し

た
企

業
か

ら
受

注
予

定
の

商
品

や
役

務
な

ど
が

倒
産

に
よ

り
取

り
消

さ
れ

た
方

（
注

）倒
産

し
た

企
業

と
は

、
事

業
の

経
営

上
な

ん
ら

か
の

行
き

詰
ま

り
状

態
に

陥
り

、
か

つ
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
企

業
を

い
い

ま
す

。
（な

お
、

倒
産

企
業

は
、

原
則

と
し

て
、

借
入

申
込

み
受

付
前

1年
以

内
に

倒
産

し
た

も
の

に
限

り
ま

す
。

）
・
手

形
交

換
所

よ
り

取
引

停
止

処
分

を
受

け
た

企
業

・
会

社
整

理
開

始
、

民
事

再
生

手
続

開
始

ま
た

は
会

社
更

正
手

続
開

始
の

申
立

て
が

あ
っ

た
企

業
・
特

別
清

算
開

始
ま

た
は

破
産

手
続

開
始

の
申

立
て

が
あ

っ
た

企
業

・
債

権
者

会
議

を
開

催
し

て
内

整
理

に
入

っ
た

も
の

ま
た

は
経

営
者

の
行

方
不

明
な

ど
に

よ
り

事
実

上
事

業
の

継
続

が
困

難
と

な
っ

た
企

業

取
引

企
業

な
ど

関
連

企
業

の
倒

産
に

伴
い

緊
急

に
必

要
な

長
期

運
転

資
金

別
枠

 1
億

5千
万

円
（直

接
貸

付
と

代
理

貸
付

を
合

わ
せ

て
）

運
転

資
金

 8
年

以
内

（3
年

以
内

）
基

準
利

率
※

な
お

、
信

用
リ

ス
ク

・融
資

期
間

な
ど

に
応

じ
て

所
定

の
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
 2

1
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

企
業

再
生

貸
付

［企
業

再
建

資
金

］
1
.経

営
改

善
、

経
営

再
建

等
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
中

小
企

業
の

方
で

、
（1

）
～

（3
）の

す
べ

て
に

当
て

は
ま

る
方

（
1）

次
の

い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
り

、
早

急
に

企
業

再
建

を
行

う
必

要
が

あ
る

方
 イ

.借
入

債
務

な
ど

が
株

式
会

社
整

理
回

収
機

構
に

譲
渡

さ
れ

た
企

業
と

密
接

　
な

取
引

関
係

を
有

す
る

方
ロ

.取
引

先
の

業
況

悪
化

の
影

響
を

受
け

る
な

ど
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
方

ハ
.過

剰
債

務
の

状
況

に
陥

っ
て

い
る

方
ニ

.中
小

企
業

再
生

支
援

協
議

会
な

ど
の

関
与

の
下

で
事

業
の

再
生

を
行

う
方

ホ
.産

業
競

争
力

強
化

法
の

認
定

を
受

け
た

中
小

企
業

承
継

事
業

再
生

計
画

に
　

従
っ

て
事

業
の

再
生

を
行

う
方

ヘ
.事

業
資

金
の

借
入

金
に

つ
い

て
弁

済
に

係
る

負
担

の
軽

減
を

目
的

と
し

た
条

　
件

変
更

を
行

っ
て

い
る

方
（
2）

相
応

の
債

務
償

還
能

力
が

認
め

ら
れ

、
か

つ
、

適
切

な
企

業
再

建
計

画
等

　
が

策
定

さ
れ

、
金

融
機

関
の

協
力

が
得

ら
れ

る
な

ど
関

係
者

に
よ

る
支

援
体

　
制

が
構

築
さ

れ
て

お
り

、
自

助
努

力
に

よ
り

企
業

再
建

が
見

込
ま

れ
る

方
（
3）

当
公

庫
が

融
資

後
も

継
続

的
に

企
業

再
建

に
対

す
る

経
営

指
導

を
行

う
こ

　
と

で
、

円
滑

な
企

業
再

建
の

遂
行

が
可

能
と

な
る

方

2
.次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
（
1）

認
定

支
援

機
関

に
よ

る
経

営
改

善
計

画
策

定
支

援
事

業
を

利
用

し
て

経
営

　
改

善
に

取
り

組
ん

で
い

る
こ

と
。

（
2）

過
剰

債
務

の
状

況
に

陥
っ

て
い

る
も

の
が

経
営

改
善

計
画

の
策

定
を

行
　

い
、

認
定

支
援

機
関

に
よ

る
指

導
お

よ
び

助
言

を
受

け
て

お
り

、
か

つ
、

同
計

　
画

に
対

す
る

関
係

金
融

機
関

の
合

意
が

確
認

で
き

る
こ

と
。

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1
に

当
て

は
ま

る
方

が
、

企
業

再
建

計
画

等
に

従
っ

て
企

業
の

再
建

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

 「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

2
に

当
て

は
ま

る
方

が
、

経
営

改
善

計
画

に
し

た
が

っ
て

企
業

の
再

建
を

図
る

う
え

で
必

要
と

な
る

設
備

資
金

お
よ

び
長

期
運

転
資

金

直
接

貸
付

 7
億

2千
万

円
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」
の

1に
当

て
は

ま
る

方
設

備
資

金
 2

0年
以

内
運

転
資

金
 1

5年
以

内
（一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
20

年
以

内
）

 「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」

の
2に

当
て

は
ま

る
方

設
備

資
金

 2
0年

以
内

運
転

資
金

 1
5年

以
内

（一
定

の
要

件
を

満
た

す
場

合
は

20
年

以
内

）

（2
年

以
内

）
（2

年
以

内
）

（2
年

以
内

）
（2

年
以

内
）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

1に
当

て
は

ま
る

方
 基

準
利

率
（上

限
3％

）
な

お
、

（1
）の

ホ
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
2億

7千
万

円
を

限
度

に
　

特
別

利
率

②
、

（1
）の

ニ
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
2億

7千
万

円
を

限
度

に
 特

別
利

率
①

（い
ず

れ
も

上
限

3％
）

 「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」の

2に
当

て
は

ま
る

方
 2

億
7千

万
円

を
限

度
に

　
特

別
利

率
①

（上
限

3％
）

基
準

利
率

（上
限

3％
）

 ※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

企
業

再
生

貸
付

［事
業

再
生

支
援

資
金

］
1
.民

事
再

生
法

の
規

定
に

よ
る

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

な
ど

を
行

っ
た

方
で

あ
っ

て
、

認
可

決
定

前
の

方
の

う
ち

、
次

の
（1

）お
よ

び
（2

）に
当

て
は

ま
る

方
（
ア

ー
リ

ー
D

IP
）

（
1）

次
の

イ
か

ら
ハ

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
こ

と
イ

.一
定

の
雇

用
効

果
が

認
め

ら
れ

る
な

ど
、

地
域

経
済

の
産

業
活

力
維

持
に

　
資

す
る

事
業

で
あ

る
こ

と
ロ

.地
域

住
民

の
生

活
に

密
着

し
た

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
事

業
で

あ
る

　
な

ど
、

地
域

社
会

に
不

可
欠

な
事

業
で

あ
る

こ
と

ハ
.先

進
性

、
新

規
性

ま
た

は
技

術
力

の
高

い
事

業
で

、
今

後
の

発
展

が
見

込
　

ま
れ

る
有

望
な

事
業

で
あ

る
こ

と
（
2）

裁
判

所
の

許
可

等
を

受
け

た
共

益
債

権
と

な
る

こ
と

2
.民

事
再

生
法

に
基

づ
く
再

生
計

画
の

認
可

決
定

な
ど

を
受

け
た

方
、

お
よ

び
私

的
整

理
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

沿
っ

て
私

的
整

理
を

行
う

方
で

、
次

の
（1

）、
（
2）

に
当

て
は

ま
る

方
（レ

イ
タ

ー
D

IP
）

（
1）

次
の

イ
か

ら
ハ

の
い

ず
れ

か
に

当
て

は
ま

る
こ

と
イ

.一
定

の
雇

用
効

果
が

認
め

ら
れ

る
な

ど
、

地
域

経
済

の
産

業
活

力
維

持
に

　
資

す
る

事
業

で
あ

る
こ

と
ロ

.地
域

住
民

の
生

活
に

密
着

し
た

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
事

業
で

あ
る

　
な

ど
、

地
域

社
会

に
不

可
欠

な
事

業
で

あ
る

こ
と

ハ
.先

進
性

、
新

規
性

ま
た

は
技

術
力

の
高

い
事

業
で

、
今

後
の

発
展

が
見

込
　

ま
れ

る
有

望
な

事
業

で
あ

る
こ

と
（
2）

事
業

の
再

建
に

際
し

て
、

民
間

金
融

機
関

の
金

融
支

援
が

得
ら

れ
る

こ
と

事
業

再
建

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
及

び
長

期
運

転
資

金

直
接

貸
付

 7
億

2千
万

円
（う

ち
運

転
資

金
2億

5千
万

円
）

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」

1に
該

当
す

る
方

1年  「
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」2
に

該
当

す
る

方
 設

備
資

金
 

10
年

以
内

 運
転

資
金

 
5年

以
内

（1
年

以
内

）

（2
年

以
内

）
（2

年
以

内
）

基
準

利
率

（上
限

3％
）

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」1

に
該

当
す

る
方

に
つ

い
て

は
、

ご
融

資
相

当
額

の
担

保
が

必
要

で
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

「ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
」2

に
該

当
す

る
方

に
つ

い
て

は
、

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

-
 2

2
 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
(う

ち
据

置
期

間
)

年
利

率
％

担
保

・保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

融
資

条
件

備
考

東
日

本
大

震
災

復
興

特
別

貸
付

（
※

）特
定

被
災

区
域

（＊
）に

事
業

所
を

有
し

事
業

活
動

を
行

う
方

（
＊

）東
日

本
大

震
災

に
対

処
す

る
た

め
の

特
別

の
財

政
援

助
及

び
助

成
に

関
す

る
法

律
第

2条
第

3項
に

定
め

る
特

定
被

災
区

域
1
.東

日
本

大
震

災
の

地
震

・津
波

に
よ

り
直

接
の

被
害

を
受

け
た

方

2
.原

子
力

発
電

所
の

事
故

に
係

る
警

戒
区

域
、

計
画

的
避

難
区

域
お

よ
び

緊
急

時
避

難
準

備
区

域
内

に
事

務
所

を
有

す
る

方

3
.1

ま
た

は
2に

掲
げ

る
方

（大
企

業
を

含
む

）と
取

引
が

あ
り

、
間

接
的

に
被

害
を

受
け

た
方

4
.東

日
本

大
震

災
に

起
因

す
る

社
会

的
な

要
因

（風
評

被
害

、
計

画
停

電
等

）に
よ

る
一

時
的

な
業

況
悪

化
に

よ
り

資
金

繰
り

に
支

障
を

来
し

て
い

る
、

ま
た

は
来

す
お

そ
れ

が
あ

り
、

中
長

期
的

に
は

業
況

の
回

復
が

見
込

ま
れ

る
方

災
害

復
旧

及
び

災
害

に
伴

う
社

会
的

要
因

等
に

よ
り

必
要

と
す

る
設

備
資

金
お

よ
び

長
期

運
転

資
金

1.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」1
～

3の
方

：直
接

貸
付

　
3億

円
（別

枠
）、

代
理

貸
付

7.
5千

万
円

（別
枠

）

2.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」4
の

方
：直

接
貸

付
7.

2億
円

（別
枠

）

1.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」1
、

2：
設

備
資

金
 2

0
年

以
内

、
運

転
資

金
 1

5年
以

内

2.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」3
：設

備
資

金
 2

0年
以

内
、

運
転

資
金

 1
5年

以
内

3.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」4
：設

備
資

金
 1

5年
以

内
、

運
転

資
金

 8
年

以
内

（5
年

以
内

）

（5
年

以
内

）

（3
年

以
内

）

（3
年

以
内

）

（3
年

以
内

）

（3
年

以
内

）

担
保

設
定

の
有

無
、

担
保

の
種

類
な

ど
に

つ
い

て
は

、
ご

相
談

の
う

え
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

直
接

貸
付

に
お

い
て

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

経
営

責
任

者
の

方
の

個
人

保
証

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

5年
経

過
ご

と
金

利
見

直
し

制
度

を
選

択
で

き
ま

す
。

1.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」1
、

2の
方

：基
準

利
率

た
だ

し
、

被
害

証
明

書
を

市
町

村
長

な
ど

か
ら

受
け

た
方

は
、

1億
円

を
限

度
と

し
て

、
融

資
後

3年
目

ま
で

は
基

準
利

率
-

1.
4％

、
4年

目
以

降
は

基
準

利
率

-0
.5

％
3億

円
を

限
度

と
し

て
、

基
準

利
率

-0
.5

％

2.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」3
の

方
：基

準
利

率
た

だ
し

、
被

害
証

明
書

を
市

町
村

長
な

ど
か

ら
受

け
た

方
（※

）
は

、
 3

千
万

円
を

限
度

と
し

て
、

基
準

利
率

-0
.9

％
、

4年
目

以
降

は
基

準
利

率
一

定
の

要
件

（注
1）

に
該

当
す

る
場

合
は

、
所

定
の

貸
付

利
率

（0
.2

％
、

0.
3％

ま
た

は
0.

5％
）が

控
除

さ
れ

ま
す

3.
「ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

」4
の

方
：基

準
利

率
（長

期
運

転
資

金
に

限
り

、
上

限
3％

）
た

だ
し

、
一

定
の

要
件

（注
1）

に
該

当
す

る
場

合
は

、
所

定
の

貸
付

利
率

（0
.2

％
、

0.
3％

ま
た

は
0.

5％
）が

控
除

さ
れ

ま
す

。

※
な

お
、

信
用

リ
ス

ク
・融

資
期

間
な

ど
に

応
じ

て
所

定
の

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

（注
1）

（イ
）最

近
3カ

月
の

売
上

高
、

売
上

高
総

利
益

率
ま

た
は

売
上

高
営

業
利

益
率

が
前

9年
の

い
ず

れ
か

の
年

の
同

期
に

比
し

5％
以

上
減

少
し

て
い

る
場

合
、

ま
た

は
最

近
1カ

月
の

売
上

高
、

売
上

高
総

利
益

率
ま

た
は

売
上

高
営

業
利

益
率

が
前

9年
の

い
ず

れ
か

の
年

の
同

月
に

比
し

20
％

以
上

減
少

し
て

お
り

、
か

つ
、

そ
の

後
2カ

月
を

含
む

3カ
月

の
売

上
高

、
売

上
高

総
利

益
率

ま
た

は
売

上
高

営
業

利
益

率
が

前
9年

の
い

ず
れ

か
の

年
の

同
期

に
比

し
2
0
％

減
少

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

場
合

は
、

0.
3％

控
除

（ロ
）雇

用
維

持
ま

た
は

雇
用

の
拡

大
を

図
る

場
合

は
、

0.
2％

控
除

（ハ
）（

イ
）及

び
（ロ

）の
い

ず
れ

の
要

件
に

も
該

当
す

る
場

合
は

、
0.

5％
控

除

（注
2）

本
制

度
に

該
当

す
る

方
に

つ
い

て
は

、
震

災
復

興
支

援
資

本
強

化
特

例
が

ご
利

用
で

き
ま

す
。

-
 2

3
 -



（
２

）
 株

式
会

社
　

日
本

政
策

金
融

公
庫

　
国

民
生

活
事

業

資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
（
う

ち
据

置
期

間
）

年
利

率
％

担
保

・
保

証
人

ほ
と

ん
ど

の
業

種
の

中
小

企
業

の
方

（
金

融
業

、
投

機
的

事
業

、
一

部
の

遊
興

娯
楽

業
等

の
業

種
の

方
は

ご
利

用
に

な
れ

ま
せ

ん
）
。

設
備

資
金

運
転

資
金

4
,8

0
0
万

円
特

定
設

備
資

金
7
,2

0
0
万

円
設

備
1
0
年

以
内

特
定

設
備

2
0
年

以
内

運
転

 5
年

以
内

（
特

に
必

要
な

場
合

7
年

以
内

）

設
備

2
年

以
内

運
転

1
年

以
内

基
準

利
率

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

商
工

会
議

所
や

商
工

会
な

ど
の

経
営

指
導

を
受

け
て

い
る

小
規

模
事

業
者

の
商

工
業

者
設

備
資

金
運

転
資

金
2
,0

0
0
万

円
設

備
1
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

2
年

以
内

運
転

1
年

以
内

特
別

利
率

F
不

要
(無

担
保

･無
保

証
人

)
ご

利
用

に
あ

た
っ

て
は

商
工

会
議

所
会

頭
、

商
工

会
会

長
等

の
推

薦
が

必
要

で
す

。

（
株

式
会

社
日

本
政

策
金

融
公

庫
　

秋
田

支
店

　
国

民
生

活
事

業
：
電

話
０

１
８

－
８

３
２

－
５

６
４

１
、

大
館

支
店

：
電

話
０

１
８

６
－

４
２

－
３

４
０

７
）

融
資

対
象

制
度

名
融

資
条

件

マ
ル

経
融

資
（
小

規
模

事
業

者
経

営
改

善
資

金
）

一
般

貸
付

備
考

- 
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 -



資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
（
う

ち
据

置
期

間
）

年
利

率
％

担
保

・
保

証
人

融
資

対
象

制
度

名
融

資
条

件
備

考

新
規

開
業

資
金

次
の

い
ず

れ
か

の
要

件
に

該
当

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

1
.現

在
お

勤
め

の
企

業
と

同
じ

業
種

の
事

業
を

始
め

る
方

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

 (
1
)現

在
お

勤
め

の
企

業
に

継
続

し
て

6
年

以
上

お
勤

め
の

方
(2

)現
在

お
勤

め
の

企
業

と
同

じ
業

種
に

通
算

し
て

6
年

以
上

お
勤

め
の

方
2
.大

学
等

で
修

得
し

た
技

能
等

と
密

接
に

関
連

し
た

職
種

に
継

続
し

て
2
年

以
上

お
勤

め
の

方
で

、
そ

の
職

種
と

密
接

に
関

連
し

た
業

種
の

事
業

を
始

め
る

方
3
.技

術
や

サ
ー

ビ
ス

等
に

工
夫

を
加

え
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

事
業

を
始

め
る

方
4
.雇

用
の

創
出

を
伴

う
事

業
を

始
め

る
方

5
.産

業
競

争
力

強
化

法
に

規
定

さ
れ

る
認

定
特

定
創

業
支

援
等

事
業

（
注

1
）
を

受
け

て
事

業
を

始
め

る
方

6
.地

域
創

業
促

進
支

援
事

業
又

は
潜

在
的

創
業

者
掘

り
起

こ
し

事
業

の
認

定
創

業
ス

ク
ー

ル
（
注

2
）
に

よ
る

支
援

を
受

け
て

事
業

を
始

め
る

方
7
.公

庫
が

参
加

す
る

地
域

の
創

業
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（
注

3
）
か

ら
支

援
を

受
け

て
事

業
を

始
め

る
方

8
.民

間
金

融
機

関
（
注

4
）
と

公
庫

に
よ

る
協

調
融

資
を

受
け

て
事

業
を

始
め

る
方

9
.前

1
～

8
ま

で
の

要
件

に
該

当
せ

ず
事

業
を

始
め

る
方

で
あ

っ
て

、
新

た
に

営
も

う
と

す
る

事
業

に
つ

い
て

、
適

正
な

事
業

計
画

を
策

定
し

て
お

り
、

当
該

計
画

を
遂

行
す

る
能

力
が

十
分

あ
る

と
公

庫
が

認
め

た
方

で
、

1
,0

0
0
万

円
を

限
度

と
し

て
本

資
金

を
利

用
す

る
方

1
0
.１

～
9
の

い
ず

れ
か

を
満

た
し

て
事

業
を

始
め

た
方

で
事

業
開

始
後

お
お

む
ね

7
年

以
内

の
方

（
注

1
）
市

町
村

が
作

成
し

、
国

が
認

定
し

た
創

業
支

援
事

業
計

画
に

記
載

さ
れ

た
特

定
創

業
支

援
等

事
業

を
い

い
ま

す
。

詳
し

く
は

中
小

企
業

庁
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
  
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
（
注

2
）
詳

し
く
は

、
地

域
創

業
促

進
支

援
事

業
管

理
事

務
局

（
株

式
会

社
パ

ソ
ナ

）
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
  
ま

た
は

創
業

ス
ク

ー
ル

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

  
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
（
注

3
）
詳

し
く
は

、
支

店
の

窓
口

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
（
注

4
）
都

市
銀

行
、

地
方

銀
行

、
第

二
地

方
銀

行
、

信
用

金
庫

ま
た

は
信

用
組

合
を

い
い

ま
す

。
（
注

4
）
都

市
銀

行
、

地
方

銀
行

、
第

二
地

方
銀

行
、

信
用

金
庫

ま
た

は
信

用
組

合
を

い
い

ま
す

。

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

  
2
0
年

以
内

運
転

　
 7

年
以

内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

女
性

、
若

者
/
シ

ニ
ア

起
業

家
支

援
資

金
女

性
ま

た
は

3
5
歳

未
満

か
5
5
歳

以
上

の
方

で
あ

っ
て

、
 新

た
に

事
業

を
始

め
る

方
ま

た
は

事
業

開
始

後
お

お
む

ね
7
年

以
内

の
方

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

中
小

企
業

経
営

力
強

化
資

金
次

の
す

べ
て

に
当

て
は

ま
る

方
1
.経

営
革

新
又

は
異

分
野

の
中

小
企

業
と

連
携

し
た

新
事

業
分

野
の

開
拓

等
に

よ
り

市
場

の
創

出
・
開

拓
（
新

規
開

業
を

行
う

場
合

を
含

む
。

）
を

行
お

う
と

す
る

方
2
.自

ら
事

業
計

画
の

策
定

を
行

い
、

中
小

企
業

等
経

営
強

化
法

に
定

め
る

認
定

経
営

革
新

等
支

援
機

関
に

よ
る

指
導

及
び

助
言

を
受

け
て

い
る

方

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
　

 2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

S
た

だ
し

、
「
中

小
企

業
の

会
計

」
（
注

）
を

適
用

し
て

い
る

方
ま

た
は

適
用

を
予

定
し

て
い

る
方

は
、

［
基

準
利

率
-
0
.1

％
］

［
特

別
利

率
S
-
0
.1

％
］

（
注

）
「
中

小
企

業
の

会
計

に
関

す
る

指
針

」
お

よ
び

「
中

小
企

業
の

会
計

に
関

す
る

基
本

要
領

」
を

い
い

ま
す

。

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

新
事

業
活

動
促

進
資

金
1
.「

経
営

革
新

計
画

」
の

承
認

を
受

け
た

方
2
.「

新
連

携
計

画
」
の

認
定

を
受

け
た

方
3
.「

農
商

工
等

連
携

事
業

計
画

」
の

認
定

を
受

け
た

方
4
.「

地
域

産
業

資
源

活
用

事
業

計
画

」
の

認
定

を
受

け
た

方
5
.「

地
域

産
業

資
源

活
用

支
援

事
業

計
画

」
の

認
定

を
受

け
た

方
6
.「

経
営

力
向

上
計

画
」
の

認
定

を
受

け
た

方
7
.中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
に

基
づ

く
中

小
企

業
等

の
経

営
強

化
に

関
す

る
基

本
方

針
に

定
め

る
新

た
な

取
り

組
み

を
行

い
、

2
年

間
で

4
％

以
上

の
付

加
価

値
額

の
伸

び
率

が
見

込
ま

れ
る

方
（
注

1
）

8
.技

術
・
ノ

ウ
ハ

ウ
等

に
新

規
性

が
み

ら
れ

る
方

9
.上

記
1
～

8
に

該
当

し
な

い
方

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

・
新

た
に

経
営

多
角

化
・
事

業
転

換
を

図
る

方
・
経

営
多

角
化

・
事

業
転

換
後

お
お

む
ね

5
年

以
内

の
方

（
注

1
）
一

定
の

要
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

詳
し

く
は

、
支

店
の

窓
口

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
（
注

2
）
9
に

該
当

す
る

方
に

つ
い

て
は

、
既

存
事

業
の

全
部

ま
た

は
一

部
を

廃
止

、
も

し
く
は

縮
小

す
る

た
め

の
運

転
資

金
を

含
む

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C
特

別
利

率
P

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

再
挑

戦
支

援
資

金
（
再

チ
ャ

レ
ン

ジ
支

援
資

金
）

新
た

に
開

業
す

る
方

ま
た

は
開

業
後

お
お

む
ね

7
年

以
内

の
方

で
、

次
の

全
て

に
該

当
す

る
方

1
.廃

業
歴

等
を

有
す

る
個

人
ま

た
は

廃
業

歴
等

を
有

す
る

経
営

者
が

営
む

法
人

で
あ

る
こ

と
2
.廃

業
時

の
負

債
が

新
た

な
事

業
に

影
響

を
与

え
な

い
程

度
に

整
理

さ
れ

る
見

込
み

等
で

あ
る

こ
と

3
.廃

業
の

理
由

・
事

情
が

や
む

を
得

な
い

も
の

等
で

あ
る

こ
と

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
  
 2

年
以

内
基

準
利

率
特

別
利

率
A

特
別

利
率

B

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
（
う

ち
据

置
期

間
）

年
利

率
％

担
保

・
保

証
人

融
資

対
象

制
度

名
融

資
条

件
備

考

企
業

活
力

強
化

資
金

1
. 
商

業
振

興
関

連
次

の
い

ず
れ

か
の

業
種

の
事

業
を

営
ま

れ
る

方
(1

) 
卸

売
業

(2
) 
小

売
業

(3
) 
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

(4
) 
サ

ー
ビ

ス
業

(5
) 
不

動
産

賃
貸

業
（
注

1
）

（
注

1
）
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

法
律

第
1
5
条

第
1
項

各
号

に
定

め
る

ま
ち

づ
く
り

会
社

等
ま

た
は

同
法

第
4
2
条

第
4
項

に
定

め
る

民
間

中
心

市
街

地
商

業
活

性
化

事
業

計
画

の
認

定
を

受
け

た
方

に
限

り
ま

す
。

2
.下

請
中

小
企

業
振

興
法

関
連

 下
請

中
小

企
業

振
興

法
（
昭

和
4
5
年

法
律

第
1
4
5
号

）
第

8
条

の
規

定
に

基
づ

き
特

定
下

請
連

携
事

業
計

画
の

認
定

（
変

更
認

定
を

含
む

。
）
を

受
け

た
連

携
体

を
構

成
す

る
方

3
.空

家
等

対
策

関
連

 不
動

産
賃

貸
業

を
営

む
方

で
あ

っ
て

、
空

家
等

対
策

の
推

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（
平

成
2
6
年

法
律

第
1
2
7
号

）
第

6
条

に
規

定
す

る
空

家
等

対
策

計
画

を
策

定
し

て
い

る
市

町
村

の
区

域
内

に
お

い
て

老
朽

化
し

た
賃

貸
用

不
動

産
の

改
修

（
注

2
）
を

行
う

方
（
注

2
）
新

築
、

建
て

替
え

お
よ

び
増

築
の

場
合

は
対

象
外

と
な

り
ま

す
。

4
.支

払
条

件
改

善
関

連
 取

引
先

に
対

す
る

支
払

条
件

の
改

善
に

取
り

組
む

方
5
.地

域
再

生
法

関
連

 上
記

1
の

（
1
）
か

ら
（
4
）
ま

で
の

事
業

を
営

ま
れ

る
方

の
う

ち
、

地
域

再
生

法
第

5
条

第
4
項

第
7
号

に
定

め
る

商
店

街
活

性
化

促
進

事
業

計
画

に
基

づ
き

、
空

き
店

舗
を

利
用

し
て

事
業

を
実

施
さ

れ
る

方

設
備

資
金

運
転

資
金

（
融

資
対

象
１

及
び

融
資

対
象

5
の

一
部

、
融

資
対

象
4
に

該
当

す
る

方
は

運
転

資
金

の
み

。
融

資
対

象
3
に

該
当

す
る

方
は

設
備

資
金

の
み

。
）

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

働
き

方
改

革
推

進
支

援
資

金
1
.非

正
規

雇
用

の
処

遇
改

善
に

取
り

組
む

方
2
.従

業
員

の
長

時
間

労
働

の
是

正
に

取
り

組
む

方
3
.次

世
代

育
成

支
援

対
策

推
進

法
に

基
づ

く
一

般
事

業
主

行
動

計
画

を
策

定
し

、
そ

の
旨

を
都

道
府

県
労

働
局

長
へ

届
け

出
て

い
る

方
（
届

出
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
方

を
除

き
ま

す
。

）
4
.女

性
の

職
業

生
活

に
お

け
る

活
躍

の
推

進
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
一

般
事

業
主

行
動

計
画

を
策

定
し

、
そ

の
旨

を
都

道
府

県
労

働
局

長
へ

届
け

出
て

い
る

方
（
届

出
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
方

を
除

き
ま

す
。

）
5
.青

少
年

の
雇

用
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
 に

基
づ

く
「
ユ

ー
ス

エ
ー

ル
認

定
企

業
」
の

認
定

を
受

け
た

方
6
.地

方
公

共
団

体
が

推
進

す
る

施
策

に
基

づ
き

女
性

従
業

員
の

活
用

促
進

に
取

り
組

む
方

7
.事

業
所

内
に

保
育

施
設

を
整

備
す

る
方

8
.障

害
者

の
雇

用
ま

た
は

障
害

者
に

対
す

る
合

理
的

配
慮

の
提

供
に

取
り

組
む

方

設
備

資
金

運
転

資
金

（
融

資
対

象
7
に

該
当

す
る

方
は

設
備

資
金

の
み

）

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

海
外

展
開

・
事

業
再

編
資

金
次

の
1
、

2
ま

た
は

3
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

1
. 
経

済
の

構
造

的
変

化
等

に
適

応
す

る
た

め
に

海
外

展
開

す
る

こ
と

が
経

営
上

必
要

で
あ

り
、

か
つ

、
次

の
（
1
）
～

（
3
）
の

全
て

に
該

当
す

る
方

（
1
）
開

始
ま

た
は

拡
大

し
よ

う
と

す
る

海
外

展
開

事
業

が
、

当
該

中
小

企
業

の
本

邦
内

に
お

け
る

事
業

の
延

　
長

と
認

め
ら

れ
る

程
度

の
規

模
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

（
2
）
本

邦
内

に
お

い
て

、
事

業
活

動
拠

点
（
本

社
）
が

存
続

す
る

こ
と

（
3
）
経

営
革

新
の

一
環

と
し

て
、

海
外

市
場

で
の

取
引

を
進

め
よ

う
と

す
る

も
の

で
、

次
の

（
ア

）
～

（
エ

）
の

い
　

ず
れ

か
に

該
当

す
る

こ
と

（
ア

）
取

引
先

の
海

外
進

出
に

伴
い

、
海

外
展

開
す

る
こ

と
（
イ

）
原

材
料

の
供

給
事

情
に

よ
り

、
海

外
進

出
す

る
こ

と
（
ウ

）
労

働
力

不
足

に
よ

り
、

海
外

進
出

す
る

こ
と

（
エ

）
国

内
市

場
の

縮
小

に
よ

り
、

海
外

市
場

の
開

拓
・
確

保
に

依
ら

な
い

と
成

長
が

見
込

め
な

い
た

め
海

外
　

　
展

開
す

る
こ

と
2
. 
海

外
に

お
け

る
経

済
の

構
造

的
変

化
等

に
適

応
す

る
た

め
に

次
の

（
1
）
及

び
（
2
）
を

満
た

す
方

（
1
）
海

外
直

接
投

資
に

係
る

海
外

展
開

事
業

を
再

編
（
全

部
又

は
一

部
を

廃
止

す
る

こ
と

を
含

む
。

）
す

る
こ

　
　

と
が

、
経

営
上

必
要

で
あ

る
こ

と
（
2
）
本

邦
内

に
お

け
る

事
業

活
動

は
継

続
し

、
中

長
期

的
に

み
て

発
展

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

3
. 
海

外
直

接
投

資
に

係
る

海
外

展
開

事
業

の
業

況
悪

化
な

ど
に

よ
り

、
本

邦
内

に
お

け
る

事
業

活
動

が
影

響
を

受
け

て
い

る
方

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

た
だ

し
、

海
外

企
業

へ
の

転
貸

資
金

で
あ

っ
て

、
進

出
国

の
資

本
規

制
に

よ
り

事
業

者
が

転
貸

資
金

を
長

期
間

に
わ

た
り

回
収

で
き

な
い

場
合

そ
の

他
真

に
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

以
下

の
ご

返
済

期
間

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

設
備

2
0
年

以
内

運
転

1
0
年

以
内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

設
備

・
運

転
5
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
（
う

ち
据

置
期

間
）

年
利

率
％

担
保

・
保

証
人

融
資

対
象

制
度

名
融

資
条

件
備

考

事
業

承
継

･集
約

･活
性

化
支

援
資

金
1
.安

定
的

な
経

営
権

の
確

保
等

に
よ

り
、

事
業

の
承

継
・
集

約
を

行
う

方
2
.「

中
小

企
業

経
営

承
継

円
滑

化
法

」
第

1
2
条

第
1
項

第
1
号

の
規

定
に

基
づ

き
認

定
を

受
け

た
中

小
企

業
者

（
同

項
第

1
号

イ
に

該
当

す
る

方
（
注

）
に

限
り

ま
す

。
）
の

代
表

者
の

方
ま

た
は

同
法

第
1
2
条

第
1
項

第
3

号
の

規
定

に
基

づ
き

認
定

を
受

け
た

事
業

を
営

ん
で

い
な

い
個

人
の

方
（
注

）
産

業
競

争
力

強
化

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

に
よ

る
改

正
前

の
中

小
企

業
経

営
承

継
円

滑
化

　
　

法
第

1
2
条

第
1
項

第
1
号

に
該

当
す

る
方

を
含

み
ま

す
。

3
.事

業
承

継
（
注

1
）
に

際
し

て
経

営
者

個
人

保
証

の
免

除
等

を
取

引
金

融
機

関
に

申
し

入
れ

た
こ

と
を

契
機

に
取

引
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

が
困

難
と

な
っ

て
い

る
方

で
あ

っ
て

、
公

庫
が

融
資

に
際

し
て

経
営

者
個

人
保

証
を

免
除

す
る

方
（
注

2
）

（
注

1
）
一

定
の

要
件

が
あ

り
ま

す
。

（
注

2
）
経

営
者

保
証

免
除

特
例

制
度

ま
た

は
新

創
業

融
資

制
度

を
適

用
す

る
方

を
い

い
ま

す
。

4
.中

期
的

な
事

業
承

継
を

計
画

し
、

現
経

営
者

が
後

継
者

（
候

補
者

を
含

み
ま

す
。

）
と

共
に

事
業

承
継

計
画

を
策

定
し

て
い

る
方

5
.事

業
の

承
継

・
集

約
を

契
機

に
、

新
た

に
第

二
創

業
（
経

営
多

角
化

、
事

業
転

換
）
ま

た
は

新
た

な
取

組
み

を
図

る
方

（
第

二
創

業
後

ま
た

は
新

た
な

取
組

後
、

お
お

む
ね

5
年

以
内

の
方

）

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

ソ
ー

シ
ャ

ル
ビ

ジ
ネ

ス
支

援
資

金
次

の
1
ま

た
は

2
に

該
当

す
る

方
1
.N

P
O

法
人

2
.N

P
O

法
人

以
外

で
あ

っ
て

、
次

の
（
1
）
ま

た
は

（
2
）
に

該
当

す
る

方
（
1
）
保

育
サ

ー
ビ

ス
事

業
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

等
（
注

1
）
を

営
む

方
（
2
）
社

会
的

課
題

の
解

決
を

目
的

と
す

る
事

業
（
注

2
）
を

営
む

方
（
注

1
）
日

本
標

準
産

業
分

類
に

お
け

る
老

人
福

祉
・
介

護
事

業
、

児
童

福
祉

事
業

、
障

が
い

者
福

祉
事

業
等

　
　

を
指

し
ま

す
。

（
注

2
）
日

本
公

庫
が

定
め

る
一

定
の

要
件

を
満

た
す

必
要

が
あ

り
ま

す
。

詳
し

く
は

、
支

店
窓

口
ま

で
お

問
い

　
　

合
わ

せ
く
だ

さ
い

。

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

・
運

転
2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
Ｂ

お
客

さ
ま

の
ご

希
望

を
伺

い
な

が
ら

ご
相

談
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 【
N

P
O

法
人

の
特

例
】

 利
率

を
上

乗
せ

す
る

こ
と

で
、

代
表

者
保

証
が

不
要

に
な

り
ま

す
（
注

3
）
。

食
品

貸
付

次
の

い
ず

れ
か

の
業

種
の

事
業

を
営

む
方

1
.食

料
品

小
売

業
　

○
青

果
　

○
魚

介
類

　
○

米
穀

　
○

酒
類

　
○

乳
類

　
○

茶
　

○
パ

ン
・
菓

子
　

○
料

理
品

2
.食

品
製

造
小

売
業

3
.総

合
食

料
品

小
売

業
（
ス

ー
パ

ー
、

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

な
ど

）
4
.花

き
小

売
業

設
備

資
金

7
,2

0
0
万

円
2
0
年

以
内

2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

特 　 　 　 　 　 　 　 　 別 　 　 　 　 　 　 　 　 貸 　 　 　 　 　 　 　 　 付

企
業

再
建

資
金

1
.企

業
再

建
関

連
 次

の
い

ず
れ

か
の

機
関

の
関

与
の

下
で

事
業

の
再

建
を

図
る

方
（
1
）
株

式
会

社
整

理
回

収
機

構
（
2
）
中

小
企

業
再

生
支

援
協

議
会

（
3
）
株

式
会

社
地

域
経

済
活

性
化

支
援

機
構

（
4
）
株

式
会

社
東

日
本

大
震

災
事

業
者

再
生

支
援

機
構

法
第

5
9
条

に
規

定
す

る
産

業
復

興
相

談
セ

ン
タ

ー
（
5
）
株

式
会

社
東

日
本

大
震

災
事

業
者

再
生

支
援

機
構

（
6
）
独

立
行

政
法

人
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
が

出
資

す
る

投
資

事
業

有
限

責
任

組
合

2
. 
第

二
会

社
方

式
再

建
関

連
 産

業
競

争
力

強
化

法
に

基
づ

く
認

定
（
変

更
認

定
を

含
み

ま
す

。
）
を

受
け

た
中

小
企

業
承

継
事

業
再

生
計

画
に

従
っ

て
事

業
の

再
生

を
図

る
方

3
. 
民

間
金

融
機

関
関

連
 適

切
な

再
生

計
画

を
策

定
し

、
取

引
金

融
機

関
の

支
援

を
受

け
て

企
業

再
生

を
図

る
方

4
.レ

イ
タ

ー
D

IP
関

連
 民

事
再

生
法

に
基

づ
く
再

生
計

画
の

認
可

な
ど

を
受

け
た

方
5
.認

定
支

援
機

関
関

連
 次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
（
1
）
認

定
支

援
機

関
に

よ
る

経
営

改
善

計
画

策
定

支
援

事
業

を
利

用
し

て
経

営
改

善
に

取
り

組
ん

で
い

る
方

（
2
）
過

剰
債

務
の

状
況

に
陥

っ
て

い
る

方
が

経
営

改
善

計
画

の
策

定
を

行
い

、
認

定
支

援
機

関
に

よ
る

指
　

導
お

よ
び

助
言

を
受

け
て

お
り

、
か

つ
、

同
計

画
に

対
す

る
関

係
金

融
機

関
の

合
意

が
確

認
で

き
る

方
6
.条

件
変

更
先

関
連

 金
融

機
関

か
ら

の
事

業
資

金
の

借
入

に
つ

い
て

、
弁

済
に

か
か

る
負

担
の

軽
減

を
目

的
と

し
た

条
件

の
変

更
を

行
っ

て
い

る
方

設
備

資
金

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
(う

ち
運

転
資

金
4
,8

0
0
万

円
)

設
備

2
0
年

以
内

運
転

1
5
年

以
内

（
一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
2
0
年

以
内

）

設
備

・
運

転
2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
Ｂ

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

企 　 　 　 業 　 　 　 再 　 　 　 生 　 　 　 貸 　 　 　 付

特 　 　 　 　 　 別 　 　 　 　 　 貸 　 　 　 　 　 付

企 　 　 　 　 業 　 　 　 　 活 　 　 　 　 力 　 　 　 　 強 　 　 　 　 化 　 　 　 　 貸 　 　 　 　 付食 品 貸 付
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
（
う

ち
据

置
期

間
）

年
利

率
％

担
保

・
保

証
人

融
資

対
象

制
度

名
融

資
条

件
備

考

経
営

環
境

変
化

対
応

資
金

社
会

的
、

経
済

的
環

境
の

変
化

等
外

的
要

因
に

よ
り

、
一

時
的

に
売

上
の

減
少

等
業

況
悪

化
を

き
た

し
て

い
る

が
、

中
長

期
的

に
は

そ
の

業
況

が
回

復
し

発
展

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

方
で

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
1
.最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
売

上
高

が
前

期
ま

た
は

前
々

期
に

比
し

5
%
以

上
減

少
し

て
い

る
方

2
.最

近
3
ヵ

月
の

売
上

高
が

前
年

同
期

ま
た

は
前

々
年

同
期

に
比

し
5
%
以

上
減

少
し

て
お

り
、

か
つ

、
今

後
も

売
上

減
少

が
見

込
ま

れ
る

方
3
.最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
純

利
益

額
ま

た
は

売
上

高
経

常
利

益
率

が
前

期
ま

た
は

前
々

期
に

比
し

悪
化

し
て

い
る

方
4
.最

近
の

取
引

条
件

が
回

収
条

件
の

長
期

化
ま

た
は

支
払

条
件

の
短

縮
化

等
に

よ
り

、
0
.1

ヵ
月

以
上

悪
化

し
て

い
る

方
5
.社

会
的

な
要

因
に

よ
る

一
時

的
な

業
況

悪
化

に
よ

り
資

金
繰

り
に

著
し

い
支

障
を

来
し

て
い

る
方

ま
た

は
来

す
お

そ
れ

の
あ

る
方

6
.最

近
の

決
算

期
に

お
い

て
、

赤
字

幅
が

縮
小

し
た

も
の

の
税

引
前

損
益

ま
た

は
経

常
損

益
で

損
失

を
生

じ
て

い
る

方
7
.前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
利

益
準

備
金

及
び

任
意

積
立

金
等

の
合

計
額

を
上

回
る

繰
越

欠
損

金
を

有
し

て
い

る
方

8
.前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
債

務
償

還
年

数
が

1
5
年

以
上

で
あ

る
方

設
備

資
金

運
転

資
金

4
,8

0
0
万

円
設

備
1
5
年

以
内

運
転

8
年

以
内

設
備

・
運

転
3
年

以
内

基
準

利
率

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

金
融

環
境

変
化

対
応

資
金

金
融

機
関

と
の

取
引

状
況

の
変

化
に

よ
り

、
一

時
的

に
資

金
繰

り
に

困
難

を
き

た
し

、
中

長
期

的
に

は
資

金
繰

り
が

改
善

し
経

営
が

安
定

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

方
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

1
.取

引
金

融
機

関
が

行
政

庁
か

ら
業

務
停

止
命

令
（
一

部
業

務
停

止
命

令
を

含
む

。
）
を

受
け

た
方

2
.取

引
金

融
機

関
が

実
質

的
に

経
営

破
綻

の
状

態
等

に
あ

る
方

3
.預

金
保

険
法

等
の

規
定

に
基

づ
き

、
取

引
金

融
機

関
か

ら
の

借
入

等
が

株
式

会
社

整
理

回
収

機
構

に
譲

渡
さ

れ
た

方
な

ど
で

、
経

常
利

益
を

計
上

し
て

い
る

な
ど

、
業

況
が

順
調

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
方

4
.経

営
状

況
が

悪
化

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
金

融
機

関
か

ら
の

借
入

金
利

が
長

期
プ

ラ
イ

ム
レ

ー
ト

の
変

動
に

比
べ

相
対

的
に

上
昇

す
る

な
ど

の
状

況
に

あ
る

方
5
.国

際
的

な
金

融
不

安
や

経
済

環
境

の
変

化
を

背
景

に
、

取
引

金
融

機
関

か
ら

次
の

（
1
）
か

ら
（
5
）
ま

で
の

い
ず

れ
か

の
要

請
ま

た
は

取
扱

い
を

受
け

て
い

る
方

 （
1
）
借

入
残

高
の

減
少

 （
2
）
約

定
し

た
返

済
条

件
を

超
え

る
弁

済
 （

3
）
当

座
預

金
の

解
約

 （
4
）
担

保
・
保

証
人

の
追

加
 （

5
）
借

入
金

利
の

引
上

げ

設
備

資
金

運
転

資
金

別
枠

 4
,0

0
0
万

円
設

備
1
5
年

以
内

運
転

8
 年

以
内

設
備

・
運

転
3
年

以
内

基
準

利
率

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

取
引

企
業

倒
産

対
応

資
金

取
引

企
業

な
ど

関
連

企
業

の
倒

産
に

よ
り

経
営

に
困

難
を

来
し

て
い

る
方

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方 1
.倒

産
し

た
企

業
に

対
し

て
5
0
万

円
以

上
の

売
掛

金
債

権
な

ど
を

有
す

る
方

2
.倒

産
し

た
企

業
に

対
す

る
取

引
依

存
度

が
2
0
％

以
上

で
あ

る
方

3
.倒

産
し

た
企

業
に

対
し

て
貸

付
金

や
差

入
保

証
金

な
ど

の
債

権
を

有
す

る
方

4
.倒

産
し

た
企

業
の

債
務

を
保

証
し

て
い

る
方

5
.倒

産
し

た
企

業
の

設
置

す
る

商
業

施
設

に
入

居
し

て
い

る
方

で
あ

っ
て

、
倒

産
の

影
響

を
受

け
て

い
る

方
ま

た
は

影
響

を
受

け
る

お
そ

れ
の

あ
る

方
6
.倒

産
し

た
企

業
か

ら
受

注
し

た
商

品
や

役
務

な
ど

が
、

倒
産

の
影

響
に

よ
り

取
り

消
さ

れ
た

方

運
転

資
金

別
枠

 3
,0

0
0
万

円
8
年

以
内

3
年

以
内

基
準

利
率

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

生 　 　 活 　 　 衛 　 　 生 　 　 貸 　 　 付

生
活

衛
生

関
係

の
事

業
を

営
む

方
お

よ
び

理
容

学
校

・
美

容
学

校
を

経
営

す
る

方
飲

食
店

営
業

、
喫

茶
店

営
業

、
食

肉
販

売
業

、
食

鳥
肉

販
売

業
、

氷
雪

販
売

業
、

理
容

業
、

美
容

業
、

そ
の

他
公

衆
浴

場
業

（
注

1
）
、

一
般

公
衆

浴
場

業
、

旅
館

業
（
注

2
）
、

興
行

場
営

業
、

サ
ウ

ナ
営

業
、

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
（
注

3
）

（
注

1
）
  
そ

の
他

公
衆

浴
場

業
の

方
は

、
東

日
本

大
震

災
復

興
特

別
貸

付
（
震

災
直

接
被

害
関

連
に

限
り

ま
　

　
　

す
。

）
、

平
成

2
8
年

熊
本

地
震

特
別

貸
付

（
直

接
被

害
者

に
限

り
ま

す
。

）
お

よ
び

平
成

3
0
年

7
月

豪
雨

　
　

　
特

別
貸

付
（
直

接
被

害
者

に
限

り
ま

す
。

）
に

限
り

ま
す

。
（
注

2
）
  
旅

館
業

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
を

受
け

た
簡

易
宿

所
を

含
み

ま
す

。
た

だ
し

、
住

宅
宿

泊
事

業
法

　
　

　
に

基
づ

く
住

宅
宿

泊
事

業
（
民

泊
）
お

よ
び

国
家

戦
略

特
別

区
域

外
国

人
滞

在
施

設
経

営
事

業
（
特

　
　

　
区

民
泊

）
に

つ
い

て
は

、
生

活
衛

生
貸

付
の

対
象

外
と

な
り

ま
す

。
（
注

3
）
  
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
取

次
業

に
業

態
転

換
し

た
方

の
う

ち
、

一
定

の
要

件
に

該
当

す
る

方
も

対
象

と
な

り
　

　
　

ま
す

（
た

だ
し

4
,8

0
0
万

円
以

内
）
。

設
備

資
金

飲
食

店
営

業
、

喫
茶

店
営

業
、

食
肉

販
売

業
、

食
鳥

肉
販

売
業

、
氷

雪
販

売
業

、
理

容
業

、
美

容
業

、
そ

の
他

公
衆

浴
場

業
7
,2

0
0
万

円
一

般
公

衆
浴

場
業

3
億

円
以

内
（
2
施

設
以

上
の

場
合

4
億

8
,0

0
0
万

円
）

旅
館

業
4
億

円
興

行
場

営
業

、
サ

ウ
ナ

営
業

2
億

円
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
業

1
億

2
,0

0
0
万

円

1
3
年

以
内

 ［
一

般
公

衆
浴

場
業

は
3
0
年

以
内

］

1
年

以
内

(貸
付

期
間

が
7
年

を
超

え
る

場
合

は
2

年
以

内
)

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C
特

別
利

率
E

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

一 　 般 　 貸 　 付

特 　 　 　 　 　 　 　 　 別 　 　 　 　 　 　 　 　 貸 　 　 　 　 　 　 　 　 付

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 貸 付
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
（
う

ち
据

置
期

間
）

年
利

率
％

担
保

・
保

証
人

融
資

対
象

制
度

名
融

資
条

件
備

考

特 　 　 例 　 　 貸 　 　 付

新 企 業 育 成 ・ 事 業 安 定 等 貸 付

生
活

衛
生

新
企

業
育

成
資

金
生

活
衛

生
関

係
の

事
業

を
創

業
す

る
方

又
は

創
業

後
お

お
む

ね
7
年

以
内

の
方

1
  
振

興
計

画
認

定
組

合
の

組
合

員
の

方
2
　

上
記

以
外

の
方

（
注

1
）

（
注

1
）
 1

．
女

性
ま

た
は

3
5
歳

未
満

か
5
5
歳

以
上

の
方

　
　

　
　

2
．

雇
用

の
創

出
や

勤
務

経
験

等
、

一
定

の
要

件
に

該
当

す
る

方

設
備

資
金

運
転

資
金

（
 振

興
計

画
認

定
組

合
の

組
合

員
の

方
の

み
）

1
  
振

興
計

画
認

定
組

合
の

組
合

員
の

方
振

興
事

業
貸

付
の

融
資

限
度

額
設

備
資

金
 1

億
5
,0

0
0
万

円
～

7
億

2
,0

0
0
万

円
2
　

上
記

以
外

の
方

一
般

貸
付

の
融

資
限

度
額

設
備

資
金

 7
,2

0
0
万

円
～

4
億

8
,0

0
0
万

円

1
 振

興
事

業
貸

付
の

融
資

限
度

額
運

転
資

金
 5

,7
0
0
万

円

設
備

2
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

2
年

以
内

運
転

2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

振
興

事
業

を
行

う
た

め
の

設
備

資
金

お
よ

び
運

転
資

金
で

あ
っ

て
、

生
活

衛
生

同
業

組
合

等
か

ら
一

定
の

会
計

書
類

を
準

備
し

て
い

る
こ

と
の

確
認

お
よ

び
事

業
計

画
の

確
認

を
受

け
た

場
合

は
、

適
用

さ
れ

る
利

率
か

ら
0
.1

5
％

引
き

下
げ

た
利

率
（
生

産
性

向
上

に
資

す
る

計
画

に
基

づ
く

取
組

み
を

行
う

方
が

必
要

と
す

る
資

金
は

、
適

用
さ

れ
る

利
率

か
ら

0
.3

0
％

引
き

下
げ

た
利

率
）
で

ご
利

用
い

た
だ

け
ま

す
（
一

部
ご

利
用

い
た

だ
け

な
い

場
合

が
ご

ざ
い

ま
す

。
）
。

生
活

衛
生

関
係

の
事

業
を

営
む

方
で

あ
っ

て
、

振
興

計
画

の
認

定
を

受
け

て
い

る
生

活
衛

生
同

業
組

合
の

組
合

員

生
活

衛
生

関
係

の
事

業
を

営
む

小
規

模
事

業
者

で
あ

っ
て

生
活

衛
生

同
業

組
合

等
の

長
の

推
薦

を
受

け
た

次
の

方
常

時
使

用
す

る
従

業
員

数
が

5
人

（
旅

館
業

及
び

興
行

場
営

業
を

営
む

方
は

2
0
人

）
以

下
の

会
社

ま
た

は
個

人

設
備

資
金

運
転

資
金

2
,0

0
0
万

円
設

備
1
0
年

以
内

運
転

7
年

以
内

設
備

2
年

以
内

運
転

1
年

以
内

特
別

利
率

F
無

担
保

・
無

保
証

人

生 　 　 活 　 　 衛 　 　 生 　 　 貸 　 　 付

生
活

衛
生

改
善

貸
付

設
備

資
金

運
転

資
金

振
興

事
業

を
行

う
た

め
の

設
備

資
金

お
よ

び
運

転
資

金
で

あ
っ

て
、

生
活

衛
生

同
業

組
合

等
か

ら
一

定
の

会
計

書
類

を
準

備
し

て
い

る
こ

と
の

確
認

お
よ

び
事

業
計

画
の

確
認

を
受

け
た

場
合

は
、

適
用

さ
れ

る
利

率
か

ら
0
.1

5
％

引
き

下
げ

た
利

率
（
生

産
性

向
上

に
資

す
る

計
画

に
基

づ
く

取
組

み
を

行
う

方
が

必
要

と
す

る
資

金
は

、
適

用
さ

れ
る

利
率

か
ら

0
.3

0
％

引
き

下
げ

た
利

率
）
で

ご
利

用
い

た
だ

け
ま

す
（
一

部
ご

利
用

い
た

だ
け

な
い

場
合

が
ご

ざ
い

ま
す

。
）
。

[設
備

資
金

]
飲

食
店

営
業

、
喫

茶
店

営
業

、
食

肉
販

売
業

、
食

鳥
肉

販
売

業
、

 氷
雪

販
売

業
、

理
容

業
、

美
容

業
1
億

5
,0

0
0
万

円

一
般

公
衆

浴
場

業
 （

一
般

貸
付

と
は

別
枠

）
 1

億
5
,0

0
0
万

円

旅
館

業
（
注

1
）
、

興
行

場
営

業
 7

億
2
,0

0
0
万

円

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
（
注

2
）
 3

億
円

[運
転

資
金

]
全

業
種

（
注

2
）
  
5
,7

0
0
万

円

（
注

1
）
旅

館
業

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
を

受
け

た
簡

易
　

　
　

宿
所

を
含

み
ま

す
。

た
だ

し
、

住
宅

宿
泊

事
業

法
　

　
　

に
基

づ
く
住

宅
宿

泊
事

業
（
民

泊
）
お

よ
び

国
家

　
　

　
戦

略
特

別
区

域
外

国
人

滞
在

施
設

経
営

事
業

　
　

　
（
特

区
民

泊
）
に

つ
い

て
は

、
生

活
衛

生
貸

付
の

　
　

　
対

象
外

と
な

り
ま

す
。

（
注

2
）
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
取

次
業

に
業

態
転

換
し

た
方

の
う

　
　

　
ち

、
一

定
の

要
件

に
該

当
す

る
方

も
対

象
と

な
り

　
　

　
ま

す
（
た

だ
し

、
設

備
資

金
・
運

転
資

金
と

も
4
,8

0
0

　
　

　
万

円
以

内
）
。

設
備

2
0
年

以
内

（
注

3
）

（
注

3
）
訪

日
外

国
人

　
　

　
旅

行
者

（
イ

ン
　

　
　

バ
ウ

ン
ド

）
対

応
　

　
　

に
必

要
な

設
備

　
　

　
資

金
で

あ
っ

て
、

　
　

　
店

舗
・
宿

泊
施

　
　

　
設

の
新

設
お

よ
　

　
　

び
増

改
築

に
か

　
　

　
か

る
も

の
に

つ
　

　
　

い
て

は
、

3
0
年

　
　

　
以

内

運
転

7
年

以
内

設
備

2
年

以
内

運
転

2
年

以
内

基
準

利
率

特
別

利
率

A
特

別
利

率
B

特
別

利
率

C
特

別
利

率
J

振 興 事 業 貸 付

振
興

事
業

貸
付

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。
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資
金

使
途

限
度

額
貸

付
期

間
（
う

ち
据

置
期

間
）

年
利

率
％

担
保

・
保

証
人

融
資

対
象

制
度

名
融

資
条

件
備

考

社
会

的
、

経
済

的
環

境
の

変
化

等
外

的
要

因
に

よ
り

、
一

時
的

に
売

上
の

減
少

等
業

況
悪

化
を

来
し

て
い

る
が

、
中

長
期

的
に

は
そ

の
業

況
が

回
復

し
発

展
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
方

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

1
.最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
売

上
高

が
前

期
も

し
く
は

前
々

期
に

比
べ

5
％

以
上

減
少

し
て

い
る

方
、

ま
た

は
最

近
3
ヵ

月
の

売
上

高
が

前
年

同
期

も
し

く
は

前
々

年
同

期
を

5
％

以
上

下
回

り
、

か
つ

、
今

後
も

売
上

の
減

少
が

見
込

ま
れ

る
方

2
.最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
純

利
益

額
ま

た
は

売
上

高
経

常
利

益
率

が
前

期
ま

た
は

前
々

期
に

比
べ

悪
化

し
て

い
る

方
3
.最

近
、

回
収

条
件

ま
た

は
支

払
条

件
が

0
.1

ヵ
月

以
上

悪
化

し
て

い
る

方
4
.社

会
的

な
要

因
に

よ
る

一
時

的
な

業
況

悪
化

に
よ

り
、

資
金

繰
り

に
著

し
い

支
障

を
来

し
て

い
る

方
、

ま
た

は
来

す
お

そ
れ

の
あ

る
方

5
.最

近
の

決
算

期
に

お
い

て
、

赤
字

幅
が

縮
小

し
た

も
の

の
税

引
前

損
益

ま
た

は
経

常
損

益
で

損
失

を
生

じ
て

い
る

方
6
.前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
利

益
準

備
金

お
よ

び
任

意
積

立
金

等
の

合
計

額
を

上
回

る
繰

越
欠

損
金

を
有

し
て

い
る

方
7
.前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
債

務
償

還
年

数
が

1
5
年

以
上

で
あ

る
方

運
転

資
金

5
,7

0
0
万

円
8
年

以
内

3
年

以
内

基
準

利
率

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

金
融

機
関

と
の

取
引

状
況

の
変

化
に

よ
り

、
一

時
的

に
資

金
繰

り
に

影
響

を
受

け
て

お
り

、
中

長
期

的
に

は
資

金
繰

り
が

改
善

し
経

営
が

安
定

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

方
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

1
.業

務
停

止
命

令
対

応
関

連
 取

引
金

融
機

関
が

業
務

停
止

命
令

を
受

け
た

方
2
.経

営
破

た
ん

状
態

対
応

関
連

 取
引

金
融

機
関

が
実

質
的

に
経

営
破

た
ん

の
状

態
な

ど
に

あ
る

方
3
.整

理
回

収
機

構
譲

渡
等

対
応

関
連

 取
引

金
融

機
関

か
ら

の
借

入
な

ど
が

株
式

会
社

整
理

回
収

機
構

（
R

C
C

）
に

譲
渡

さ
れ

た
方

な
ど

で
、

経
常

利
益

を
計

上
し

て
い

る
な

ど
、

業
況

が
順

調
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

方
4
.取

引
状

況
変

化
対

応
関

連
 経

営
状

況
が

悪
化

し
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
取

引
金

融
機

関
と

の
取

引
状

況
が

変
化

し
て

い
る

方
5
.金

融
不

安
等

対
応

関
連

 国
際

的
な

金
融

不
安

や
経

済
環

境
の

変
化

を
背

景
に

、
取

引
金

融
機

関
か

ら
次

の
（
1
）
か

ら
（
5
）
ま

で
の

い
ず

れ
か

の
要

請
ま

た
は

取
扱

い
を

受
け

て
い

る
方

で
あ

っ
て

、
当

該
取

引
金

融
機

関
と

の
取

引
に

お
い

て
、

返
済

等
に

問
題

が
な

い
方

 （
1
）
借

入
残

高
の

減
少

 （
2
）
約

定
し

た
返

済
条

件
を

超
え

る
弁

済
 （

3
）
当

座
預

金
の

解
約

 （
4
）
担

保
・
保

証
人

の
追

加
 （

5
）
借

入
金

利
の

引
上

げ

運
転

資
金

別
枠

4
,0

0
0

8
年

以
内

3
年

以
内

基
準

利
率

お
客

様
の

ご
要

望
を

伺
い

な
が

ら
ご

相
談

さ
せ

て
頂

き
ま

す
。

生 活 衛 生 貸 付

生
活

衛
生

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

貸
付

（
経

営
環

境
変

化
対

応
資

金
）

生
活

衛
生

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

貸
付

（
金

融
環

境
変

化
対

応
資

金
）

- 
30

 -



（
３

）
株

式
会

社
　

日
本

政
策

金
融

公
庫

　
農

林
水

産
事

業
（秋

田
支

店
：電

話
０

１
８

－
８

３
３

－
８

２
４

７
）

貸
付

の
相

手
方

限
度

額
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

％
担

保
・保

証
人

食
品

流
通

改
善

資
金

負
担

す
る

額
の

80
％

10
年

超
25

年
以

内
5年

以
内

〈一
般

〉
0.

70
～

1.
05

〈特
定

〉
0.

35
～

0.
70

負
担

す
る

額
の

70
％

（定
額

限
度

あ
り

）
0.

70
～

0.
71

負
担

す
る

額
の

80
％

0.
20

～
0.

21

【中
小

事
業

者
に

限
る

】
食

品
製

造
業

者
又

は
こ

れ
を

構
成

員
と

す
る

法
人

（事
業

協
同

組
合

等
）

10
年

超
15

年
以

内
0.

20
～

0.
21

農
林

漁
業

者
又

は
こ

れ
を

構
成

員
と

す
る

法
人

（農
業

協
同

組
合

等
）

15
年

以
内

0.
20

～
0.

21

【中
小

事
業

者
に

限
る

】
食

品
販

売
業

者
又

は
こ

れ
を

構
成

員
と

す
る

法
人

（事
業

協
同

組
合

等
）

負
担

す
る

額
の

80
％

10
年

超
15

年
以

内
0.

20
～

0.
21

農
林

漁
業

者
又

は
こ

れ
を

構
成

員
と

す
る

法
人

（農
業

協
同

組
合

等
）

15
年

以
内

0.
20

～
0.

21

新
規

用
途

事
業

等
資

金
【中

小
事

業
者

に
限

る
】

特
定

農
林

畜
水

産
物

を
原

料
又

は
材

料
と

し
て

使
用

す
る

製
造

又
は

加
工

の
事

業
を

営
む

者

負
担

す
る

額
の

80
％

10
年

超
15

年
以

内
3年

以
内

0.
70

～
0.

71

ご
相

談
の

う
え

、
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

制
度

名
融

資
対

象
融

資
条

件
備

考

卸 売 市 場 施 設

（近
代

化
事

業
）

卸
売

市
場

の
近

代
化

の
た

め
に

必
要

な
事

業
で

あ
っ

て
次

に
揚

げ
る

も
の

【中
小

企
業

者
に

限
る

】
開

設
者

（地
方

公
共

団
体

を
除

く
）、

卸
売

業
者

、
仲

卸
業

者
、

卸
売

業
者

・仲
卸

業
者

の
組

織
す

る
法

人

＊
左

記
の

金
利

は
平

成
３

０
年

４
月

１
８

日
現

在
の

も
の

で
す

。
（今

後
、

変
動

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

）

金
利

は
固

定
方

式
と

１
０

年
経

過
ご

と
見

直
し

方
式

が
あ

り
ま

す
。

適
用

金
利

は
、

ご
返

済
期

間
に

応
じ

て
異

な
り

ま
す

の
で

、
下

記
取

扱
店

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

下
さ

い
。

お
問

い
合

わ
せ

は
日

本
政

策
金

融
公

庫
秋

田
支

店
農

林
水

産
事

業
ま

で

②
卸

売
業

者
施

設
倉

庫
、

冷
蔵

庫
、

計
算

セ
ン

タ
ー

、
運

搬
機

械
、

処
理

加
工

施
設

、
事

務
用

機
械

、
従

業
員

宿
舎

又
は

場
内

事
務

所
の

改
良

､造
成

又
は

取
得

10
年

超
15

年
以

内
3年

以
内

③
仲

卸
業

者
施

設
倉

庫
、

冷
蔵

庫
、

計
算

セ
ン

タ
ー

、
配

達
セ

ン
タ

ー
、

運
搬

機
械

、
処

理
加

工
施

設
、

事
務

用
機

械
、

従
業

員
宿

舎
又

は
仲

卸
店

舗
設

備
の

改
良

､造
成

又
は

取
得

（機
能

高
度

化
事

業
）

食
品

流
通

構
造

改
善

促
進

法
第

６
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
認

定
計

画
に

基
づ

い
て

行
な

う
卸

売
市

場
機

能
高

度
化

事
業

の
実

施
に

必
要

な
事

業
で

あ
っ

て
次

に
揚

げ
る

も
の

①
品

質
管

理
保

全
施

設
、

低
温

輸
送

車
、

自
動

仕
分

け
・搬

送
保

管
施

設
、

加
工

・調
製

施
設

又
は

包
装

・こ
ん

包
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得
②

情
報

処
理

施
設

の
改

良
、

造
成

若
し

く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得 ③
卸

売
業

者
が

他
の

卸
売

業
者

か
ら

、
又

は
仲

卸
業

者
が

他
の

仲
卸

業
者

か
ら

営
業

を
譲

り
受

け
る

こ
と

に
伴

う
当

該
卸

売
業

務
又

は
仲

卸
業

務
に

係
る

施
設

の
取

得
又

は
特

別
の

費
用

の
支

出
若

し
く
は

権
利

の
取

得
④

卸
売

市
場

の
業

者
間

の
資

本
提

携
に

よ
る

支
配

関
係

の
構

築
の

た
め

の
出

資

（食
品

生
産

製
造

提
携

事
業

施
設

）
食

品
流

通
構

造
改

善
促

進
法

第
６

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

認
定

計
画

に
基

づ
い

て
行

う
食

品
生

産
製

造
等

提
携

事
業

の
実

施
に

必
要

な
事

業
で

あ
っ

て
次

に
掲

げ
る

も
の

①
農

林
水

産
物

の
生

産
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
、

取
得

②
農

林
水

産
物

の
生

産
に

必
要

な
共

同
利

用
施

設
の

改
良

、
造

成
、

取
得

負
担

す
る

額
の

80
％

3年
以

内

③
農

地
所

有
適

格
法

人
へ

の
出

資
④

農
林

漁
業

関
連

の
事

業
を

行
う

法
人

設
立

の
た

め
の

共
同

出
資

⑤
農

林
漁

業
者

等
が

行
う

食
品

の
製

造
又

は
加

工
に

係
る

事
業

用
資

産
の

取
得

⑥
上

記
①

～
⑤

ま
で

の
農

林
漁

業
投

資
と

併
せ

て
行

う
加

工
食

品
の

製
造

・流
通

施
設

の
改

良
、

造
成

、
取

得

（食
品

生
産

販
売

提
携

事
業

施
設

）
食

品
流

通
構

造
改

善
促

進
法

第
６

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

認
定

計
画

に
基

づ
い

て
行

う
食

品
生

産
製

造
等

提
携

事
業

の
実

施
に

必
要

な
事

業
で

あ
っ

て
次

に
掲

げ
る

も
の

①
食

品
の

鮮
度

の
保

持
そ

の
他

の
品

質
の

管
理

を
適

確
か

つ
効

率
的

に
行

う
の

に
必

要
な

集
出

荷
施

設
、

処
理

加
工

施
設

、
保

管
配

送
施

設
、

販
売

施
設

又
は

情
報

処
理

施
設

の
改

良
、

造
成

若
し

く
は

取
得 ②

品
質

の
優

れ
た

食
品

の
販

売
に

係
る

業
務

に
必

要
な

処
理

加
工

施
設

、
販

売
施

設
又

は
情

報
処

理
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

で
あ

っ
て

、
①

に
掲

げ
る

施
設

の
改

良
、

造
成

若
し

く
は

取
得

と
併

せ
て

行
う

も
の

3年
以

内

特
定

農
林

畜
水

産
物

に
つ

い
て

行
う

新
規

の
用

途
又

は
加

工
原

材
料

用
の

新
品

種
の

採
用

に
係

る
事

業
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得

＜
特

定
農

林
畜

水
産

物
＞

(農
産

物
)米

、
麦

、
う

ん
し

ゅ
う

み
か

ん
、

う
ん

し
ゅ

う
み

か
ん

以
外

の
か

ん
き

つ
類

、
り

ん
ご

、
て

ん
菜

、
さ

と
う

き
び

、
こ

ん
に

ゃ
く

  
  

  
  

芋
、

か
ん

し
ょ

、
ば

れ
い

し
ょ

、
小

豆
､い

ん
げ

ん
､落

花
生

、
た

ま
ね

ぎ
、

ト
マ

ト
、

ア
ス

パ
ラ

ガ
ス

、
ス

イ
ー

ト
コ

ー
ン

(林
産

物
)間

伐
に

係
る

ス
ギ

・ヒ
ノ

キ
・マ

ツ
、

し
い

た
け

(畜
産

物
)生

乳
、

豚
肉

、
鶏

肉
、

鶏
卵

(水
産

物
)し

ろ
ざ

け
、

か
つ

お
、

い
か

①
卸

売
市

場
施

設
卸

売
市

場
の

業
務

に
必

要
な

施
設

(場
内

運
搬

機
械

以
外

の
運

搬
機

械
を

除
く
)の

改
良

､造
成

又
は

取
得

-
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貸
付

の
相

手
方

限
度

額
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

％
担

保
・保

証
人

制
度

名
融

資
対

象
融

資
条

件
備

考

中
山

間
地

域
活

性
化

資
金

【中
小

事
業

者
に

限
る

】
①

中
山

間
地

域
農

林
畜

水
産

物
を

原
料

又
は

材
料

と
し

て
使

用
す

る
製

造
又

は
加

工
を

行
う

事
業

者
（諸

条
件

あ
り

）
②

中
山

間
地

域
農

林
畜

水
産

物
又

は
そ

の
加

工
品

の
集

荷
、

販
売

又
は

提
供

を
行

う
事

業
者

（諸
条

件
あ

り
）

ご
相

談
の

う
え

、
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

【中
小

企
業

者
に

限
る

】
中

山
間

地
域

内
に

お
い

て
、

農
地

、
森

林
そ

の
他

の
農

林
漁

業
資

源
を

公
衆

の
保

健
の

用
に

供
す

る
た

め
の

施
設

で
あ

っ
て

農
林

漁
業

の
振

興
に

資
す

る
も

の
を

設
置

す
る

者

農
業

、
林

業
又

は
漁

業
を

営
む

者
の

組
織

す
る

法
人

25
年

以
内

8年
以

内
期

間
に

関
わ

ら
ず

0.
30

特
定

農
産

加
工

資
金

【中
小

企
業

者
に

限
る

】
特

定
農

産
加

工
業

又
は

関
連

農
産

加
工

業
を

営
む

者
及

び
こ

れ
を

構
成

員
と

す
る

事
業

協
同

組
合

等

負
担

す
る

額
の

80
％

10
年

超
15

年
以

内
3年

以
内

（加
工

流
通

施
設

）
次

の
事

業
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得
①

新
商

品
又

は
新

技
術

の
研

究
開

発
又

は
利

用
②

需
要

の
開

拓
＜

需
要

の
開

拓
に

必
要

な
施

設
＞

ア
ン

テ
ナ

シ
ョ

ッ
プ

、
展

示
場

等
中

山
間

地
域

農
林

畜
水

産
物

又
は

そ
の

加
工

品
の

新
た

な
需

要
の

創
出

又
は

需
要

の
拡

大
の

た
め

に
必

要
と

な
る

施
設

負
担

す
る

額
の

80
％

10
年

超
15

年
以

内
3年

以
内

（生
産

環
境

施
設

）
中

山
間

地
域

内
に

お
け

る
農

林
漁

業
活

動
管

理
休

養
施

設
、

多
目

的
研

修
集

会
施

設
、

農
林

漁
業

従
事

者
健

康
増

進
施

設
、

農
林

漁
業

集
落

総
合

施
設

、
農

山
漁

村
広

場
施

設
、

農
林

漁
業

技
術

拠
点

施
設

、
農

林
漁

業
情

報
連

絡
施

設
、

農
林

漁
業

廃
棄

物
処

理
施

設
、

農
山

漁
村

生
活

廃
棄

物
処

理
施

設
、

簡
易

給
排

水
施

設
、

生
活

安
全

保
護

施
設

、
融

雪
・除

雪
施

設
、

集
落

道
、

農
林

漁
業

施
設

関
連

道
又

は
駐

車
施

設
の

改
良

、
造

成
、

復
旧

又
は

取
得

た
だ

し
、

資
本

市
場

か
ら

の
調

達
が

困
難

な
も

の
に

限
る

。

特
定

農
産

加
工

業
経

営
改

善
臨

時
措

置
法

に
基

づ
く
「承

認
計

画
」に

基
づ

い
て

行
う

次
に

掲
げ

る
事

業
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

①
に

掲
げ

る
事

業
に

必
要

な
特

別
の

費
用

の
支

出
若

し
く
は

権
利

の
取

得
①

新
商

品
・新

技
術

の
研

究
開

発
又

は
利

用
②

事
業

の
転

換
③

生
産

の
共

同
化

、
合

併
④

営
業

の
全

部
若

し
く
は

重
要

部
分

の
譲

渡
、

譲
受

け
そ

の
他

こ
れ

に
準

じ
る

も
の

融
資

額
の

う
ち

2億
7,

00
0万

円
ま

で
0.

20
～

0.
21

2億
7,

00
0万

円
超

0.
35

～
0.

36

＜
特

定
農

産
加

工
業

者
＞

●
か

ん
き

つ
果

汁
製

造
業

●
非

か
ん

き
つ

果
汁

製
造

業
●

パ
イ

ン
ア

ッ
プ

ル
缶

詰
製

造
業

●
こ

ん
に

ゃ
く
粉

製
造

業
●

ト
マ

ト
加

工
品

製
造

業
●

甘
し

ょ
で

ん
粉

製
造

業
●

馬
鈴

し
ょ

で
ん

粉
製

造
業

●
米

加
工

品
製

造
業

●
麦

加
工

品
製

造
業

(パ
ス

タ
製

造
業

を
含

　
む

)
●

砂
糖

製
造

業
●

菓
子

製
造

業
（チ

ョ
コ

レ
ー

ト
製

造
業

、
　

キ
ャ

ン
デ

ー
製

造
業

及
び

ビ
ス

ケ
ッ

ト
製

　
造

業
に

限
る

）
●

乳
製

品
製

造
業

●
牛

肉
調

整
品

製
造

業
●

豚
肉

調
整

品
製

造
業

＜
関

連
農

産
加

工
業

者
＞

●
果

実
加

工
食

品
製

造
業

（か
ん

き
つ

果
汁

製
造

業
、

非
か

ん
き

つ
果

汁
製

造
業

、
パ

イ
ン

　
ア

ッ
プ

ル
缶

詰
製

造
業

及
び

菓
子

製
造

業
を

除
く
）

●
こ

ん
に

ゃ
く
製

品
製

造
業

●
甘

し
ょ

加
工

食
品

製
造

業
●

馬
鈴

し
ょ

加
工

食
品

製
造

業
●

米
菓

製
造

業
●

み
そ

製
造

業
（米

又
は

麦
を

原
材

料
と

す
る

も
の

に
限

る
）

●
し

ょ
う

ゆ
製

造
業

●
め

ん
製

造
業

（小
麦

粉
を

原
材

料
と

す
る

も
の

に
限

る
）

●
パ

ン
製

造
業

●
せ

ん
べ

い
製

造
業

（小
麦

粉
を

原
材

料
と

し
て

使
用

し
て

い
る

も
の

に
限

る
）

●
冷

凍
冷

蔵
食

品
製

造
業

（生
乳

又
は

乳
製

品
を

原
材

料
と

す
る

も
の

に
限

り
、

乳
製

品
製

　
造

業
を

除
く
。

）
●

牛
肉

・豚
肉

以
外

の
食

肉
調

整
品

製
造

業

融
資

額
の

う
ち

2億
7,

00
0万

円
ま

で
0.

20
～

0.
21

2億
7,

00
0万

円
超

0.
45

～
0.

46

（保
健

機
能

増
進

施
設

）
中

山
間

地
域

内
に

お
い

て
、

農
地

、
森

林
そ

の
他

の
農

林
漁

業
資

源
を

公
衆

の
保

健
の

用
に

供
す

る
た

め
の

施
設

で
あ

っ
て

農
林

漁
業

の
振

興
に

資
す

る
も

の
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

当
該

施
設

を
設

置
す

る
た

め
の

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得

-
 
3
2
 
-



貸
付

の
相

手
方

限
度

額
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

％
担

保
・保

証
人

制
度

名
融

資
対

象
融

資
条

件
備

考

食
品

産
業

品
質

管
理

高
度

化
促

進
資

金
（Ｈ

Ａ
Ｃ

Ｃ
Ｐ

資
金

）
【中

小
企

業
者

に
限

る
】

食
品

の
製

造
又

は
加

工
の

事
業

を
行

う
者

で
あ

っ
て

、
認

定
高

度
化

計
画

に
従

っ
て

製
造

過
程

の
管

理
の

高
度

化
を

行
う

の
に

必
要

な
施

設
整

備
の

事
業

又
は

認
定

高
度

化
基

盤
整

備
計

画
に

従
っ

て
高

度
化

基
盤

整
備

を
行

う
の

に
必

要
な

施
設

整
備

の
事

業
を

実
施

す
る

者
（諸

条
件

あ
り

）

負
担

す
る

額
の

80
％

又
は

20
億

円
の

い
ず

れ
か

低
い

額
。

な
お

､対
象

事
業

④
の

生
産

施
設

の
事

業
費

に
つ

い
て

は
，

既
存

処
理

能
力

相
当

分
の

事
業

費
の

1.
5倍

又
は

業
界

の
標

準
的

な
事

業
費

（対
象

事
業

①
～

③
の

合
計

額
の

範
囲

内
）が

　
融

資
対

象
事

業
費

の
上

限
。

10
年

超
15

年
以

内
3年

以
内

融
資

額
の

う
ち

2億
7,

00
0万

円
ま

で
（但

し
④

に
係

る
融

資
を

除
く
）

0.
20

～
0.

21
2億

7,
00

0万
円

超
及

び
④

に
係

る
融

資
0.

35
～

0.
36

ご
相

談
の

う
え

、
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

食
品

安
定

供
給

施
設

整
備

資
金

負
担

す
る

額
の

40
％

＜
一

般
＞

0.
55

～
0.

56
＜

特
定

事
業

＞
0.

40
～

0.
41

0.
20

～
0.

21

1.
00

～
1.

00

負
担

す
る

額
の

80
％

負
担

す
る

額
の

40
％

北
海

道
・東

北
地

方
(新

潟
県

を
含

む
)で

実
施

さ
れ

る
場

合
の

特
例

負
担

す
る

額
の

70
％

10
年

超
15

年
以

内

（米
穀

新
用

途
促

進
）

（米
穀

の
新

用
途

促
進

）の
①

又
は

②
に

掲
げ

る
施

設
の

改
良

、
造

成
、

又
は

取
得

に
関

連
し

て
必

要
と

な
る

費
用

の
支

出
（立

ち
上

が
り

支
援

）

＜
一

般
＞

0.
70

～
0.

71
＜

特
定

事
業

＞
0.

40
～

0.
41

(食
品

流
通

対
策

)
食

品
の

流
通

機
能

の
高

度
化

又
は

食
品

の
流

通
に

お
け

る
高

度
な

品
質

管
理

を
行

う
事

業
（食

品
の

製
造

又
は

加
工

に
関

す
る

も
の

に
限

る
。

）に
必

要
な

施
設

の
改

良
、

造
成

又
は

取
得

(新
規

事
業

育
成

)
食

品
の

製
造

又
は

加
工

の
分

野
に

お
い

て
実

施
さ

れ
る

新
規

事
業

で
、

高
度

か
つ

独
自

の
技

術
を

有
し

一
定

の
条

件
を

満
た

し
て

い
る

者
が

、
特

定
の

事
業

を
実

施
す

る
た

め
の

企
業

化
開

発
段

階
以

降
の

技
術

開
発

に
係

る
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得 （米
穀

新
用

途
利

用
促

進
）

米
穀

の
新

用
途

へ
の

利
用

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
３

項
に

規
定

す
る

認
定

生
産

製
造

連
携

事
業

計
画

に
基

づ
い

て
行

う
次

に
掲

げ
る

事
業

①
食

品
又

は
飼

料
の

原
料

又
は

材
料

と
し

て
利

用
す

る
米

穀
の

配
送

、
受

入
れ

、
保

管
又

は
供

給
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
又

は
取

得
②

米
穀

を
原

料
又

は
材

料
と

し
て

利
用

す
る

食
品

又
は

飼
料

の
製

造
、

加
工

又
は

流
通

に
必

要
な

施
設

の
改

良
、

造
成

又
は

取
得

③
米

穀
を

原
料

又
は

材
料

と
し

て
利

用
す

る
食

品
又

は
飼

料
の

需
要

の
拡

大
に

資
す

る
企

業
化

開
発

段
階

以
降

の
高

度
な

新
技

術
の

研
究

開
発

又
は

当
該

新
技

術
の

利
用

を
伴

う
新

商
品

の
開

発
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得

3年
以

内

食
品

の
製

造
過

程
の

管
理

の
高

度
化

に
関

す
る

臨
時

措
置

法
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
認

定
を

受
け

た
製

造
過

程
の

管
理

の
高

度
化

に
関

す
る

計
画

（同
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

変
更

の
認

定
を

受
け

た
も

の
を

含
む

（認
定

高
度

化
計

画
）。

）に
従

っ
て

製
造

過
程

の
管

理
の

高
度

化
又

は
同

法
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
認

定
を

受
け

た
高

度
化

基
盤

整
備

に
関

す
る

計
画

（同
法

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
変

更
の

認
定

を
受

け
た

も
の

を
含

む
（認

定
高

度
化

基
盤

整
備

計
画

）。
）に

従
っ

て
高

度
化

基
盤

整
備

を
行

う
の

に
必

要
な

次
に

掲
げ

る
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

当
該

施
設

の
利

用
に

必
要

な
特

別
の

費
用

の
支

出
若

し
く
は

権
利

の
取

得

①
交

差
汚

染
防

止
や

清
浄

度
別

の
区

画
の

分
離

を
行

う
た

め
の

隔
壁

、
埃

対
策

上
必

要
な

陽
圧

化
等

を
行

う
た

め
の

空
調

施
設

、
排

水
施

設
等

の
整

備
に

対
応

し
た

建
物

②
衛

生
施

設
、

前
室

(エ
ア

シ
ャ

ワ
ー

付
き

)等
の

衛
生

管
理

設
備

③
自

動
式

記
録

計
等

の
監

視
制

御
シ

ス
テ

ム
の

た
め

の
機

械
・設

備
④

①
～

③
と

併
せ

て
一

体
的

に
導

入
す

る
生

産
施

設

(再
資

源
化

対
策

)
動

植
物

性
残

さ
(食

品
の

製
造

､加
工

に
よ

っ
て

生
じ

た
も

の
に

限
る

)を
原

材
料

と
し

て
利

用
す

る
事

業
に

必
要

な
加

工
、

運
搬

、
貯

蔵
又

は
回

収
の

た
め

の
施

設
及

び
関

連
施

設
の

改
良

､造
成

又
は

取
得

【中
小

事
業

者
に

限
る

】
食

品
若

し
く
は

飼
料

の
製

造
、

加
工

若
し

く
は

流
通

の
事

業
を

営
む

者
又

は
こ

れ
ら

の
者

の
組

織
す

る
法

人
（諸

条
件

あ
り

） -
 
3
3
 
-



貸
付

の
相

手
方

限
度

額
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

％
担

保
・保

証
人

制
度

名
融

資
対

象
融

資
条

件
備

考

ご
相

談
の

う
え

、
決

め
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

塩
業

資
金

塩
を

製
造

す
る

者
負

担
す

る
額

の
80

％
一

定
規

模
以

上
の

会
社

が
行

う
事

業
負

担
す

る
額

の
40

％

20
年

以
内

3年
以

内
0.

70
～

0.
71

水
産

加
工

資
金

①
農

林
水

産
大

臣
が

指
定

し
た

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

い
て

、
指

定
水

産
動

植
物

を
原

材
料

と
す

る
食

用
水

産
加

工
品

に
つ

い
て

行
う

次
に

掲
げ

る
事

業
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
、

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得
(a

)製
造

又
は

加
工

の
共

同
化

（施
設

の
共

同
化

又
は

加
工

団
地

へ
の

移
転

）、
原

材
料

又
は

製
品

の
転

換
、

合
併

又
は

営
業

の
譲

受
け

(b
)新

製
品

・新
技

術
の

開
発

又
は

導
入

＜
指

定
水

産
動

植
物

＞
あ

き
さ

け
、

あ
じ

、
い

か
な

ご
、

い
わ

し
、

か
つ

お
、

か
れ

い
、

さ
ば

、
さ

め
、

さ
ん

ま
、

す
け

と
う

だ
ら

、
た

い
、

ぶ
り

、
ほ

っ
け

、
ま

ぐ
ろ

、
ま

だ
ら

、
い

か
、

た
こ

、
か

き
、

ほ
た

て
が

い
、

海
藻

類

【中
小

企
業

者
に

限
る

】
①

水
産

加
工

業
を

営
む

者
②

水
産

業
協

同
組

合
及

び
中

小
企

業
等

協
同

組
合

負
担

す
る

額
の

80
％

③
農

林
水

産
大

臣
が

指
定

し
た

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

い
て

、
食

用
に

通
常

供
さ

れ
な

い
指

定
水

産
動

植
物

の
部

位
と

し
て

農
林

水
産

大
臣

が
指

定
し

た
も

の
を

原
材

料
と

す
る

非
食

用
水

産
加

工
品

の
製

造
又

は
加

工
の

事
業

に
必

要
な

施
設

の
改

良
、

造
成

若
し

く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得
＜

食
用

に
通

常
供

さ
れ

な
い

指
定

水
産

動
植

物
の

部
位

＞
①

魚
類

（あ
き

さ
け

、
あ

じ
、

い
か

な
ご

、
い

わ
し

、
か

つ
お

、
か

れ
い

、
さ

ば
、

さ
ん

ま
、

す
け

と
う

だ
ら

、
た

い
、

ぶ
り

、
ほ

っ
け

、
ま

ぐ
ろ

及
び

ま
だ

ら
に

限
る

。
）　

骨
、

皮
、

臓
器

、
ひ

れ
、

う
ろ

こ
及

び
頭

部
②

頭
足

類
（い

か
及

び
た

こ
に

限
る

。
）　

臓
器

③
貝

類
（か

き
及

び
ほ

た
て

が
い

に
限

る
。

）　
殻

及
び

臓
器

④
海

藻
類

　
根

及
び

茎

＜
農

林
水

産
大

臣
が

指
定

し
た

都
道

府
県

＞
北

海
道

、
青

森
県

、
岩

手
県

、
宮

城
県

、
秋

田
県

、
山

形
県

、
福

島
県

、
茨

城
県

、
栃

木
県

、
群

馬
県

、
埼

玉
県

、
千

葉
県

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

新
潟

県
、

富
山

県
、

石
川

県
、

福
井

県
、

山
梨

県
、

長
野

県
、

岐
阜

県
、

静
岡

県
、

愛
知

県
、

三
重

県
、

滋
賀

県
、

京
都

府
、

大
阪

府
、

兵
庫

県
、

奈
良

県
、

和
歌

山
県

、
鳥

取
県

、
島

根
県

、
岡

山
県

、
広

島
県

、
山

口
県

、
徳

島
県

、
香

川
県

、
愛

媛
県

、
高

知
県

、
福

岡
県

、
佐

賀
県

、
長

崎
県

、
熊

本
県

、
大

分
県

、
宮

崎
県

及
び

鹿
児

島
県

製
塩

施
設

の
改

良
、

造
成

又
は

取
得

た
だ

し
、

資
本

市
場

か
ら

の
調

達
が

困
難

な
も

の
に

限
る

。

10
年

超
15

年
以

内
3年

以
内

＜
一

般
＞

0.
35

～
0.

36
＜

特
定

事
業

＞
融

資
額

の
う

ち
1億

2,
00

0万
円

ま
で

の
部

分
に

限
り

0.
20

～
0.

21

②
未

利
用

又
は

利
用

の
程

度
が

低
い

水
産

動
植

物
と

し
て

農
林

水
産

大
臣

が
指

定
し

た
も

の
の

食
用

水
産

加
工

品
の

原
材

料
と

し
て

の
利

用
が

相
当

程
度

促
進

さ
れ

る
と

見
込

ま
れ

る
都

道
府

県
と

し
て

農
林

水
産

大
臣

が
指

定
し

た
も

の
の

区
域

内
に

お
い

て
、

当
該

水
産

動
植

物
を

原
材

料
と

す
る

食
用

水
産

加
工

品
の

製
造

又
は

加
工

の
事

業
に

必
要

な
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得
　

（注
）　

「未
利

用
又

は
利

用
の

程
度

が
低

い
水

産
動

植
物

と
し

て
農

林
水

産
大

臣
が

指
定

し
　

　
　

　
た

も
の

」及
び

「食
用

水
産

加
工

品
の

原
材

料
と

し
て

利
用

が
相

当
程

度
促

進
さ

れ
る

　
　

　
　

と
見

込
ま

れ
る

都
道

府
県

と
し

て
農

林
水

産
大

臣
が

指
定

し
た

も
の

」と
は

、
施

行
令

　
　

　
　

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
し

た
水

産
動

植
物

及
び

都
道

府
県

で
あ

り
、

次
　

　
　

　
の

各
号

に
掲

げ
る

水
産

動
植

物
の

種
類

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
掲

げ
る

都
道

府
県

で
あ

　
　

　
　

る
。

　
　

　
　

１
　

う
ば

が
い

　
北

海
道

及
び

青
森

県
　

　
　

　
２

　
え

い
　

北
海

道
　

　
　

　
３

　
え

そ
　

愛
媛

県
及

び
山

口
県

　
　

　
　

４
　

お
き

あ
み

　
岩

手
県

及
び

宮
城

県
　

　
　

　
５

　
こ

の
し

ろ
　

千
葉

県
及

び
熊

本
県

　
　

　
　

６
　

し
い

ら
　

富
山

県
及

び
高

知
県

　
　

　
　

７
　

と
び

う
お

　
長

崎
県

及
び

鹿
児

島
県

　
　

　
　

８
　

に
ぎ

す
　

石
川

県
　

　
　

　
９

　
に

し
ん

　
北

海
道

　
　

　
　

10
　

は
た

は
た

　
秋

田
県

、
石

川
県

、
兵

庫
県

及
び

鳥
取

県
　

　
　

　
11

　
ほ

や
　

北
海

道
及

び
宮

城
県

-
 
3
4
 
-



貸
付

の
相

手
方

限
度

額
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

％
担

保
・保

証
人

制
度

名
融

資
対

象
融

資
条

件
備

考

農
業

競
争

力
強

化
支

援
資

金
【中

小
企

業
者

に
限

る
】

認
定

事
業

再
編

計
画

に
基

づ
い

て
事

業
再

編
を

実
施

す
る

者
で

あ
っ

て
次

に
掲

げ
る

も
の

（注
）

  
①

農
産

物
（農

産
物

を
原

材
料

と
し

て
製

造
し

、
又

は
加

工
し

た
も

の
を

含
む

。
以

下
本

資
金

に
お

い
て

同
じ

。
）の

卸
売

若
し

く
は

小
売

又
は

農
産

物
を

原
材

料
と

し
て

使
用

す
る

製
造

若
し

く
は

加
工

の
事

業
を

行
う

者   
②

飼
料

の
生

産
又

は
販

売
の

事
業

を
行

う
者

負
担

す
る

額
の

80
％

20
年

以
内

3年
以

内
0.

20
～

0.
21

  
　

農
業

競
争

力
強

化
支

援
法

（平
成

29
年

法
律

第
35

号
。

以
下

本
資

金
に

お
い

て
「法

」と
い

う
。

）第
19

条
第

２
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
再

編
計

画
（以

下
「認

定
事

業
再

編
計

画
」と

い
う

。
）に

基
づ

い
て

行
う

事
業

再
編

の
実

施
に

必
要

な
事

業
で

あ
っ

て
次

に
掲

げ
る

も
の

  
①

　
施

設
の

改
良

、
造

成
若

し
く
は

取
得

又
は

特
別

の
費

用
の

支
出

若
し

く
は

権
利

の
取

得
  

②
　

他
の

事
業

者
の

株
式

若
し

く
は

持
分

の
取

得
又

は
他

の
事

業
者

と
の

資
本

提
携

に
よ

る
支

配
関

係
の

構
築

の
た

め
の

出
資

（注
）　

認
定

事
業

再
編

計
画

に
基

づ
い

て
事

業
再

編
を

実
施

す
る

者
で

あ
っ

て
、

貸
付

の
相

手
方

①
及

び
②

に
掲

げ
る

も
の

と
は

、
法

第
２

条
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

農
業

競
争

力
強

化
支

援
法

施
行

規
則

（平
成

29
年

農
林

水
産

省
・経

済
産

業
省

令
第

１
号

）第
２

条
で

定
め

る
事

業
分

野
に

属
す

る
次

に
掲

げ
る

事
業

を
行

う
も

の
を

い
う

。
（１

）配
合

飼
料

製
造

事
業

（２
）米

穀
卸

売
事

業
、

生
鮮

食
料

品
卸

売
事

業
そ

の
他

の
飲

食
料

品
（花

き
を

含
む

。
以

下
本

資
金

に
お

い
て

同
じ

。
）の

卸
売

事
業

（３
）飲

食
料

品
の

小
売

事
業

（４
）小

麦
粉

製
造

事
業

、
牛

乳
・乳

製
品

製
造

事
業

そ
の

他
の

飲
食

料
品

の
製

造
事

業

-
 
3
5
 
-



（４
）株

式
会

社
　

商
工

組
合

中
央

金
庫

（株
式

会
社

商
工

組
合

中
央

金
庫

秋
田

支
店

：電
話

０
１

８
－

８
３

３
－

８
５

３
１

）

　
　

　
　

　
　

　
融

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

資
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
条

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

件
備

考

資
金

使
途

限
度

額
（
万

円
）

貸
付

期
間

据
置

期
間

年
利

率
％

担
保

･保
証

人

貸
付

内
容

に
よ

る
貸

付
内

容
に

よ
る

返
済

方
法

は
貸

付
内

容
に

よ
る

申
込

は
金

庫
又

は
代

理
店

（
県

内
信

用
組

合
）

技
術

的
水

準
が

高
い

又
は

製
品

・
サ

ー
ビ

ス
に

特
色

を
有

す
る

等
の

新
た

な
事

業
を

行
う

中
小

企
業

で
、

当
金

庫
の

新
事

業
審

査
委

員
会

で
新

規
性

を
認

定
し

た
中

小
企

業
者

新
た

な
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

､運
転

資
金

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
1
5
年

以
内

運
転

7
年

以
内

・
経

営
革

新
計

画
の

承
認

を
受

け
た

中
小

企
業

者
・
経

営
向

上
計

画
に

つ
い

て
当

金
庫

よ
り

承
認

を
受

け
た

中
小

企
業

者
・
産

業
活

力
再

生
特

別
措

置
法

に
基

づ
き

経
営

資
源

再
活

用
計

画
の

認
定

  
を

受
け

た
中

小
企

業
者

・
中

小
企

業
新

事
業

活
動

促
進

法
に

基
づ

く
特

定
業

種
に

属
す

る
、

又
は

同
法

に
　

基
づ

く
経

営
基

盤
強

化
計

画
に

従
っ

て
事

業
を

行
う

中
小

業
者

・
新

連
携

計
画

の
承

認
を

受
け

た
中

小
企

業
者

・
第

二
創

業
（
経

営
多

角
化

、
事

業
転

換
）
を

図
る

中
小

企
業

者

経
営

革
新

、
経

営
の

向
上

、
経

営
資

源
再

活
用

事
業

、
経

営
基

盤
強

化
、

新
連

携
計

画
に

係
る

事
業

、
第

二
創

業
の

た
め

に
必

要
な

設
備

資
金

、
運

転
資

金

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
原

則
1
5
年

以
内

運
転

原
則

5
年

以
内

①
中

小
企

業
に

よ
る

地
域

産
業

資
源

を
活

用
し

た
事

業
活

動
の

促
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

、
経

済
産

業
大

臣
か

ら
地

域
産

業
資

源
活

用
事

業
計

画
の

認
定

を
受

け
た

中
小

企
業

者 ②
中

小
企

業
者

と
農

林
漁

業
者

と
の

連
携

に
よ

る
事

業
活

動
の

促
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

、
農

商
工

連
携

事
業

計
画

の
認

定
を

受
け

た
中

小
企

業
者

地
域

産
業

資
源

活
用

事
業

計
画

、
農

商
工

連
携

事
業

計
画

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
、

運
転

資
金

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
原

則
1
5
年

以
内

運
転

原
則

5
年

以
内

企
業

立
地

の
促

進
等

に
よ

る
地

域
に

お
け

る
産

業
集

積
の

形
成

及
び

活
性

化
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き
、

都
道

府
県

知
事

か
ら

企
業

立
地

計
画

又
は

事
業

高
度

化
計

画
の

承
認

を
受

け
た

中
小

企
業

者

企
業

立
地

計
画

、
事

業
高

度
化

計
画

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
、

運
転

資
金

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
原

則
1
5
年

以
内

運
転

原
則

5
年

以
内

異
常

な
自

然
現

象
等

に
よ

り
生

じ
る

被
害

又
は

武
力

攻
撃

災
害

の
影

響
を

受
け

た
直

接
被

災
を

受
け

た
事

業
者

、
及

び
間

接
的

に
被

害
を

受
け

た
事

業
者

既
存

事
業

設
備

の
復

旧
に

必
要

な
設

備
資

金
、

災
害

の
影

響
に

よ
り

生
じ

た
不

足
運

転
資

金
（
長

期
・
短

期
）

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
2
0
年

以
内

運
転

1
0
年

以
内

過
去

に
事

業
に

失
敗

し
た

経
歴

の
あ

る
経

営
者

の
方

で
、

再
度

事
業

経
営

に
チ

ャ
レ

ン
ジ

す
る

た
め

新
た

に
開

業
す

る
事

業
者

又
は

開
業

後
概

ね
５

年
以

内
の

事
業

者
事

業
立

ち
上

げ
に

再
チ

ャ
レ

ン
ジ

す
る

た
め

に
必

要
と

す
る

設
備

資
金

、
長

期
・
短

期
運

転
資

金
（
含

む
手

形
割

引
）

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
1
5
年

以
内

運
転

7
年

以
内

資
金

使
途

、
対

象
者

の
財

務
状

況
、

貸
付

期
間

、
担

保
免

除
割

合
に

よ
り

貸
付

利
率

が
異

な
る

総 合 支 援 施 策 に 基 づ く 融 資 制 度

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
原

則
1
5
年

以
内

運
転

原
則

1
0
年

以
内

設
備

2
年

以
内

運
転

1
年

以
内

貸
付

内
容

に
よ

る

企
業

立
地

促
進

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

3
年

以
内

運
転

1
年

以
内

設
備

3
年

以
内

運
転

3
年

以
内

設
備

5
年

以
内

運
転

2
年

以
内

制
度

名
融

資
対

象

証
書

貸
付

手
形

割
引

手
形

貸
付

当
座

貸
越

株
主

で
あ

る
次

の
中

小
企

業
団

体
及

び
構

成
員

（
貸

金
業

、
遊

興
娯

楽
的

事
業

を
除

く
）
。

ま
た

こ
れ

ら
の

海
外

現
地

法
人

及
び

協
同

出
資

会
社

、
第

三
セ

ク
タ

ー
。

①
事

業
協

同
組

合
②

事
業

協
同

小
組

合
③

火
災

共
済

協
同

組
合

④
信

用
協

同
組

合
⑤

企
業

組
合

⑥
協

同
組

合
連

合
会

⑦
協

業
組

合
⑧

商
工

組
合

・
同

連
合

会
⑨

商
店

街
振

興
組

合
・
同

連
合

会
⑩

生
活

衛
生

同
業

組
合

・
同

連
合

会
⑪

生
活

衛
生

同
業

小
組

合
⑫

酒
造

組
合

・
同

連
合

会
・
同

中
央

会
⑬

酒
販

組
合

・
同

連
合

会
・
同

中
央

会
⑭

内
航

海
運

組
合

・
同

連
合

会
⑮

輸
出

組
合

・
輸

入
組

合
・
輸

出
入

組
合

⑯
市

街
地

再
開

発
組

合
⑰

協
業

化
法

人

新
事

業
育

成
資

金

設
備

2
年

以
内

運
転

1
年

以
内

設
備

2
年

以
内

運
転

1
年

以
内

災
害

復
旧

資
金

新
事

業
活

動
促

進
資

金

地
域

資
源

農
商

工
連

携
支

援
資

金 再
チ

ャ
レ

ン
ジ

支
援

貸
付
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件
備

考

資
金

使
途

限
度

額
（
万

円
）

貸
付

期
間

据
置

期
間

年
利

率
％

担
保

･保
証

人
制

度
名

融
資

対
象

（
財

）
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
セ

ン
タ

ー
、

地
公

体
、

Ｅ
Ｓ

Ｃ
Ｏ

事
業

者
等

の
省

エ
ネ

診
断

等
に

基
づ

く
省

エ
ネ

投
資

を
行

う
事

業
者

（
債

務
超

過
で

な
い

こ
と

、
延

滞
し

て
い

な
い

こ
と

、
投

資
効

果
が

見
込

ま
れ

る
等

種
々

の
観

点
か

ら
見

て
返

済
力

に
問

題
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

）

省
エ

ネ
診

断
等

に
基

づ
く
省

エ
ネ

関
連

設
備

資
金

及
び

こ
れ

に
係

る
長

期
・
短

期
運

転
資

金
（
除

く
手

形
割

引
）

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
･長

期
運

転
5
年

以
内

短
期

運
転

1
年

未
満

貸
付

内
容

に
よ

る
返

済
方

法
は

貸
付

内
容

に
よ

る

申
込

は
金

庫
又

は
代

理
店

（
県

内
信

用
組

合
）

環
境

配
慮

型
経

営
に

か
か

る
第

三
者

認
証

（
IS

O
1
4
0
0
0
、

エ
コ

ア
ク

シ
ョ

ン
2
1
、

グ
リ

ー
ン

経
営

認
証

等
）
を

取
得

し
た

事
業

者
環

境
配

慮
に

必
要

な
設

備
資

金
当

金
庫

所
定

の
限

度
内

1
0
年

固
定

貸
出

1
0
年

以
内

変
動

貸
出

(当
初

1
0

年
固

定
型

)
2
0
年

以
内

事
業

再
生

緊
急

支
援

資
金

法
的

再
建

手
続

開
始

決
定

か
ら

認
可

決
定

ま
で

の
再

生
事

業
者

の
方

で
、

か
つ

手
続

申
立

時
点

で
当

金
庫

と
貸

出
取

引
の

あ
る

事
業

者
短

期
運

転
資

金
（
手

形
貸

付
、

手
形

割
引

）
当

金
庫

所
定

の
限

度
内

1
年

未
満

事
業

再
生

安
定

化
支

援
資

金
①

法
的

再
建

手
続

の
認

可
決

定
か

ら
手

続
終

了
ま

で
の

再
生

事
業

者
②

私
的

整
理

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
沿

っ
て

私
的

整
理

が
成

立
し

た
事

業
者

短
期

運
転

資
金

（
含

む
手

形
割

引
）
・
事

業
再

生
に

必
要

な
設

備
資

金
・
再

生
計

画
の

履
行

に
必

要
な

長
期

運
転

資
金

・
再

生
手

続
終

結
資

金

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
1
5
年

以
内

運
転

1
0
年

以
内

事
業

再
生

促
進

支
援

資
金

再
生

事
業

者
、

再
生

事
業

者
に

準
ず

る
事

業
者

等
か

ら
、

営
業

譲
渡

等
に

よ
り

事
業

承
継

す
る

事
業

者
事

業
に

必
要

な
設

備
資

金
（
買

取
資

金
）

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
1
5
年

以
内

再
生

事
業

者
、

ま
た

は
過

剰
債

務
を

抱
え

て
い

る
が

自
ら

の
リ

ス
ト

ラ
努

力
に

よ
り

再
建

を
図

ろ
う

と
す

る
当

金
庫

と
貸

出
取

引
（
申

込
時

点
）
の

あ
る

事
業

者
で

、
妥

当
な

経
営

改
善

計
画

等
に

よ
り

、
企

業
再

建
が

見
込

ま
れ

る
事

業
者

企
業

の
再

生
に

必
要

と
す

る
設

備
資

金
、

長
期

運
転

資
金

、
短

期
運

転
資

金
（
含

む
手

形
割

引
）

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
1
5
年

以
内

運
転

1
0
年

以
内

①
後

継
者

不
在

等
に

よ
り

事
業

の
継

続
が

困
難

な
方

か
ら

の
事

業
の

譲
渡

、
株

式
の

譲
渡

、
合

併
等

に
よ

り
事

業
を

承
継

す
る

新
設

及
び

既
存

の
事

業
者

②
事

業
を

継
続

さ
せ

て
い

く
た

め
に

株
式

等
か

ら
自

己
株

式
等

を
取

得
す

る
事

業
者

③
事

業
を

継
続

さ
せ

て
い

く
た

め
に

株
式

等
の

取
得

等
を

行
う

後
継

者
（
原

則
と

し
て

安
定

経
営

権
（
概

ね
５

０
％

超
）
を

持
つ

後
継

者
を

対
象

）
④

円
滑

な
事

業
承

継
に

取
り

組
む

事
業

者

円
滑

な
事

業
承

継
を

行
う

の
に

必
要

な
設

備
資

金
、

運
転

資
金

株
式

取
得

資
金

事
業

買
取

資
金

相
続

税
等

納
税

資
金

退
職

金
支

払
資

金
資

産
買

取
資

金

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
1
5
年

以
内

運
転

1
0
年

以
内

①
中

小
企

業
庁

「
Ｂ

Ｃ
Ｐ

策
定

運
用

指
針

」
等

Ｂ
Ｃ

Ｐ
を

策
定

し
、

発
生

時
に

備
え

た
事

前
対

策
に

取
り

組
む

事
業

者
②

地
震

、
台

風
及

び
豪

雨
等

の
自

然
災

害
に

対
す

る
防

災
対

策
に

積
極

的
に

取
り

組
む

事
業

者

Ｂ
Ｃ

Ｐ
策

定
に

伴
い

必
要

と
な

る
防

災
対

策
の

た
め

の
設

備
投

資
、

運
転

資
金

及
び

自
然

災
害

に
対

す
る

防
災

対
策

を
目

的
と

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

設
備

資
金

当
金

庫
所

定
の

限
度

内
設

備
1
5
年

以
内

運
転

1
0
年

以
内

総 合 支 援 施 策 に 基 づ く 融 資 制 度

資
金

使
途

、
対

象
者

の
財

務
状

況
、

貸
付

期
間

、
担

保
免

除
割

合
に

よ
り

貸
付

利
率

が
異

な
る

設
備

2
年

以
内

運
転

2
年

以
内

設
備

2
年

以
内

設
備

2
年

以
内

運
転

2
年

以
内

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

促
進

無
担

保
貸

出
制

度

設
備

2
年

以
内

運
転

3
年

以
内

 防
災

支
援

対
策

支
援

貸
付

設
備

2
年

以
内

運
転

3
年

以
内

設
備

･長
期

運
転

6
ヶ

月
以

内

設
備

1
0
年

固
定

貸
出

3
年

以
内

変
動

貸
出

(当
初

1
0

年
固

定
型

)
3
年

以
内

事 業 再 生 支 援 貸 付  事
業

承
継

支
援

貸
付

 企
業

再
建

支
援

貸
出

制
度

環
境

配
慮

型
経

営
支

援
貸

付
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６
．

市
町

村
の

中
小

企
業

金
融

対
策

（
１

）
秋

田
市

の
中

小
企

業
向

け
融

資
制

度
融

資
条

件

資
金

使
途

 ※
限

度
額

(万
円

)
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

(％
)

保
証

料
率

(％
)

担
　

保
保

証
人

備
　

考

一
　

般
　

事
　

業
　

資
　

金
次

の
要

件
を

満
た

す
中

小
企

業
者

及
び

組
合

等
運

転
資

金
3
,0

0
0

1
0
年

１
年

1
.7

5
0

①
市

内
に

１
年

以
上

住
所

を
有

す
る

こ
と

（
法

人
は

登
記

簿
上

本
店

の
住

所
）

設
備

資
金

②
市

内
に

主
た

る
事

業
所

を
１

年
以

上
有

す
る

こ
と

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と

④
市

税
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

創
業

資
金

次
の

要
件

を
満

た
す

中
小

企
業

者
及

び
組

合
等

運
転

資
金

1
0
年

1
年

1
.5

5
0

①
市

内
に

住
所

を
有

す
る

こ
と

（
法

人
は

登
記

簿
上

本
店

の
住

所
）

設
備

資
金

②
市

内
に

主
た

る
事

業
所

を
有

す
る

こ
と

③
事

業
を

営
ん

で
い

な
い

個
人

が
新

た
に

事
業

を
開

始
し

、
事

業
歴

が
５

年
未

満
で

あ
る

こ
と

（
法

人
は

設
立

後
５

年
未

満
）

④
市

税
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

⑤
商

工
団

体
が

経
営

指
導

を
行

っ
た

事
業

計
画

書
を

提
出

す
る

こ
と

（
引

き
続

き
６

ヶ
月

以
上

経
営

指
導

を
受

け
る

こ
と

）

創
業

資
金

次
の

要
件

を
満

た
す

小
規

模
企

業
者

の
う

ち
、

株
式

会
社

、
合

同
会

社
及

び
企

業
組

合
運

転
資

金
5
0
0

1
0
年

1
年

1
.5

5
0

不
要

不
要

（
無

担
保

・
無

保
証

人
枠

）
①

市
内

に
住

所
を

有
す

る
こ

と
（
法

人
は

登
記

簿
上

本
店

の
住

所
）

設
備

資
金

②
市

内
に

主
た

る
事

業
所

を
１

年
以

上
有

す
る

こ
と

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
５

年
未

満
で

あ
り

、
現

在
も

継
続

し
て

い
る

こ
と

④
市

税
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

⑤
申

請
日

時
点

に
お

い
て

、
秋

田
県

信
用

保
証

協
会

の
保

証
残

高
が

存
在

し
な

い
こ

と

⑥
商

工
団

体
が

経
営

指
導

を
行

っ
た

事
業

計
画

書
を

提
出

す
る

こ
と

（
引

き
続

き
６

か
月

以
上

経
営

指
導

を
受

け
る

こ
と

）

小
口

零
細

企
業

資
金

次
の

要
件

を
満

た
す

従
業

員
２

０
人

以
下

（
商

業
・
サ

ー
ビ

ス
業

の
場

合
は

５
人

以
下

）
の

会
社

又
は

個
人

等
運

転
資

金
2
,0

0
0

1
0
年

１
年

1
.5

5
0

①
市

内
に

１
年

以
上

住
所

を
有

す
る

こ
と

（
法

人
は

登
記

簿
上

本
店

の
住

所
）

設
備

資
金

②
市

内
に

主
た

る
事

業
所

を
１

年
以

上
有

す
る

こ
と

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と

④
申

請
時

に
お

い
て

、
秋

田
県

信
用

保
証

協
会

保
証

の
債

務
残

高
が

２
，

０
０

０
万

円
以

下
で

あ
る

こ
と

⑤
市

税
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

産
業

活
力

創
造

資
金

次
の

要
件

を
満

た
す

中
小

企
業

者
及

び
組

合
等

運
転

資
金

3
,0

0
0

1
0
年

2
年

1
.7

5
0

（
緊

急
経

営
支

援
資

金
枠

）
①

市
内

に
１

年
以

上
住

所
を

有
す

る
こ

と
（
法

人
は

登
記

簿
上

本
店

の
住

所
）

設
備

資
金

②
市

内
に

主
た

る
事

業
所

を
１

年
以

上
有

す
る

こ
と

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
あ

り
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と

④
要

領
で

定
め

る
、

取
引

先
の

倒
産

、
撤

退
、

自
然

災
害

等
の

被
害

に
よ

り
、

経
営

の
安

定
に

支
障

を
生

じ
て

い
る

も
の

⑤
市

税
を

完
納

し
て

い
る

も
の

産
業

活
力

創
造

資
金

次
の

要
件

を
満

た
す

中
小

企
業

者
及

び
組

合
等

運
転

資
金

3
,0

0
0

1
0
年

1
年

1
.7

5
0

（
新

商
品

等
開

発
資

金
枠

）
①

市
内

に
１

年
以

上
住

所
を

有
す

る
こ

と
（
法

人
は

登
記

簿
上

本
店

の
住

所
）

設
備

資
金

(借
入

か
ら

３

②
市

内
に

主
た

る
事

業
所

を
１

年
以

上
有

す
る

こ
と

年
間

、
年

1
.0

％

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
あ

り
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と
の

利
子

補
給

)

④
要

領
で

定
め

る
、

新
製

品
等

の
研

究
開

発
お

よ
び

商
品

化
を

行
う

も
の

⑤
市

税
を

完
納

し
て

い
る

も
の

産
業

活
力

創
造

資
金

次
の

要
件

を
満

た
す

中
小

企
業

者
及

び
組

合
等

運
転

資
金

3
,0

0
0

1
0
年

1
年

1
.7

5
0

（
農

商
工

連
携

促
進

資
金

枠
）

①
市

内
に

１
年

以
上

住
所

を
有

す
る

こ
と

（
法

人
は

登
記

簿
上

本
店

の
住

所
）

設
備

資
金

(借
入

か
ら

３

②
市

内
に

主
た

る
事

業
所

を
１

年
以

上
有

す
る

こ
と

年
間

、
年

1
.5

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
あ

り
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と
％

の
利

子
補

④
要

領
で

定
め

る
、

農
林

漁
業

者
と

連
携

し
、

新
製

品
等

の
研

究
開

発
お

よ
び

商
品

化
を

行
う

も
の

給
)

⑤
市

税
を

完
納

し
て

い
る

も
の

※
　

既
存

借
入

金
の

返
済

資
金

に
は

ご
利

用
で

き
ま

せ
ん

（
一

般
事

業
資

金
、

創
業

資
金

、
小

口
零

細
企

業
資

金
に

お
い

て
は

、
既

往
借

入
金

の
返

済
資

金
に

利
用

で
き

ま
す

。
）

必
要

に
応

じ
徴

求

原
則

法
人

は
代

表
者

の
み

。
個

人
は

不
要

必
要

に
応

じ
徴

求必
要

に
応

じ
徴

求原
則

不
要

原
則

法
人

は
代

表
者

の
み

、
個

人
は

不
要

(他
の

借
入

含
め

対
象

事
業

費
の

8
0
%
)

（
※

過
去

に
事

業
歴

が
あ

る
場

合
は

、
1
,0

0
0
）

（
既

存
の

保
証

付
き

残
高

が
あ

る
場

合
は

、
こ

れ
を

控
除

し
た

額
）

（
他

の
借

入
含

め
対

象
事

業
費

の
８

０
％

以
内

）
※

自
己

資
金

２
０

％
以

上

(条
件

付
き

で
、

借
入

か
ら

３
年

間
、

年
1
.0

％
の

利
子

補
給

が
あ

り
、

そ
の

場
合

、
年

利
は

0
.5

5
％

）

制
　

度
　

名

2
,0

0
0

融
　

　
資

　
　

対
　

　
象

（
概

略
）

融
　

　
資

　
　

条
　

　
件

必
要

に
応

じ
徴

求 必
要

に
応

じ
徴

求
(条

件
付

き
で

、
借

入
か

ら
３

年
間

、
年

1
.0

％
の

利
子

補
給

が
あ

り
、

そ
の

場
合

、
年

利
は

0
.5

5
％

）

-
 3

8
 -



融
資

条
件

資
金

使
途

 ※
限

度
額

(万
円

)
貸

付
期

間
据

置
期

間
年

利
率

(％
)

保
証

料
率

(％
)

担
　

保
保

証
人

備
　

考
制

　
度

　
名

融
　

　
資

　
　

対
　

　
象

（
概

略
）

融
　

　
資

　
　

条
　

　
件

産
業

活
力

創
造

資
金

（
新

分
野

進
出

資
金

枠
）

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
中

小
企

業
者

(市
税

を
完

納
し

て
い

る
こ

と
)

①
親

会
社

が
融

資
を

受
け

る
場

合
  

市
内

に
登

記
簿

上
の

本
店

と
事

業
所

を
有

す
る

親
企

業
が

、
市

内
に

子
会

社
を

設
立

し
、

業
種

の
異

な
る

事
業

を
行

う
こ

と
②

子
会

社
が

融
資

を
受

け
る

場
合

  
市

内
に

登
記

簿
上

の
本

店
と

事
業

所
を

有
す

る
子

会
社

が
、

設
立

後
１

年
未

満
で

あ
り

、
親

会
社

と
は

異
な

る
事

業
を

行
う

こ
と ③

既
存

企
業

が
融

資
を

受
け

る
場

合
  

市
内

に
登

記
簿

上
の

本
店

と
事

業
所

を
有

す
る

会
社

が
、

既
存

の
業

種
と

異
な

る
事

業
を

行
う

こ
と

設
備

資
金

  
  

 　
　

1
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
0
%
)

1
0
年

1
年

  
  

 1
.7

5
(借

入
か

ら
３

年
間

、
年

1
.0

％
の

利
子

補
給

)

0
必

要
に

応
じ

徴
求

原
則

法
人

は
代

表
者

の
み

、
個

人
は

不
要

産
業

活
力

創
造

資
金

（
設

備
近

代
化

資
金

枠
）

次
の

要
件

を
満

た
す

、
卸

売
・
小

売
業

、
飲

食
店

、
サ

ー
ビ

ス
業

等
の

中
小

企
業

者
お

よ
び

組
合

等
。

た
だ

し
､港

湾
輸

送
関

連
設

備
は

､業
種

を
限

定
し

な
い

。
①

市
内

に
１

年
以

上
住

所
を

有
す

る
こ

と
（
組

合
は

１
年

未
満

も
可

）
②

市
内

で
１

年
以

上
事

業
所

を
有

し
、

現
に

市
内

で
事

業
を

営
む

も
の

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
あ

り
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と
（
組

合
は

１
年

未
満

も
可

）
④

市
税

を
完

納
し

て
い

る
こ

と

建
物

建
築

・内
装

工
事

、
機

械
の

取
得

・改
善

、
車

両
の

取
得

及
び

保
証

金
・権

利
金

等
入

居
に

要
す

る
資

金
（た

だ
し

、
港

湾
輸

送
設

備
に

つ
い

て
は

、
そ

の
整

備
に

要
す

る
資

金
）

　
　

　
　

 5
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
0
%
)

組
合

等
は

  
 　

　
　

 1
0
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
0
%
)

1
0
年

　
　

0
.5

年

組
合

等
は

　
　

　
1
年

　
　

1
.7

5
(借

入
か

ら
５

年
間

、
年

0
.7

5
％

の
利

子
補

給
)

0
必

要
に

応
じ

徴
求

次
の

要
件

を
満

た
す

、
卸

売
・
小

売
業

、
飲

食
店

、
サ

ー
ビ

ス
業

等
の

中
小

企
業

者
お

よ
び

組
合

等
。

①
商

店
街

の
空

き
店

舗
等

を
利

用
す

る
こ

と
②

市
内

に
１

年
以

上
住

所
を

有
す

る
こ

と
（
創

業
は

１
年

未
満

も
可

）
③

市
内

で
１

年
以

上
事

業
所

を
有

し
、

現
に

市
内

で
事

業
を

営
む

も
の

④
事

業
歴

が
１

年
以

上
あ

り
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と
（
創

業
は

同
業

種
で

の
従

事
歴

が
１

年
以

上
で

あ
れ

ば
、

１
年

未
満

も
可

）
⑤

店
舗

が
所

在
す

る
商

店
街

団
体

か
ら

推
薦

を
受

け
て

い
る

こ
と

⑥
市

税
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

建
物

建
築

、
内

装
工

事
、

機
械

の
取

得
・
改

善
及

び
保

証
金

・
権

利
金

等
入

居
に

要
す

る
資

金

　
　

　
　

 5
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
0
%
)

1
0
年

0
.5

年
　

　
1
.7

5
(借

入
か

ら
５

年
間

、
年

1
.0

％
の

利
子

補
給

)

0
必

要
に

応
じ

徴
求

組
合

等
（
事

業
協

同
組

合
・
事

業
協

同
小

組
合

・
協

同
組

合
連

合
会

・
協

業
組

合
・
商

店
街

振
興

組
合

・
商

店
街

振
興

組
合

連
合

会
）

※
市

税
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

組
合

等
の

事
業

共
同

化
の

た
め

の
共

同
施

設
ま

た
は

、
公

衆
の

利
便

に
寄

与
す

る
共

同
施

設
の

建
物

建
築

費

　
　

　
　

5
0
,0

0
0

(対
象

事
業

費
　

　
  

の
8
0
％

)

1
5
年

1
年

  
  

 1
.7

5
1
0
年

以
上

  
  

 2
.0

5

0
必

要

中
心

市
街

地
出

店
促

進
設

備
近

代
化

資
金

中
心

市
街

地
へ

出
店

す
る

場
合

や
設

備
を

整
備

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
次

の
要

件
を

満
た

す
、

卸
売

・
小

売
業

、
飲

食
店

、
サ

ー
ビ

ス
業

等
の

中
小

企
業

者
お

よ
び

組
合

等
。

①
県

内
に

１
年

以
上

住
所

を
有

す
る

こ
と

（
組

合
は

１
年

未
満

も
可

）
②

県
内

で
１

年
以

上
事

業
所

を
有

し
、

現
に

県
内

で
事

業
を

営
む

も
の

③
事

業
歴

が
１

年
以

上
あ

り
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と
（
組

合
は

１
年

未
満

も
可

）
④

市
税

を
完

納
し

て
い

る
こ

と

建
物

建
築

、
内

装
工

事
、

機
械

の
取

得
・
改

善
、

車
両

の
取

得
及

び
保

証
金

・
権

利
金

等
入

居
に

要
す

る
資

金

　
　

 　
　

5
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
0
％

）

組
合

等
は

　
　

　
　

1
0
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
0
%
)

1
0
年

　
　

0
.5

年
組

合
等

は
１

年

  
  

 1
.7

5
（
借

入
か

ら
５

年
間

、
年

1
.2

5
％

の
利

子
補

給
）

0
必

要
に

応
じ

徴
求

中
心

市
街

地
出

店
促

進
空

き
店

舗
利

用
資

金
中

心
市

街
地

へ
出

店
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

次
の

要
件

を
満

た
す

、
卸

売
・
小

売
業

、
飲

食
店

、
サ

ー
ビ

ス
業

等
の

中
小

企
業

者
お

よ
び

組
合

等
。

①
商

店
街

の
空

き
店

舗
等

に
入

居
、

ま
た

新
・
改

築
す

る
こ

と
②

県
内

に
１

年
以

上
住

所
を

有
す

る
こ

と
（
創

業
は

１
年

未
満

も
可

）
③

県
内

で
１

年
以

上
事

業
所

を
有

し
、

現
に

県
内

で
事

業
を

営
む

も
の

④
事

業
歴

が
１

年
以

上
あ

り
、

現
在

も
継

続
し

て
い

る
こ

と
（
創

業
は

１
年

未
満

も
可

）
⑤

店
舗

が
所

在
す

る
商

店
街

団
体

か
ら

推
薦

を
受

け
て

い
る

こ
と

⑥
市

税
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

建
物

建
築

、
内

装
工

事
、

機
械

の
取

得
・
改

善
及

び
保

証
金

・
権

利
金

等
入

居
に

要
す

る
資

金

　
　

　
　

 5
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
0
%
)

1
0
年

0
.5

年
  

  
1
.7

5
（
借

入
か

ら
５

年
間

、
年

1
.5

％
の

利
子

補
給

）

0
必

要
に

応
じ

徴
求

中
 小

 製
 造

 業
 設

 備
 資

 金
①

市
内

で
同

一
業

種
を

１
年

以
上

行
っ

て
い

る
も

の
で

、
製

造
業

・
新

聞
業

・
出

版
業

・
製

造
小

売
業

の
中

小
企

業
者

、
組

合
等

②
チ

ャ
レ

ン
ジ

オ
フ

ィ
ス

あ
き

た
創

業
支

援
室

使
用

者
で

あ
る

中
小

企
業

者
、

組
合

等
③

自
己

所
有

の
工

作
物

（
建

築
物

・
施

設
）
か

ら
ア

ス
ベ

ス
ト

の
除

去
等

を
行

う
た

め
、

廃
石

綿
の

処
理

に
係

る
計

画
書

を
秋

田
市

環
境

部
廃

棄
物

対
策

課
に

提
出

す
る

中
小

企
業

者
、

組
合

等
④

市
税

を
完

納
し

て
い

る
も

の

設
備

資
金

お
よ

び
ア

ス
ベ

ス
ト

対
策

工
事

資
金

　
　

　
　

1
0
,0

0
0

(対
象

事
業

費
の

8
5
％

)

1
0
年

1
年

2
.7

5
％

以
下

の
金

融
機

関
所

定
金

利
（
全

期
間

2
.0

％
を

上
限

に
市

が
利

子
補

給
)

必
要

に
応

じ
る

（
事

業
者

全
額

負
担

）

必
要

に
応

じ
徴

求
必

要
に

応
じ

徴
求

中
 小

 企
 業

 用
 地

 取
 得

 資
 金

市
が

特
定

す
る

工
業

団
地

等
の

用
地

を
取

得
す

る
中

小
企

業
者

、
組

合
等

（
市

内
に

事
業

所
を

有
す

る
場

合
、

市
税

を
完

納
し

て
い

る
も

の
）

市
が

特
定

す
る

団
地

等
 (

新
都

市
・
西

部
・
豊

岩
)

の
用

地
取

得
資

金

　
　

　
　

1
0
,0

0
0

(用
地

取
得

金
額

　
　

  
の

8
5
％

)

1
0
年

1
年

2
.7

5
％

以
下

の
金

融
機

関
所

定
金

利
（
借

入
か

ら
３

年
間

､年
2
.0

％
を

上
限

に
市

が
利

子
補

給
）
）

必
要

に
応

じ
る

（
事

業
者

全
額

負
担

）

必
要

に
応

じ
徴

求
必

要
に

応
じ

徴
求

※
　

既
存

借
入

金
の

返
済

資
金

に
は

ご
利

用
で

き
ま

せ
ん

（
一

般
事

業
資

金
、

創
業

資
金

、
小

口
零

細
企

業
資

金
に

お
い

て
は

、
既

往
借

入
金

の
返

済
資

金
に

利
用

で
き

ま
す

。
）

産
業

活
力

創
造

資
金

（
商

業
施

設
整

備
資

金
枠

）

産
業

活
力

創
造

資
金

（
商

店
街

空
き

店
舗

等
利

用
資

金
枠

）

-
 3

9
 -



 
- 
4
0
 -

 

（
２
）
市
町
村
中
小
企
業
振
興
資
金

 

＜
融
資
対
象
等
共
通
事
項
＞

 
市
町
村
に
よ
り
若
干
異
な
り
ま
す
が
、
概
ね
次
の
と
お
り
で
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ③
利
率
及
び
保
証
料

 

①
融
資
対
象
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 本

表
に
掲
げ
る
利
率
は
備
考
欄
に
あ
る
市
町
村
に
よ
る
軽
減
措
置
適
用
前
の
利
率
で
す
。

 

・
市
町
村
に
１
年
以
上
住
所
又
は
事
業
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

 
・１
年
以
上
同
一
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 本

表
に
掲
げ
る
保
証
料
は
市
町
村
に
よ
る
保
証
料
補
助
等
の
軽
減
措
置
適
用
後
の
実
質
利
率
で
す
。

 

・
市
町
村
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
・中

小
企
業
者
で
あ
る
こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ④

取
扱
い
金
融
機
関

 
各
市
町
村
が
指
定
し
て
い
ま
す
。

 

②
保
証
人
及
び
担
保

 
・
保
証
人
は
原
則
と
し
て
、
法
人
は
代
表
者
の
み
、
個
人
は
不
要

 
・担

保
は
必
要
に
応
じ
徴
求

  
 
  

 
⑤
申
込
受
付
先
等

 
商
工
会
議
所
及
び
商
工
会
、
市
町
村
商
工
担
当
課

 

 
市
町
村
名

 
融
資
条
件
（
金
額
単
位
：万

円
）
 

備
 

 
 

 
 
考

 
限
度
額

 
貸
付
期
間

 
年
利
率

%
 

保
証
料

%
 

鹿
角
市

 
2,

00
0
 

1
0
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
鹿
】
限
度
額
は
（
マ
ル
鹿
小
口
と
マ
ル
鹿
創
業
）を
含
む

 

2,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 
【
マ
ル
鹿
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
鹿
と
マ
ル
鹿
創
業
）を
含
む

 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【マ
ル
鹿
創
業
】
創
業
支
援
資
金
。
創
業
す
る
個
人
と
創
業
後

5
年
以
内

の
中
小
企
業
者
を
対
象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
鹿
と
マ
ル
鹿
小
口
）
を
含

む
。

4
0
歳
未
満
の
者
と
女
性
は

3
年
間
の
利
子
補
給
あ
り
（
全
額
補
助
）
 

小
坂
町

 

 
1,

00
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【マ
ル
坂
】
 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 
【
マ
ル
坂
創
業
】
創
業
支
援
資
金
。
創
業
す
る
個
人
と
創
業
後
５
年
以
内

の
中
小
企
業
者
を
対
象

 

大
館
市

 

2,
00

0
 

7
年

 
1.

7
5
 

0 

【
マ
ル
大
】
限
度
額
は

2,
0
00

万
円
（
但
し
、
マ
ル
大
小
口
と
併
用
の
場

合
、

1,
25

0
万
円
）
 
 資

金
使
途
が
設
備
資
金
の
場
合
、
利
子
補
給
あ
り

 

利
子
の
利
子
の

1/
2（

3
年
以
内
）
 

1,
25

0
 

7
年

 
1.

5
5
 

0 
【
マ
ル
大
小
口
】
小
規
模
企
業
者
を
対
象
。
資
金
使
途
が
設
備
資
金
の

場
合
は
利
子
補
給
あ
り

 
利
子
の

1
/
2
（3
年
以
内
）
 

北
秋
田
市

 
1,

00
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【マ
ル
北
】
利
子
補
給
あ
り

1
.0
％
（
補
給
後

0.
75
％
）
 

上
小
阿
仁
村

 
1,

00
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【マ
ル
上
】
利
子
補
給
あ
り

 
利
子
の

1/
2
 

能
代
市

 
1,

50
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【
マ
ル
能
】
限
度
額
は
（
マ
ル
能
小
口
）
を
含
む
。
小
規
模
企
業
者
に
該

当
す
る
場
合
は
利
子
補
給
あ
り

 
利
子
の

1/
2
（
2
年
以
内
）
 

1,
50

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【
マ
ル
能
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
能
）
を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り

 
利
子
の

1
/
2
（2
年
以
内
）
 

藤
里
町

 
1,

00
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【マ
ル
藤
】
限
度
額
は
（
マ
ル
藤
小
口
）
を
含
む

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

利
子
補
給
あ
り

 
利
子
の

1
/
2
 
※
利
用
者
へ
補
助

 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【
マ
ル
藤
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
藤
）
を
含
む

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

利
子
補
給
あ
り

 
利
子
の

1
/
2
 
※
利
用
者
へ
補
助

 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【
マ
ル
藤
創
業
】
町
内
で
新
た
に
事
業
を
営
む
た
め
に
商
工
会
そ
の
他

支
援
機
関
が
実
施
す
る
経
営
指
導
を
受
け
て
い
る
個
人
、
ま
た
は
町
内

に
住
所
を
有
し
、
事
業
開
始
後
適
法
に
同
一
保
証
対
象
事
業
を
営
み
、

事
業
開
始
し
た
日
以
後

5
年
を
経
過
し
て
い
い
な
い
も
の

 

利
子
補
給
あ
り

 利
子
の

1
/
2（
補
給
後

0.
88

%
）
 

八
峰
町

 
1,

00
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【
マ
ル
橅
】
限
度
額
は
（
マ
ル
橅
小
口
）
を
含
む
。
利
子
補
給
あ
り

 
利
子

の
1/

2
 (
限
度

2
.0
％
分
ま
で

) 
 
※
利
用
者
へ
補
助

 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【
マ
ル
橅
小
口
】
限
度
額
は
（
マ
ル
橅
）
を
含
む
。
利
子
補
給
あ
り

 
利
子

の
1/

2
 (
限
度

2
.0
％
分
ま
で

) 
 
※
利
用
者
へ
補
助

 

 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【マ
ル
橅
創
業
】
創
業
支
援
資
金
。
創
業
す
る
個
人
と
創
業
後

5
年
以
内

の
中
小
企
業
者
を
対
象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
橅
、
マ
ル
橅
小
口
）
を
含

む
。
利
子
補
給
あ
り

 
利
子
の

1
/
2 

(限
度

2.
0
％
分
ま
で

) 
 
※
利
用
者

へ
補
助

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
種
町

 
2,

00
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【
マ
ル
三
】
限
度
額
は
（
マ
ル
三
小
口
、
マ
ル
三
創
業
）
を
含
む

 
 
町
直

接
交
付

 
利
子
補
給
あ
り
、
利
子
の

1
/
2
以
内
（
限
度

2.
0%
分
ま
で
）
 

2,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 
【
マ
ル
三
小
口
】
限
度
額
は
（
マ
ル
三
、
マ
ル
三
創
業
）
を
含
む

 
 
町
直

接
交
付

 
利
子
補
給
あ
り
、
利
子
の

1
/
2
以
内
（
限
度

2.
0%
分
ま
で
）
 

 
 

2,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【
マ
ル
三
創
業
】
創
業
資
金
、
創
業
者
、
又
は
創
業
間
も
な
い
事
業
者
を

対
象
、
限
度
額
は
（
マ
ル
三
、
マ
ル
三
小
口
）
を
含
ま
な
い

 
 
町
直
接

交
付

 
利
子
補
給
あ
り
、
利
子
の

1/
2
以
内
（
限
度

2.
0%
分
ま
で
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市
町
村
名

 
融
資
条
件
（金

額
単
位
：万

円
）
 

備
 

 
 

 
 
考

 
限
度
額

 
貸
付
期
間

 
年
利
率

%
 

保
証
料

%
 

秋
田
市

 
3,

00
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
市
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【
マ
ル
市
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
市
）を
含
む

 

男
鹿
市

 
1,

50
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
男
】限

度
額
は
（
マ
ル
男
小
口
、
マ
ル
男
創
業
）を
含
む

 

1,
50

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【
マ
ル
男
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
男
、
マ
ル
男
創
業
）を
含
む

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 

【
マ
ル
男
創
業
】
市
内
で
事
業
を
開
始
す
る
た
め
に
商
工
会
等
の
支
援

機
関
か
ら
経
営
指
導
を
受
け
て
い
る
個
人
、
ま
た
は
市
内
で
事
業
を
開

始
し
て

5
年
未
満
の
事
業
者
が
対
象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
男
、
マ
ル
男

小
口
）を
含
む

 

潟
上
市

 
2,

00
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
Ｋ
】
限
度
額
は
（マ
ル
Ｋ
小
口
）を
含
む

 

1,
25

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【
マ
ル
Ｋ
小
口
】小

口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対
象
。

限
度
額
は
（マ
ル
Ｋ
）を
含
む

 

五
城
目
町

 
1,

00
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
五
】限

度
額
は
（
マ
ル
五
小
口
）を
含
む

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【マ
ル
五
小
口
】
限
度
額
は
（マ
ル
五
）を
含
む

 

八
郎
潟
町

 

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
八
】限

度
額
は
（
マ
ル
八
小
口
）を
含
む

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【マ
ル
八
小
口
】
限
度
額
は
（マ
ル
八
）を
含
む

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 

【
マ
ル
八
創
業
】
町
内
で
事
業
を
開
始
す
る
た
め
に
商
工
会
等
の
支
援

機
関
か
ら
経
営
指
導
を
受
け
て
い
る
個
人
、
ま
た
は
町
内
で
事
業
を
開

始
し
て

5
年
未
満
の
事
業
者
が
対
象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
八
、
マ
ル
八

小
口
）を
含
む

 

井
川
町

 
1,

00
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
井
】限

度
額
は
（
マ
ル
井
小
口
と
マ
ル
井
創
業
）を
含
む

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【
マ
ル
井
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
井
と
マ
ル
井
創
業
）を
含
む

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【
マ
ル
井
創
業
】
創
業
支
援
資
金
。
限
度
額
は
（
マ
ル
井
と
マ
ル
井
小

口
）を
含
む

 

大
潟
村

 
1,

00
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
潟
】限

度
額
は
（
マ
ル
潟
小
口
）を
含
む

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【
マ
ル
潟
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
潟
）を
含
む

 

由
利
本
荘
市

 
1,

00
0
 

7
年

 
1.

95
 

0 
【マ
ル
荘
】限

度
額
は
（
マ
ル
荘
小
口
）を
含
む

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

利
子
補
給
あ
り

0.
2%
（補

給
後

1.
75

%
）
 

1,
00

0
 

7
年

 
1.

75
 

0 

【
マ
ル
荘
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
荘
）を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り

0.
2%
（補

給
後

1.
55

%
）
 

に
か
ほ
市

 
2,

00
0
 

10
年

 
1.

95
 

0 
【マ
ル
に
】
限
度
額
は
他
の
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
残
高
を
含
む

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

利
子
補
給

:：
貸
付
利
率
の

1/
2(
上
限

1
%
※

R
元
年
度
補
給
後

0.
97

5%
) 

2,
00

0
 

10
年

 
1.

75
 

0 

【
マ
ル
に
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
他
の
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
残
高
を
含
む

 

利
子
補
給

:貸
付
利
率
の

1/
2(
上
限

1%
 
※

R
元
年
度
補
給
後

0.
8
75

%)
 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

75
 

 【マ
ル
に
創
業
】
市
内
に
住
所
を
有
し
市
内
で
の
創
業
予
定
者
対
象
。
限

度
額
は
他
の
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
残
高
を
含
む

 

利
子
補
給

:貸
付
利
率
の

1/
2(
上
限

1%
 
※

R
元
年
度
補
給
後

0.
8
75

%)
 

   
 

 



 
- 
4
1
 -

 

市
町
村
名

 
融
資
条
件
（金

額
単
位
：万

円
）
 

備
 

 
 

 
 
考

 
限
度
額

 
貸
付
期
間

 
年
利
率

%
 

保
証
料

%
 

大
仙
市

 
1,

50
0
 

(H
31

.4
.1
～

 
 

 

R
2.

3.
31
ま
で

2,
00

0)
 

 
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【マ
ル
仙
】
限
度
額
は
（
マ
ル
仙
小
口
、
マ
ル
仙
創
業
）を
含
む

 

1,
25

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 
【
マ
ル
仙
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
仙
、
マ
ル
仙
創
業
）を
含
む

 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【マ
ル
仙
創
業
】
1
月
以
内
（
会
社
を
設
立
す
る
場
合
は

2
月
以
内
）に

市

内
で
事
業
を
開
始
す
る
市
民
。
市
内
で
事
業
を
開
始
し
て

5
年
未
満
の

市
民
、
ま
た
は
、
市
内
に
設
立
し
て

5
年
未
満
の
会
社
を
対
象

 

限
度
額
は
（
マ
ル
仙
、
マ
ル
仙
小
口
）を
含
む

 

仙
北
市

 
2,

00
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

 0 

【マ
ル
セ
】限

度
額
は
（
マ
ル
セ
小
口
、
マ
ル
セ
創
業
）を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り
（設

備
の
み
）
3
6
か
月

 
1.

3%
分
（補

助
後

 
0.

45
%
）
 

1,
25

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【
マ
ル
セ
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対
象

限
度
額
は
（
マ
ル
セ
、
マ
ル
セ
創
業
）
を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り
（設

備
の
み
）
3
6
か
月

 
1.

3%
分
（補

助
後

 
0.

25
%
）
 

1,
00

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【マ
ル
セ
創
業
】
創
業
支
援
資
金
。
創
業
者
を
対
象

 

限
度
額
は
（
マ
ル
セ
、
小
口
）を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り
（設

備
の
み
）
3
6
か
月

 
1.

3%
（
補
助
後

 0
.2

5%
）
 

美
郷
町

 
1,

50
0
 

1
0
年

 
1.

7
5
 

0 
【マ
ル
美
】
限
度
額
は
（
マ
ル
美
小
口
、
美
創
業
）
を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り

 
2
年
間

 
貸
付
利
率
の

0.
87

5
%分

 

1,
25

0
 

1
0
年

 
1.

5
5
 

0 

【
マ
ル
美
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
美
、
美
創
業
）を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り

 
2
年
間

 
貸
付
利
率
の

0.
77

5
%分

 

市
町
村
名

 
融
資
条
件
（金

額
単
位

:万
円
）
 

備
 

 
 

 
 
考

 
限
度
額

 
貸
付
期
間

 
年
利
率

%
 

保
証
料

%
 

美
郷
町

 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

5
5 

0 

【
美
創
業
】
創
業
資
金
。
創
業
者
、
又
は
創
業
間
も
な
い
事
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
美
、
マ
ル
美
小
口
）を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り
２
年
間
貸
付
利
率
の

0.
77

5
%
分

 

横
手
市

 
2,

00
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
横
】限

度
額
は
（
マ
ル
横
小
口
、
マ
ル
横
創
業
）を
含
む

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

利
子
補
給
あ
り

 
２
年
間

 
利
子
の

1/
2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,
25

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 

【
マ
ル
横
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
横
、
マ
ル
横
創
業
）を
含
む

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

利
子
補
給
あ
り

 
２
年
間

 
利
子
の

1/
2
 

1,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 

【
マ
ル
横
創
業
】
創
業
資
金
。
創
業
者
を
対
象
。
限
度
額
は
（
マ
ル
横
、

マ
ル
横
小
口
）を
含
む

 

利
子
補
給
あ
り

 
２
年
間

 
利
子
の

1/
2
。
据
置
期
間
あ
り

 
１
年
以
内

 

湯
沢
市

 
2,

00
0
 

10
年

 
1.

75
 

0 
【マ
ル
ゆ
】限

度
額
は
（
マ
ル
ゆ
小
口
）を
含
む

 

2,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 
【
マ
ル
ゆ
小
口
】
小
口
零
細
企
業
振
興
資
金
。
小
規
模
企
業
者
を
対

象
。
限
度
額
は
（マ
ル
ゆ
）を
含
む

 

羽
後
町

 
2,

00
0
 

15
年

 
所
定
利
率

 
0
～

1.
9
 【
マ
ル
羽
】所

定
利
率
（
3
％
以
内
）
 保

証
料
補
助

1/
2
 

東
成
瀬
村

 

2,
00

0
 

10
年

 
1.

75
 

0 

【
マ
ル
東
】
限
度
額
は
（
マ
ル
東
小
口
）
を
含
む
（
た
だ
し
、
運
転
資
金
の

場
合
、

1,
00

0
万
円
）
 
利
子
補
給
あ
り

 
運
転
資
金
の
場
合
、
利
子
の

1/
4
（5
年
以
内
）、
設
備
資
金
の
場
合
、
利
子
の

1/
3
（5
年
以
内
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,
00

0
 

10
年

 
1.

55
 

0 

【
マ
ル
東
小
口
】
限
度
額
は
（
マ
ル
東
）
を
含
む
（
た
だ
し
、
運
転
資
金
の

場
合
、

1,
00

0
万
円
）
 
利
子
補
給
あ
り

 
運
転
資
金
の
場
合
、
利
子
の

1/
4
（5
年
以
内
）、
設
備
資
金
の
場
合
、
利
子
の

1/
3
（5
年
以
内
）
 

 

 （
３
）
市
町
村
独
自
融
資
制
度

 

市
町
村
名

 
制
度
名

 
融
資
対
象

 
融
資
条
件
（金

額
単
位
：万

円
）
 

備
 

 
 
考

 
資
金
使
途

 
限
度
額

 
貸
付
期
間

 
据
置
期
間

 
年
利
率

% 
保
証
料

% 
担

 保
 

保
証
人

 

大
館
市

 
中
小
企
業
機
械
類
資
金
融

資
斡
旋
制
度

 
市
内
に
お
い
て
１
年
以
上
同
一
事
業
を

営
み
、
市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
中
小
企

業
者

 

機
械
器
具
及
び
装

置
（
制
限
あ
り
） 

5
00

  
5
年

 
－

 
2
.2

5 
0 

－
 

法
人
の
場
合
は

代
表
者
、
個
人

は
不
要

 

※
利
子
補
給
あ
り

 
(補
給
後

0
.5
％

) 

限
度
額
は
（
マ
ル
大
小
口
）
と
併
用

の
場
合
、

1,
25

0
万
円

 

由
利
本
荘
市

 
中
小
企
業
融
資
斡
旋
特
例

 
市
内
に
１
年
以
上
住
所
又
は
事
業
所
を

有
し
、
市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
中
小
企

業
者

 

設
備
投
資

 
1
,0

00
 

10
年

 
1
年

 
1
.9

5 
0 

－
 

法
人
の
場
合
は

代
表
者
、
個
人

は
不
要

 

※
利
子
補
給
あ
り

 

（
補
給
後

0
.9

75
%
） 

（
H

3
1.

4.
1
～

H
3
3.

3
.3

1）
 

 （
４
）
市
町
村
が
行
う
県
・
国
の
制
度
資
金
に
対
す
る
利
子
軽
減
及
び
保
証
料
軽
減
措
置

 

市
町
村
名

 
対
象
資
金
名

 
融
資
利
率

% 
保
証
料

% 
備

 
考

 
軽
減
前

 
軽
減
後

 
軽
減
前

 
軽
減
後

 

能
代
市
 

県
創
業
支
援
資
金
 

1
.3
0 

1
.5
0 

1
/2
 

(
2
年
以
内
） 

0
.6
0 

1
0/
1
0 

 

に
か
ほ
市

 
県
経
営
安
定
資
金

 
 

 
 

 
1
.5

5
以
下

 
1
/2

 

上
限

14
0
万

 

 

湯
沢
市

 
県
創
業
支
援
資
金

 
1
.3
0 

1
.5
0 

1
0/

1
0 

(2
年
以
内
） 

0
.6
0 

1
0/
1
0 

 

 



７
．

秋
田

県
信

用
保

証
協

会
保

証
制

度

◎
保

証
要

件
  
①

住
所

･営
業

実
績

⑤
企

 業
 規

 模
（
中

小
企

業
信

用
保

険
法

に
規

定
す

る
中

小
企

業
）

　
　

製
　

造
　

業
　

　
  
資

本
金

  
 ３

億
円

以
下

又
は

従
業

員
3
0
0
人

以
下

　
②

業
　

 　
　

　
種

　
　

(鉱
業

､運
送

･倉
庫

業
､建

設
業

､不
動

産
業

､ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

情
報

処
理

サ
ー

ビ
ス

業
を

含
む

)
　

　
卸

　
売

　
業

  
　

　
資

本
金

　
 １

億
円

以
下

又
は

従
業

員
1
0
0
人

以
下

　
　

小
　

売
　

業
  
　

　
資

本
金

5
,0

0
0
万

円
以

下
又

は
従

業
員

 5
0
人

以
下

　
　

サ
ー

ビ
ス

業
 　

　
資

本
金

5
,0

0
0
万

円
以

下
又

は
従

業
員

1
0
0
人

以
下

　
　

旅
　

館
　

業
  
　

　
資

本
金

5
,0

0
0
万

円
以

下
又

は
従

業
員

2
0
0
人

以
下

　
③

資
金

使
途

　
　

ゴ
ム

製
品

製
造

業
  
資

本
金

  
 ３

億
円

以
下

又
は

従
業

員
9
0
0
人

以
下

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

　
・
生

活
資

金
、

住
宅

資
金

、
投

機
資

金
な

ど
非

事
業

資
金

は
対

象
外

  
 た

だ
し

、
N

P
O

法
人

は
下

記
に

該
当

す
る

も
の

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

製
造

業
　

　
　

　
　

従
業

員
3
0
0
人

以
下

　
④

連
帯

保
証

人
　

原
則

と
し

て
、

法
人

は
代

表
者

、
個

人
事

業
主

は
不

要
　

　
　

(鉱
業

､運
送

･倉
庫

業
､建

設
業

､不
動

産
業

､ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

情
報

処
理

サ
ー

ビ
ス

業
を

含
む

)
　

　
卸

売
業

・
サ

ー
ビ

ス
業

　
　

　
従

業
員

1
0
0
人

以
下

　
　

小
売

業
　

　
　

　
　

従
業

員
5
0
人

以
下

（
１

）
普

通
保

証

資
金

使
途

保
証

料
率

（
％

）
担

　
保

保
証

人
取

扱
金

融
機

関
対

　
象

　
要

　
件

　
・
　

備
　

　
　

　
考

（
２

）
協

会
保

証
制

度

資
金

使
途

保
証

料
率

（
％

）
担

　
保

保
証

人
取

扱
金

融
機

関
対

　
象

　
要

　
件

　
・
　

備
　

　
　

　
考

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

①
業

歴
３

年
以

上
、

与
信

取
引

１
年

以
上

、
か

つ
、

最
近

２
年

間
の

決
算

で
利

益
計

上
し

債
務

超
過

な
く
、

償
還

能
力

が
認

め
ら

れ
る

も
の

②
業

歴
５

年
以

上
、

与
信

取
引

１
年

以
上

、
か

つ
、

最
近

２
年

間
の

い
ず

れ
か

の
決

算
で

利
益

計
上

し
繰

越
欠

損
が

な
く
、

償
還

能
力

が
認

め
ら

れ
る

も
の

③
債

務
超

過
で

な
く
今

期
利

益
計

上
の

見
込

み
が

あ
り

、
償

還
能

力
が

認
め

ら
れ

る
も

の

①
業

歴
３

年
以

上
②

2
期

以
上

の
申

告
実

績
③

与
信

取
引

6
ヶ

月
以

上

④
C

R
D

ス
コ

ア
リ

ン
グ

が
一

定
以

上
、

他

※
貸

付
限

度
額

内
で

あ
れ

ば
期

間
中

何
度

で
も

再
借

可
 

①
業

歴
３

年
以

上
②

2
期

以
上

の
申

告
実

績
③

与
信

取
引

6
ヶ

月
以

上
④

C
R

D
ス

コ
ア

リ
ン

グ
が

一
定

以
上

、
他

※
貸

付
限

度
額

内
で

あ
れ

ば
期

間
中

何
度

で
も

再
借

可

①
常

時
使

用
す

る
従

業
員

が
2
0
名

（
商

業
・
サ

ー
ビ

ス
業

は
5
名

）
以

下

②
業

歴
1
年

以
上

、
1
期

以
上

の
申

告
実

績

③
最

近
2
年

間
の

決
算

の
い

ず
れ

か
で

利
益

計
上

ま
た

は
直

近
決

算
で

債
務

超
過

で
な

い

④
事

業
者

カ
ー

ド
ロ

ー
ン

の
利

用
が

な
い

①
１

年
以

上
引

き
続

き
事

業
を

営
む

も
の

②
現

在
金

融
機

関
及

び
協

会
の

取
引

が
正

常
な

も
の

③
現

在
、

協
会

の
債

務
を

負
担

し
て

お
ら

ず
且

つ
求

償
債

務
の

保
証

人
で

な
い

も
の

④
手

形
交

換
所

の
取

引
停

止
処

分
を

受
け

て
い

な
い

も
の

覚
書

を
締

結
し

て
い

る
金

融
機

関

事
業

者
カ

ー
ド

ロ
ー

ン
当

座
貸

越
根

保
証

財
務

要
件

型
無

保
証

人
保

証

経
営

相
談

付
長

期
設

備
資

金
保

証
「
順

風
満

帆
」

追
認

保
証

長
期

安
定

資
金

保
証

季
節

資
金

保
証

小
規

模
企

業
者

カ
ー

ド
ロ

ー
ン

当
座

貸
越

根
保

証

2
8
,0

0
0

5
0
～

3
0
0

（
創

業
1
年

未
満

は
　

5
0
～

1
0
0
）

継
続

型
短

期
融

資
保

証
運

転
資

金
設

備
資

金
1
0
0
～

5
,0

0
0

2
,0

0
0
～

2
8
,0

0
0

運
転

資
金

設
備

資
金

約
定

書
締

結
金

融
機

関

1
.9

以
下

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

1
0
年

以
内

設
備

1
5
年

以
内

当
座

貸
越

（
貸

付
専

用
型

）
根

保
証

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
3
,0

0
0
～

2
0
,0

0
0

運
転

資
金

設
備

資
金

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

原
則

不
要

原
則

不
要

原
則

不
要

1
年

以
内

（
更

新
可

）

　
県

内
に

店
舗

・
事

務
所

・
工

場
等

が
あ

っ
て

、
適

法
に

事
業

を
営

ん
で

い
る

こ
と

。

　
次

の
業

種
以

外
は

、
原

則
と

し
て

対
象

に
な

り
ま

す
。

　
金

融
・
保

険
業

(損
害

保
険

代
理

、
保

険
サ

ー
ビ

ス
を

除
く
)、

農
林

漁
業

(素
材

生
産

業
、

素
材

生
産

サ
ー

ビ
ス

業
を

除
く
)、

風
俗

営
業

(麻
雀

ク
ラ

ブ
を

除
く
)、

易
断

所
等

、
競

輪
・
競

馬
等

の
競

走
場

及
び

競
技

団
、

興
信

所
、

場
外

馬
券

売
場

等
、

集
金

業
等

、
政

治
・
経

済
・
文

化
団

体
な

ど

制
　

度
　

名

制
　

度
　

名

借
入

限
度

額
 （
万

円
）

借
入

限
度

額
 （
万

円
）

必
要

に
よ

り

普
通

保
証

1
.9

以
下

必
要

に
よ

り

1
0
0
～

2
8
,0

0
0

長
期

経
営

資
金

保
証

1
.6

2
以

下

1
.6

2
以

下

1
.9

以
下

3
,0

0
0

（
各

制
度

合
算

）

1
.9

以
下

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
必

要
に

よ
り

1
.8

以
下

2
0
年

以
内

7
年

以
内

必
要

に
よ

り

1
.8

以
下

必
要

に
よ

り

5
0
百

万
ま

で
原

則
不

要

1
.9

以
下

原
則

不
要

必
要

に
よ

り

1
.6

2
以

下

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

約
定

書
締

結
金

融
機

関

覚
書

を
締

結
し

て
い

る
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

覚
書

を
締

結
し

て
い

る
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

不
要

約
定

書
締

結
金

融
機

関

※
創

業
者

は
上

記
①

、
④

に
あ

て
は

ま
る

こ
と

に
加

え
、

創
業

計
画

書
お

よ
び

事
業

を
開

始
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

で
き

る
書

類
を

提
出

す
る

こ
と

取
扱

期
間

　
盆

　
 6

月
 1

0
日

  
～

  
  
8
月

3
1
日

　
年

　
1
1
月

  
1
日

  
～

  
1
2
月

3
1
日

　
期

　
  
2
月

  
1
日

  
～

  
  
3
月

3
1
日

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関
概

ね
5
年

間
、

経
常

運
転

資
金

を
定

時
償

還
の

伴
わ

な
い

短
期

資
金

で
継

続
利

用
可

能

設
備

投
資

や
事

業
拡

大
の

計
画

等
に

つ
い

て
、

専
門

家
を

派
遣

し
助

言
診

断
を

実
施

1
.9

以
下

一
定

の
財

務
要

件
を

満
た

す
企

業
に

つ
い

て
、

経
営

者
の

連
帯

保
証

を
不

要
と

す
る

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

運
転

資
金

（
盆

）
（
年

）
（
期

）

1
,2

5
0

運
転

資
金

設
備

資
金

1
3
,5

0
0

2
5
,5

0
0

1
0
0
～

2
,0

0
0

　
事

業
経

営
に

必
要

な
運

転
資

金
又

は
設

備
資

金

保
証

期
間

保
証

期
間

運
転

 5
年

以
上

1
5
年

以
内

設
備

 5
年

以
上

2
0
年

以
内

1
年

又
は

2
年

間
（
更

新
可

）

1
年

又
は

2
年

間
（
更

新
可

）

1
年

又
は

2
年

間
（
更

新
可

）

1
年

以
内

3
年

以
上

7
年

以
内

概
ね

-
 
4
2
 
-



（
３

）
国

保
証

制
度

資
金

使
途

保
証

料
率

（
％

）
担

　
保

保
証

人
取

扱
金

融
機

関
対

　
象

　
要

　
件

　
・
　

備
　

　
　

　
考

①
県

内
で

1
年

以
上

事
業

を
営

ん
で

い
る

こ
と

②
他

の
保

証
を

利
用

し
て

い
な

い
こ

と
  

③
従

業
員

2
0
人

(商
業

・
サ

ー
ビ

ス
業

5
人

)以
下

④
委

託
申

込
日

以
前

1
年

間
に

納
期

の
到

来
し

た
税

金
を

完
納

し
て

い
る

こ
と

2
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

運
転

資
金

設
備

資
金

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
　

　
  
8
8
,0

0
0

　
　

1
6
8
,0

0
0

1
.2

3
以

下
必

要
に

よ
り

約
定

書
締

結
金

融
機

関
「
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
」
に

基
づ

く
主

務
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

実
施

計
画

に
従

っ
て

経
営

力
向

上
に

係
る

事
業

を
行

お
う

と
す

る
中

小
企

業
者

創
業

関
連

保
証

再
挑

戦
支

援
保

証

約
定

書
締

結
金

融
機

関

1
0
年

以
内

中
心

市
街

地
商

業
等

活
性

化
関

連
保

証

予
約

保
証

中
小

企
業

特
定

社
債

保
証

流
動

資
産

担
保

融
資

保
証

周
辺

地
域

整
備

関
連

保
証

下
請

振
興

関
連

保
証

特
定

中
小

企
業

再
生

支
援

関
連

保
証

激
甚

災
害

復
旧

融
資

保
証

商
店

街
整

備
等

支
援

関
連

保
証

中
小

小
売

商
業

関
連

保
証

労
働

力
確

保
関

連
保

証

中
心

市
街

地
商

業
等

活
性

化
支

援
関

連
保

証

海
外

投
資

関
係

資
金

融
資

保
証

エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
保

証

無
担

保
・
無

保
証

人
小

口
資

金
保

証

中
小

企
業

経
営

革
新

支
援

保
証

経
営

革
新

関
連

保
証

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

（
小

口
零

細
企

業
保

証
　

5
0
0
）

2
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
4
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
8
8
,0

0
0

1
6
8
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

1
.9

以
下

0
.6

8

「
発

電
用

施
設

周
辺

整
備

法
」
に

基
づ

き
、

周
辺

地
域

住
民

の
生

活
の

利
便

性
向

上
の

た
め

の
事

業
と

し
て

知
事

の
認

定
を

受
け

た
方

中
小

小
売

商
業

者
の

経
営

の
近

代
化

を
支

援
す

る
公

益
法

人
が

対
象

 [
経

済
産

業
大

臣
・
知

事
の

認
定

が
必

要
]

在
庫

ま
た

は
売

掛
債

権
を

譲
渡

担
保

約
定

書
締

結
金

融
機

関

2
億

円
ま

で
担

保
は

不
要

不
要

約
定

書
締

結
金

融
機

関

1
.3

5
以

下

約
定

書
締

結
金

融
機

関

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

約
定

書
締

結
金

融
機

関
必

要
に

よ
り

必
要

に
よ

り

「
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
」
に

基
づ

く
特

定
補

助
金

等
の

交
付

を
受

け
、

そ
の

成
果

を
利

用
し

た
事

業
活

動
を

行
お

う
と

す
る

方

将
来

発
生

す
る

緊
急

的
な

資
金

に
対

応

0
.9

9
以

下

2
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り
1
.9

以
下

2
.2

0
以

下

3
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

運
転

5
年

以
内

設
備

7
年

以
内

1
.3

5
以

下

0
.8

8
以

下

0
.8

8
以

下

設
備

 7
年

以
内

1
0
年

以
内

1
5
年

以
内

運
転

5
年

以
内

設
備

7
年

以
内

運
転

5
年

以
内

設
備

7
年

以
内

運
転

5
年

以
内

設
備

7
年

以
内

0
.7

5
以

下

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

1
.2

3
以

下

不
要

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

1
.0

7
以

下

約
定

書
締

結
金

融
機

関

法
人

代
表

者
以

外
不

要
売

掛
債

権
を

譲
渡

担
保

と
す

る

必
要

に
よ

り

1
.2

3
以

下

0
.8

8
以

下

0
.9

9
以

下

原
則

必
要

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

0
.5

6
以

下

1
0
年

以
内

1
0
年

以
内

1
年

（
個

別
保

証
1
年

以
内

）
 　

(根
保

証
は

更
新

可
)

設
備

資
金

(運
転

資
金

）

運
転

資
金

設
備

資
金

設
備

資
金

中
心

市
街

地
活

性
化

関
連

保
証

  
 特

定
会

社
・
公

益
法

人
、

中
小

企
業

者
  
  
  
  
  
個

人
・
法

人
　

  
 2

8
,0

0
0

  
  
  
  
  
  
  
組

合
  
  
 　

　
4
8
,0

0
0

1
.2

3
以

下

7
年

以
内

(特
別

の
事

情
が

あ
る

と
き

は
延

長
可

)

1
0
年

以
内

運
転

 1
0
年

以
内

設
備

 1
5
年

以
内

運
転

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

特
定

会
社

・
公

益
法

人
 5

6
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
運

転
資

金
設

備
資

金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

経
営

力
向

上
関

連
保

証

　
②

特
定

新
技

術
事

業
  
  
  
 活

動
関

連
保

証

中
小

小
売

商
業

関
連

保
証

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

2
,0

0
0

7
年

以
内

1
0
年

以
内

1
0
年

以
内

0
.8

8
以

下

1
5
年

以
内

1
5
年

以
内

5
年

以
内

1
0
年

以
内

（
認

定
支

援
機

関
の

支
援

が
受

け
ら

れ
る

等
一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

は
1
5
年

）

公
害

防
止

融
資

保
証

0
.8

8
以

下

0
.8

8
以

下

1
0
年

以
内

制
　

度
　

名
借

入
限

度
額

 （
万

円
）

経
営

安
定

関
連

融
資

保
証

流
通

業
務

総
合

効
率

化
関

連
特

例
保

証

創
業

・
創

業
等

関
連

保
証

創
業

等
関

連
保

証

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

保
証

期
間

1
0
年

以
内

運
転

 5
年

以
内

設
備

 7
年

以
内

1
.2

3
以

下

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

0
.8

8
以

下

激
甚

災
害

の
指

定
を

受
け

た
地

域
の

罹
災

中
小

企
業

者
で

市
町

村
長

の
認

定
を

受
け

た
も

の

約
定

書
締

結
金

融
機

関

資
金

使
途

は
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

施
設

、
石

油
代

替
エ

ネ
ル

ギ
ー

施
設

の
設

置
に

必
要

な
資

金

不
要

約
定

書
締

結
金

融
機

関
「
産

業
競

争
力

強
化

法
」
に

基
づ

き
経

済
産

業
大

臣
か

ら
「
認

定
支

援
機

関
」
と

し
て

認
定

を
受

け
た

商
工

会
、

県
商

工
会

連
合

会
、

商
工

会
議

所
等

経
営

革
新

事
業

を
行

お
う

と
す

る
中

小
企

業
者

で
次

の
事

業
資

金
が

対
象

①
新

製
品

の
開

発
ま

た
は

生
産

②
新

役
務

の
開

発
ま

た
は

提
供

③
商

品
の

新
た

な
生

産
ま

た
は

販
売

方
式

の
導

入
④

役
務

の
新

た
な

提
供

の
方

式
の

導
入

、
そ

の
他

の
新

た
な

事
業

「
下

請
中

小
企

業
振

興
法

」
に

基
づ

き
、

親
事

業
者

に
対

し
て

売
掛

債
権

を
有

し
、

振
興

事
業

を
実

施
す

る
下

請
事

業
者

約
定

書
締

結
金

融
機

関

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

約
定

書
締

結
金

融
機

関
資

金
使

途
は

、
海

外
法

人
の

設
置

・
取

得
の

費
用

、
支

店
・
工

場
等

の
設

置
・
拡

張
、

従
業

員
教

育
・
調

査
等

の
運

転
資

金
に

要
す

る
資

金

経
済

産
業

局
ま

た
は

県
知

事
の

認
定

が
必

要

適
債

基
準

を
満

た
し

た
中

小
企

業
（
株

式
会

社
）
が

発
行

す
る

私
募

債
を

保
証

2
8
,0

0
0

必
要

に
よ

り

2
5
,0

0
0

5
6
,0

0
0

約
定

書
締

結
金

融
機

関

法
人

代
表

者
以

外
不

要

1
.3

4
以

下
　

　
　

　
　

公
益

法
人

　

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

棚
卸

資
産

や
売

掛
債

権
を

担
保

と
し

て
活

用

「
中

小
小

売
商

業
振

興
法

」
に

基
づ

き
高

度
化

事
業

計
画

を
実

施
す

る
中

小
企

業
 [

経
済

産
業

大
臣

・
知

事
の

認
定

が
必

要
]

1
0
年

以
内

1
年

（
個

別
保

証
1
年

以
内

）
 　

(根
保

証
は

更
新

可
)

7
年

以
内

県
知

事
に

認
定

を
受

け
た

改
善

計
画

に
従

っ
て

、
改

善
事

業
を

実
施

す
る

協
同

組
合

等
が

対
象

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

　
③

経
営

革
新

関
連

保
証

約
定

書
締

結
金

融
機

関
「
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
」
に

基
づ

き
、

行
政

庁
の

承
認

を
受

け
た

経
営

革
新

計
画

を
行

お
う

と
す

る
方

約
定

書
締

結
金

融
機

関
既

存
借

入
金

の
借

換
に

よ
る

返
済

負
担

軽
減

を
支

援

　
①

新
事

業
開

拓
保

証
約

定
書

締
結

金
融

機
関

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り
必

要
に

よ
り

借
換

保
証

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

運
転

資
金

設
備

資
金

1
.2

3
以

下

1
.4

4
以

下

1
.2

3
以

下
新

事
業

開
拓

資
金

融
資

保
証

制
度

（
注

）
保

証
限

度
額

に
つ

い
て

①
～

③
を

併
用

し
た

場
合

3
億

円
(組

合
6
億

円
)で

す
。

ま
た

、
①

～
④

を
合

算
し

て
4
億

円
(組

合
6
億

円
)と

な
り

ま
す

。
運

転
資

金
設

備
資

金
1
.2

3
以

下

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

新
事

業
開

拓
保

険
に

か
か

る
新

事
業

認
定

実
施

要
領

に
該

当
す

る
方

約
定

書
締

結
金

融
機

関
「
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
」
に

掲
げ

る
創

業
者

で
事

業
開

始
の

具
体

的
計

画
を

有
す

る
方

な
ど

が
対

象

約
定

書
締

結
金

融
機

関
流

通
業

務
の

総
合

効
率

化
計

画
に

つ
い

て
主

務
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

組
合

等
お

よ
び

そ
の

構
成

員
た

る
中

小
企

業
の

方

　
④

異
分

野
連

携
新

事
業

  
  
 分

野
開

拓
関

連
保

証
約

定
書

締
結

金
融

機
関

「
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
」
に

基
づ

き
、

主
務

大
臣

の
認

定
を

受
け

た
実

施
計

画
を

行
お

う
と

す
る

方

約
定

書
締

結
金

融
機

関
破

綻
金

融
機

関
等

と
金

融
取

引
を

行
っ

て
い

た
た

め
、

金
融

機
関

と
の

金
融

取
引

に
支

障
が

生
じ

て
い

る
方

約
定

書
締

結
金

融
機

関
「
産

業
競

争
力

強
化

法
」
に

掲
げ

る
創

業
者

（
再

挑
戦

者
）
で

事
業

開
始

の
具

体
的

計
画

を
有

す
る

方
な

ど
が

対
象

1
,5

0
0

必
要

に
よ

り

不
要

必
要

に
よ

り

不
要

必
要

に
よ

り

 6
0
,0

0
0

2
,0

0
0

中
堅

企
業

（
破

綻
金

融
機

関
等

関
連

）
特

別
保

証

約
定

書
締

結
金

融
機

関

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要
①

主
務

大
臣

が
認

定
し

た
特

定
事

業
計

画
に

従
っ

て
、

都
市

型
新

事
業

の
施

設
の

整
備

を
（
特

定
会

社
等

は
自

ら
）
行

お
う

と
す

る
方

②
経

済
産

業
大

臣
が

認
定

し
た

中
小

小
売

商
業

高
度

化
計

画
に

従
っ

て
中

小
小

売
商

業
高

度
化

事
業

を
実

施
す

る
中

小
企

業
者

約
定

書
締

結
金

融
機

関
①

主
務

大
臣

が
認

定
し

た
特

定
事

業
計

画
に

従
っ

て
、

中
小

小
売

商
業

高
度

化
支

援
事

業
を

行
お

う
と

す
る

特
定

会
社

な
ど

が
対

象
(自

ら
実

施
す

る
も

の
を

除
く
)

①
経

済
産

業
大

臣
の

指
定

を
受

け
た

企
業

②
経

済
産

業
大

臣
の

指
定

業
種

に
属

す
る

事
業

を
営

む
企

業
［
市

町
村

長
の

認
定

が
必

要
］

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

2
0
,0

0
0

運
転

資
金

設
備

資
金

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

2
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

1
0
年

以
内

-
 
4
3
 
-



資
金

使
途

保
証

料
率

（
％

）
担

　
保

保
証

人
取

扱
金

融
機

関
対

　
象

　
要

　
件

　
・
　

備
　

　
　

　
考

約
定

書
締

結
金

融
機

関

の
う

ち
主

た
る

金
融

機
関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

の
う

ち
主

た
る

金
融

機
関

（
４

）
そ

の
他

保
証

制
度

資
金

使
途

保
証

料
率

（
％

）
担

　
保

保
証

人
取

扱
金

融
機

関
対

　
象

　
要

　
件

　
・
　

備
　

　
　

　
考

秋
田

銀
・
北

都
銀

信
金

・
信

組

革
新

的
事

業
活

動
関

連
保

証
革

新
的

デ
ー

タ
産

業
活

用
関

連
保

証

新
技

術
等

実
証

関
連

保
証

先
端

設
備

等
導

入
関

連
保

証

運
転

資
金

設
備

資
金

1
0
年

以
内

運
転

資
金

設
備

資
金

1
0
年

以
内

0
.7

6
以

下
必

要
に

よ
り

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

技
術

等
情

報
漏

え
い

防
止

措
置

関
連

保
証

運
転

資
金

設
備

資
金

2
8
,0

0
0

1
0
年

以
内

1
.0

7
以

下
必

要
に

よ
り

運
転

資
金

設
備

資
金

1
0
年

以
内

0
.7

6
以

下
必

要
に

よ
り

情
報

処
理

支
援

関
連

保
証

運
転

資
金

設
備

資
金

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

1
0
年

以
内

商
店

街
活

性
化

促
進

事
業

関
連

保
証

運
転

資
金

設
備

資
金

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合
2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

1
0
年

以
内

0
.7

6
以

下
必

要
に

よ
り

約
定

書
締

結
金

融
機

関

経
営

承
継

準
備

関
連

保
証

特
定

経
営

承
継

準
備

関
連

保
証

運
転

資
金

設
備

資
金

2
8
,0

0
0

運
転

1
0
年

以
内

設
備

1
5
年

以
内

1
.9

0
以

下
必

要
に

よ
り

0
.8

8
以

下
2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

必
要

に
よ

り

1
2
8
,0

0
0

 1
8
8
,0

0
0

8
8
,0

0
0

1
2
8
,0

0
0

保
証

期
間

1
.7

6
以

下

1
.2

3
以

下

1
.2

3
以

下

特
定

信
用

状
関

連
保

証

異
分

野
連

携
新

事
業

分
野

開
拓

関
連

保
証

小
口

零
細

企
業

保
証

危
機

関
連

保
証

連
携

創
業

支
援

等
関

連
保

証

特
定

経
営

承
継

関
連

保
証

自
主

廃
業

支
援

保
証

経
営

力
強

化
保

証

事
業

再
生

計
画

実
施

関
連

保
証

商
店

街
活

性
化

事
業

関
連

保
証

経
営

承
継

関
連

保
証

農
商

工
等

連
携

関
連

保
証

一
括

支
払

契
約

保
証

事
業

再
生

保
証

事
業

再
生

円
滑

化
関

連
保

証

地
域

産
業

資
源

活
用

事
業

関
連

保
証

地
域

産
業

集
積

関
連

保
証

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

制
　

度
　

名
借

入
限

度
額

 （
万

円
）

約
定

書
締

結
金

融
機

関
企

業
立

地
の

促
進

等
に

よ
る

地
域

に
お

け
る

産
業

集
積

の
形

成
及

び
活

性
化

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く
県

知
事

認
定

を
受

け
た

方
な

ど
が

対
象

必
要

に
よ

り

約
定

書
締

結
金

融
機

関
中

小
企

業
に

よ
る

地
域

産
業

資
源

を
活

用
し

た
事

業
活

動
の

促
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く
主

務
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

方

約
定

書
締

結
金

融
機

関
「
産

業
競

争
力

強
化

法
」
に

基
づ

き
事

業
再

生
を

図
ろ

う
と

す
る

中
小

企
業

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関
従

業
員

2
0
人

（
商

業
・
サ

ー
ビ

ス
業

は
5
人

）
以

下
で

協
会

の
利

用
額

が
1
,2

5
0
万

円
以

内
と

な
る

小
規

模
企

業
者

が
対

象

一
括

決
済

方
式

に
よ

る
割

引
に

係
る

支
払

企
業

の
債

務
を

保
証

法
的

再
生

手
続

を
行

う
方

特
定

信
用

状
の

発
行

に
伴

い
中

小
企

業
者

が
国

内
金

融
機

関
に

対
し

て
負

担
す

る
債

務
を

保
証

商
工

貯
蓄

共
済

融
資

保
証

「
産

業
競

争
力

強
化

法
」
に

規
定

す
る

認
定

連
携

創
業

支
援

事
業

を
実

施
す

る
一

般
社

団
法

人
、

一
般

財
団

法
人

、
特

定
非

営
利

活
動

法
人

小
規

模
事

業
者

支
援

関
連

保
証

約
定

書
締

結
金

融
機

関
商

工
会

及
び

商
工

会
議

所
に

よ
る

小
規

模
事

業
者

の
支

援
に

関
す

る
法

律
に

規
定

す
る

、
認

定
発

達
支

援
計

画
ま

た
は

認
定

基
盤

施
設

計
画

に
係

る
事

業
を

実
施

す
る

一
般

社
団

法
人

、
一

般
財

団
法

人
、

特
定

非
営

利
活

動
法

人

制
　

度
　

名

保
証

限
度

は
貯

蓄
積

立
額

の
5
倍

以
内

、
毎

月
の

掛
金

が
3
万

円
以

上
で

貯
蓄

積
立

額
が

1
5
0
万

円
以

上
の

者
は

7
倍

以
内

金
融

機
関

及
び

認
定

経
営

革
新

等
支

援
機

関
の

支
援

を
受

け
つ

つ
、

自
ら

事
業

計
画

の
策

定
並

び
に

計
画

の
実

行
及

び
進

捗
の

報
告

を
行

う
中

小
企

業
者

認
定

支
援

機
関

等
の

指
導

・
助

言
を

受
け

て
作

成
し

た
計

画
に

従
っ

て
事

業
再

生
を

行
い

、
金

融
機

関
に

対
し

て
事

業
計

画
の

実
行

及
び

進
捗

の
報

告
を

行
う

企
業

商
店

街
活

性
化

事
業

関
連

保
証

約
定

書
締

結
金

融
機

関
経

済
産

業
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

商
店

街
活

性
化

事
業

計
画

に
従

っ
て

商
店

街
活

性
化

事
業

を
行

う
組

合
な

ど
が

対
象

商
店

街
活

性
化

支
援

関
連

保
証

約
定

書
締

結
金

融
機

関
経

済
産

業
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

商
店

街
活

性
化

事
業

計
画

に
従

っ
て

商
店

街
活

性
化

事
業

を
行

う
一

般
社

団
法

人
、

一
般

財
団

法
人

又
は

特
定

非
営

利
法

人
で

中
小

企
業

信
用

保
険

上
の

中
小

企
業

者
と

み
な

さ
れ

る
組

織
が

対
象

約
定

書
締

結
金

融
機

関
事

業
承

継
に

際
し

議
決

権
株

式
の

取
得

等
に

係
る

資
金

等
を

保
証

し
、

経
営

の
円

滑
な

承
継

を
支

援

「
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
」
に

基
づ

く
大

臣
認

定
を

受
け

た
方

必
要

に
よ

り

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

約
定

書
締

結
金

融
機

関
農

商
工

等
連

携
促

進
法

に
定

め
る

大
臣

認
定

を
受

け
連

携
事

業
を

実
施

す
る

企
業

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

2
0
,0

0
0

2
,0

0
0

2
.2

0
以

下

必
要

に
よ

り

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

2
.2

0
以

下

2
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

運
転

 5
年

以
内

設
備

 7
年

以
内

1
年

以
内

(更
新

可
)

1
0
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

1
0
年

以
内

1
0
年

以
内

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

1
0
年

以
内

1
0
年

以
内

2
8
,0

0
0

0
.7

6
以

下

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

2
8
,0

0
0

1
.1

5
以

下

1
.1

5
以

下

2
,0

0
0

借
入

限
度

額
 （
万

円
）

必
要

に
よ

り

1
.0

7
以

下
必

要
に

よ
り

設
備

 7
年

以
内

運
転

 5
年

以
内

1
.9

0
以

下
原

則
と

し
て

法
人

は
代

表
者

個
人

事
業

主
は

不
要

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要
約

定
書

締
結

金
融

機
関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

特
定

信
用

状
約

定
書

締
結

金
融

機
関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

保
証

期
間

1
0
年

以
内

1
0
年

以
内

運
転

5
年

以
内

・
設

備
7
年

以
内

（
旧

債
借

換
は

1
0
年

以
内

）

1
5
年

以
内

約
定

書
締

結
金

融
機

関

2
.2

0
以

下

2
.0

以
下

1
.0

7
以

下

0
.7

6
以

下

1
.9

0
以

下

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

運
転

資
金

事
業

譲
渡

や
経

営
者

交
代

等
に

よ
る

事
業

継
続

が
見

込
め

ず
、

自
主

的
な

廃
業

を
選

択
す

る
中

小
企

業
者

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

「
生

産
性

向
上

特
別

措
置

法
」
に

規
定

に
基

づ
き

、
新

技
術

等
実

証
を

を
行

お
う

と
す

る
中

小
企

業
者 「
生

産
性

向
上

特
別

措
置

法
」
に

規
定

に
基

づ
き

、
革

新
的

デ
ー

タ
産

業
活

用
を

行
お

う
と

す
る

中
小

企
業

者

「
生

産
性

向
上

特
別

措
置

法
」
に

規
定

に
基

づ
き

、
先

端
設

備
等

の
導

入
を

行
お

う
と

す
る

中
小

企
業

者

約
定

書
締

結
金

融
機

関
「
中

小
企

業
等

経
営

強
化

法
」
に

基
づ

き
、

認
定

情
報

処
理

機
関

と
し

て
経

済
産

業
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

一
般

社
団

法
人

又
は

一
般

財
団

法
人

「
産

業
競

争
力

強
化

法
」
に

基
づ

き
、

技
術

等
情

報
漏

え
い

防
止

措
置

認
証

業
務

の
範

囲
を

、
中

小
企

業
者

に
対

し
て

行
う

も
の

に
限

定
し

て
認

定
を

受
け

た
一

般
社

団
法

人
又

は
一

般
財

団
法

人計
画

区
域

に
お

け
る

商
店

街
活

性
化

促
進

事
業

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

に
適

合
す

る
事

業
の

う
ち

、
特

に
事

業
資

金
の

融
通

の
円

滑
化

が
必

要
な

事
業

を
行

い
、

又
は

行
お

う
と

す
る

も
の

と
し

て
市

町
村

の
長

の
認

定
を

受
け

た
中

小
企

業
者

突
発

的
に

生
じ

た
大

規
模

な
経

済
危

機
、

災
害

等
の

事
象

に
よ

り
著

し
い

信
用

収
縮

が
生

じ
た

中
小

企
業

者

会
社

の
経

営
を

承
継

し
た

代
表

者
個

人
を

対
象

と
し

て
、

事
業

承
継

に
際

し
議

決
権

株
式

の
取

得
等

に
係

る
資

金
等

を
保

証
し

、
経

営
の

円
滑

な
承

継
を

支
援

事
業

承
継

サ
ポ

ー
ト

保
証

運
転

資
金

設
備

資
金

1
5
年

以
内

2
8
,0

0
0

1
.1

5
必

要
に

よ
り

約
定

書
締

結
金

融
機

関
新

た
に

設
立

し
た

持
ち

株
会

社
に

対
し

、
後

継
者

へ
の

事
業

承
継

を
目

的
と

し
た

事
業

承
継

計
画

の
実

施
に

必
要

な
資

金

運
転

資
金

設
備

資
金

約
定

書
締

結
金

融
機

関
会

社
又

は
個

人
で

あ
る

中
小

企
業

者
が

、
他

の
中

小
企

業
者

の
事

業
承

継
を

行
う

た
め

の
議

決
権

株
式

の
取

得
等

に
係

る
資

金
等

を
保

証
し

、
経

営
の

円
滑

な
承

継
を

支
援

事
業

を
営

ん
で

い
な

い
個

人
が

、
他

の
中

小
企

業
者

の
事

業
承

継
を

行
う

た
め

の
議

決
権

株
式

の
取

得
等

に
係

る
資

金
等

を
保

証
し

、
経

営
の

円
滑

な
承

継
を

支
援

約
定

書
締

結
金

融
機

関
運

転
資

金
設

備
資

金

原
則

と
し

て
法

人
は

代
表

者
個

人
事

業
主

は
不

要

法
人

の
代

表
者

又
は

他
の

中
小

企
業

者
以

外
不

要

他
の

中
小

企
業

者
以

外
不

要

運
転

1
0
年

以
内

設
備

1
5
年

以
内

運
転

 5
年

以
内

設
備

1
5
年

以
内

1
2
8
,0

0
0

1
8
8
,0

0
0

2
8
,0

0
0

運
転

資
金

設
備

資
金

2
8
,0

0
0

1
0
年

以
内

0
.8

以
下

必
要

に
よ

り

運
転

資
金

設
備

資
金

1
年

以
内

(更
新

可
)

1
5
年

以
内

運
転

 5
年

以
内

設
備

 7
年

以
内

3
年

以
内

必
要

に
よ

り

必
要

に
よ

り

原
則

不
要

　
　

　
　

個
人

・
法

人
　

　
　

　
組

合

運
転

1
0
年

以
内

設
備

1
5
年

以
内

必
要

に
よ

り
1
.1

5

2
8
,0

0
0

4
8
,0

0
0

1
.2

3
以

下

2
.2

0
以

下

1
.9

0
以

下

運
転

資
金

設
備

資
金

運
転

資
金

設
備

資
金

約
定

書
締

結
金

融
機

関

約
定

書
締

結
金

融
機

関

3
,0

0
0

1
年

以
内

1
.9

0
以

下
必

要
に

よ
り

2
8
,0

0
0

運
転

1
0
年

以
内

設
備

1
5
年

以
内

1
.9

0
以

下
必

要
に

よ
り

-
 
4
4
 
-



 
- 
4
5
 -
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秋
田
県
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産
業
政
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秋
田
市
山
王
三
丁
目

1－
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01
8
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6
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2
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0
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8
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  公
益
財
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あ
き
た
企
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性
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セ
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王
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丁
目

1－
1 
 
  
 
01
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5
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曲
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01
8
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